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嬬 ・解説

ECOM中 間成果報告

電子商取融実麟推進鏑鱗全

電子商 取引 実証推 進協 議 会(EC協 議 会)で は,

平成8年1月 の設立以来,14の ワーキンググループ

(以 下WG)に よって電子商 取引実 現の ための技術

的 ・制度的課題 につ いて検討 してい る。現在,当 協

議会の会員数は240社(平 成9年7月 現在)を 超 え,

WGに 参加 され ている企 業の業種 も多岐 に渡 ってい

るため,業 種横断的 な視点で偏 りの ない議論 が行 わ

れている。

今回各WGで 公表 した成 果は2年 間の活動期 間の

中での中間報告であ り,今 後 これ らの成果 に対 して

さらに検討 を加 え,平 成9年 度中 に最終報告 として

公表するこ とになっている。

以下 にそれ ぞれのWGの 中間成果物 の概要 を紹介

す る。 なお,こ れ らの成果物は当協議 会のホームペ

ージ(http://www .ecomorjp/)に て順次公 開 して

い る。 また,報 告書は現在実費 にて頒布 している。

モ ール構築 技術 実証評価 モデル(表 現 ・表示

お よび操作 性)(ア ル ファ版)

電子商取引の世界において一般消費者がショッピ

ングを行 う場合,現 実社会での買物 と同等あるいは

それ以上の利便性が期待された り,通 信販売のカタ

ログよりも詳細で消費者が必要とする情報の提供が

望まれることが予想される。

これらの要望を満足するためは,2次 元,3次 元

等でより実物に近い表現 ・表示がされたり,即 座に

必要な情報が消費者に送られること,さ らに,消 費

者のためのパソコン等の操作性 も向上される必要が

ある。

モ ール構 築技術 検 討WGで は,以 上 の観点 か ら

「モール構 築技術 実証 評価 モデル(表 現 ・表示 およ

び操 作性)」 アル フ ァ版 を作成 した。本 モ デルは,

ネ ソ トワー ク上 にモールを構築す るため に必 要な技

術の 中で,消 費者のモールへの具体的な入 り口であ

るパ ソコ ン等 での 「ユー ザ イ ンタフェー ス実 現技

術」,パ ソコン等 の画 面 に表示す るデー タを作成す

るコ ンテ ンツ作成技術 を含む 「表示技術」,そ れ ら

の作成 された表示デ ー タ等 を効率的 に蓄積 した り,

消費者が 「ユ ーザ イ ンタフェース実現技術」 を通 し

て効率的に検索 した りす る 「表示デー タの蓄積及 び

検索技術 」,さ らに,上 述の3つ の技術 を支援す る

モ ール システム全体 を構 築する 「システム構築技術」

について,特 に,消 費者 の利便性,実 装 上の対費用

効果等の観点か ら,モ ールの表現 ・表 示お よび操作

性 に関する事項 を重点的 に実証評価 し,共 通 プラ ン

トフォーム,お よび,モ ールの構築 または運営の ガ

イ ドラインとなる実証評価モデル(評 価項 目お よび

評価方法)を まとめた ものであ る。

なお,本 モデルで は,モ ール シス・テム全体 の基本

となる クライア ン ト,サ ーバーお よび介在す るネッ

トワークに関する急激な技術革新が継続 し,パ イロ

ットシステムを先行 して組み上げ,性 能ならびに信

頼性の事前評価を行った上で,改 めてモール全体の

システムを再構築する方法などが採 られている現状

を鑑み,信 頼性設計,性 能設計等については言及せ

ず,モ ールに具備すべ き機能の充足性(機 能項目)

を中心にまとめた。

☆
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商 品属性情報標 準化 に関す る調査報 告書

複数の商品提供者が同じ種類の商品やサービスを

ネットワーク上に提供 している場合,消 費者が購入

の意思決定を行うためには,様 々な視点から複数の

商品を比較検討できることが最も重要なポイントと

なってくる。そのためには,コ ンピュータがインタ

ーネット上にある商品の属性情報を理解できるよう

に表現方法を標準化する必要がある。

商品属性情報標準化検討WGで は,平 成8年 度検

討成果 として 「商品属性情報標準化に関する調査報

告書～中間報告書～」を取 りまとめた。本報告書は,

インター ネッ ト上での通信販売 な ど電子商取 引

(EC)環 境において,消 費者またはその代理たるエ

ージェントソフ トが多数の商品の内容 ・特徴を迅

速 ・的確に理解 し,相 互を比較検討 した上で購入の

意思決定がで きるように,「 商品」それぞれが持つ

属性情報の表現 をどのように標準化 したら良いか,

商品属性情報の構造 ・内容 ・標準化表現 ・標準の管

理方法等がどうあるべ きかを調査 ・検討 した中間結

果を取 りまとめたものである。

この中では,商 品検索を可能 とする商品属性情報

の表現方法の紹介と,こ れを利用 して特にインター

ネット上で通信販売の対象となりやすい と考えられ

る3分 野(フ ァッション,日 用雑貨 ・加工食品,旅

行 ・エンターテインメントチケット)の 商品を例に

とり,商 品属性情報の標準化表現案を示 している。

複 合 コ ン テ ン ツ対 応 技 術(エ ー ジ ェ ン ト機 能)

調 査 報 告 書

現在 インターネ ッ ト上で商 品 ・サ ービス を購 入 し

ようとする と,買 う ものが 明確 であ る(メ ーカー,

機種,型 番 などが決 まってい る)場 合 で も,漠 然 と

してい る(機 能 だけが決 ま ってい る)場 合 で も,

「ホー ムペー ジの ア ドレス」 な ど探 す相手の情報 を

予め入手で きていないので,広 い インターネ ッ トの

世界 をあち らこちら探 し回 らなければな らな いδ ま

た,検 索エ ンジンサ ービス を使 っても本当にニーズ

に合致 したもの を選び出す には,多 くの時間 と労力

がかかる事 になる。

この ような中では,コ ンピュー タ(エ ージェ ン ト)

が,利 用者(消 費者)と 対話 しなが らニーズを把握

し,広 い イ ンタ ー ネッ トの世界か ら利 用者の性別,

年齢 や過去 の買い物履歴 も考慮 しなが ら該当情報 を

集め,確 定情報 または推薦のための比較情報 を提示

で きるような技術,す なわち複合 コンテ ンツ対応技

術(エ ージ ェ ン ト機能)の 手助 けが必 要 となるが,

未 だ全体像が見 えて来 ないのが現状 である。

そ こで,複 合 コンテ ンツ対応技術(エ ージェン ト

機 能)検 討WGで は,複 合 コンテ ンツ対 応技術 の現

状 を以下の3つ の側面 か ら調査 し,平 成8年 度成果

として報 告書 に取 りまとめた。

1実 証動向調査

実 際にイ ンター ネ ット上で稼動 している検索系 サ

ー ビスの状 況や ,検 索エ ンジ ンサ ービスについて,

国内外 あわせ て35サ イ トを個別調査 した。

H技 術動 向調査

検索 のためのエ ージェン ト技術 につ いて,欧 米に

おいて研究 開発 中の最新技術情報 を要素技術毎 に整

理 してい る。 「エージ ェン ト」技術 をキー ワー ドに

先端技術論文 より35件 の文献 を抽 出,各 論 文の論点

か ら話題 となってい るキー ワー ドを抜 き出 し,そ れ

を15カ テゴ リに分類 ・解析 し,進 歩的要素技 術の方

向性 を調査 した。

皿 利 用者 ニーズの調査

イ ンタフェースは どうあ るべ きかの観点か ら,利

用者 および提供者の ニーズを評 してい る。

(i)消 費者 か ら見 た良い コンテ ンツとは何 か を消

費者ア ンケー トで分析。

(置)コ ンテ ンツサ イ トの期待 する広 告の効果 を,

米 国の 「プロ ジェク ト2000」 の報告書(「 新 し

いメデ ィアのための新 しい メ トリック:ウ ェブ

の測定標準」)を ベース に分析。
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寄稿 ・解説

消 費 者 ・企 業 間ECに お け る ビ ジ ネ ス プ ロ セ

ス ・ビ ジ ネ ス モ デ ル 解 説 書(α 版)

コンテ ンツプロバ イダ/モ ール間 ビジネスプロ ト

コル検 討WGで は,イ ンター ネッ トに代 表 され るオ

ープ ンネ ッ トワーク上で
,一 般 の消費者 を対象 と し

た商取引の過程 を商品毎に分析 した ビジネスモ デル

を作成 した。 これは,電 子 モール ・出店者 ・配送業

者 ・決済機 関等,EC関 係者 間の取 引過程 を明確 化

したものである。

・ビジネスプロセス ・ビジネスモ デルの表現方法

異 なる体系 の商取 引(ビ ジネスプロセ ス)を 統一

された記述方法 で文書化す るための方法 について記

述 した。 また,本 解説書で用いた商品分類 の方法 に

ついて も述べ た。

・消費者 ・企業 間ECの ビジネスプ ロセス ・ビジネ

スモデル

代表 的な商品 についてその流通過程の ビジネスプ

ロセスを分析 した。今回解 説 した商 品は以下の通 り

である。

物流 商 品:衣 料 ・日用品 ・CD・ 書 籍 ・農 産 また

は水産物 ・自動車 ・家電 ・文具

情報商品:情 報提供サ ー ビス ・ソフ トウェア販売

サ ービス

権利 商品:チ ケ ッ ト・旅行業 ・損害保険

そ の 他:カ タログ通販

本報 告書 は 「消費者 ・企業 間ECに おけるEDIの 現

状調査 報告書」 と組み合 わせ る ことで,ECに 新規

参入す る事業者 に対す るEDI導 入の ガイ ドライ ンと

なることが期待 され る。

消費者 ・企 業間ECに お けるEDIの 現状調 査報

告書

コンテンツプロバイダ/モ ール間ビジネスプロ ト

コル検討WGで は,平 成8年 度に実施 してきたEC環

境におけるEDIに 関する調査研究活動の成果を標記

報告書に取 りまとめた。内容は,① 国内における

EDIの 現 状,② 米 国に お けるEDIの 現状,③

EDIFAcrの 現状 と課題,か ら成 る。

共 通 セ キ ュ リテ ィ関 連 技 術WG中 間 報 告 書

現在,各 種のECシ ステ ムが 運用 を開始 し,今 後

も,銀 行 決済 な ど新 しい形の システムが 開発 され よ

うと してい る。ECシ ステムで は,セ キ ュ リテ ィ機

能 の重 要性が必ず指摘 されるが,具 体的 な機能 とな

る と表現方法す ら一定ではな く,個 々の表現 に委 ね

られてい るのが現状 である。

今後,シ ステムの開発 あるいは,運 用 にあたって

セキュ リテ ィ機能の評価,比 較が容易 な統一 された

表示 方法が あれば,大 変便 利で あ り,ECの 発展 に

役立つ。

共通セ キュ リテ ィ関連技術検討WGで は,ICカ ー

ド型電子 マネーシス テムセキュ リテ ィガ イ ドライン

の作成 とインターネ ッ ト利用 クレジッ ト決済 システ

ムのセ キュ リテ ィメジャーの作 成 を行 っているが ,

その作成過程 におけ る検討 内容 を中間報告 と して取

りまとめた。

本報告書の第1部 「ICカー ド型電子マ ネーシステ

ムセキュ リティガイ ドライ ン」 では,① 電子マ ネー

システムにお けるビジネスモデルの設定,② 脅威分

析,③ 機能要件の整理,に ついての検討内容 を,ま

た,第2部 「インターネ ッ ト利用 クレジッ ト決済 シ

ステムのセキ ュリテ ィ機能」で は,① 対象モデルの

設定,② 脅威分析,③ セキュ リテ ィ機 能の整理,に

ついての検討 内容 をまとめている。

6

本 人認証 技術検 討WG中 間報 告書

本人認証技術には,指 紋,き網膜,虹 彩などバイオ

メ トリクスによるものや所有物による方式,秘 密情

報を用いた方式など各種の方式がある。本人認証技

術検討WGで は,ECシ ステムを構築する際にこれら

の本人認証技術の中から目的に合致 した適切 な技術

の選択を容易にするために,各 種の本人認証技術な

いし,そ れを実装 した製品を客観的に評価するため

の評価項 目と尺度の作成を行っている。
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平成8年 度は,各 種の本人認証方式か らその共通

的な原理 を抽出 し作成 した本人認証参照モデルと,

評価基準vO.5を 作成 した。

使用目的に対する本人認証技術ない し製品の適合

性を検証するには,さ まざまな観点(評 価要因)か

ら検証する必要がある。本基準では,本 人認証技術

の評価要因として,① 社会的認知性,② 利用者受容

性,③ 脅威対抗性,④ 認証精度,⑤ 利便性,⑥ 保

守 ・更新世,を 挙げている。

電子商 取引 に活用 され るICカ ー ドの現 状調 査

報告書

|Cカ ー ドWGで は,ICカ ー ドに関連する現状の課

題,問 題点の整理,標 準化の状況,制 度的課題等々,

国内外で実証実験が推進 されている状況を整理 し,

現在市場で検討 されている各種業界標準仕様や端末

仕様,セ キュリティ対策等の解説や国内におけるア

プリケーション識別子(AID)登 録機関や端末情報

を一元管理する管理事務局の早期設置などの提言を

報告書に取 りまとめた。

報告書の内容は,ICカ ー ド全般 と,非 接触型ICカ

ー ドの2部 から構成されている。

1.ICカ ー ド全般

接触型ICカ ー ドを主に,実 用化と普及拡大の実現

を目指すため,電 子商取引に絡む様々な業務の実態

調査,問 題点の抽出,今 後のICカ ー ド普及の鍵 とな

るICカー ド,端 末,セ キュリティ,業 務 ・制度,端

末インフラ整備アクションプラン等の項目について

まとめている。

2.非 接触型ICカ ー ド

非接触型ICカ ー ドの実用化 と,普 及拡大の実現を

目指すための 「利用ガイドライン」策定に向け,電

子商取引に絡む様々な業務の実態調査 と,問 題点の

抽出を図るための項目を策定している。非接触劉C

カー ドの特長を示 し,非 接触型ICカ ー ド利用ガイド

ライン策定に向け検討すべ き項目を抽出し,整 理 し

た。

認証局 検討報 告書

電子商取引の発展につれて,一 般消費者によるク

レジット決済,銀 行引き落とし等を利用 した購買活

動,ま た企業間においては受発注から決済に至るま

での一連の取引活動がオープンなネットワークを経

由して広範囲に行われることが想定される。

この様な幅広い経済活動を担う電子商取引を安心

かつ安全に実現させるためには,取 引に関わる当事

者が間違いのない本人であることを証明する認証局

が重要となるが,こ の認証局が安定的かつ信頼でき

る業務提供を確保で きないと,利 用者からの信用を

得ることはできず,今 後の電子商取引の進展を妨げ

ることにな りかねない。他方,認 証局の業務提供等

に関する規制を行 うなど,必 要以上の公的機関の関

与は,多 様な形態が考えられる電子商取引について,

経済活動の自由度を狭めることとなり,ユ ーザーの

多様なニーズに応 じた今後の発展の阻害要因となる

可能性 も否定で きない。また,こ れら認証局の発行

する認証書が国内外の多種多様の認証局 と相互に流

通 しあえることが,利 用者にとってより利便性が増

す意味で重要であると考える。

以上の観点から,認 証局検討WGで は 「認証局運

用ガイ ドラインα版」および 「相互認証技術解説及

び基本仕様案」を作成 し,国 内外に公表 した。本報

告書はこれを取 りまとめたものである。

1.認 証局運用ガイ ドラインα版

本ガイ ドラインは,電 子商取引におけるセキュリ

ティ確保に必要な公開鍵暗号方式による認証システ

ムの構築 を図る上で重要な役割を果たす認証局が,

利用者から信頼 される運用を行なうためのマネージ

メント要件,業 務要件,設 備 ・システム要件等を定

めたものである。

2.相 互認証技術解説および基本仕様案

本資料は,電 子商取引において重要な役割を果た

す認証局が相互に接続 し,認 証 しあうために必要な

X.509を ベースとした認証書フ*一 白マットおよび認

証書交換手順を解説 し,さ らに相互認証の基本仕様
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寄稿 ・解説

を提案 している。

海外認 証局活動 調査報 告

本報告書は,国 際間取引における相互認証のため

の基盤ルール,仕 組の検討を行うための基礎資料 と

して,各 国の認証局活動,法 律と制度,国 際相互認

証の動向および相互認証技術の海外動向の3つ の観

点から行った調査を取 りまとめたものである。

国際電 子商取 引の制度 的課題

近年,世 界の貿易商の増加はGDPの 伸び率を一貫

して上回っているなど,先 進地域,発 展途上地域を

合わせたグローバルな取引の拡大,国 内的には,

財・サービスの調達 ・購入の国際化が進展 している。

このなかで,通 信販売の成長,消 費者の購買行動

の国際化,イ ンターネットとパソコンの家庭での急

速な普及をうけ,今 後消費者が参加する本格的な国

際電子市場が形成されることが予想される。このた

め,消 費者が安心 して国際取引を行い,か つ事業者

の円滑な参入を促進 し得る秩序ある国際電子市場の

仕組形成に向けた制度的課題の検討が必要となって

くる。

国際取引検討WGで は,こ のような背景の下,国

際電子商取引にかかわる課題について対消費者取引

を中心に検討 して きた内容 を報告書に取 りまとめ

た。平成8年 度に検討 された内容は以下のとお りで

ある。

1.対 消費者国際電子商取引の特徴

物流を除いて電子媒体により国際間の取引行為が

行われる。DigitalContentsに おいては物流 も電子媒

体で履行され,取 引参加者はボーダーレスな取引空

間を形成 してい く。

一方
,消 費者は直接国際電子商取引に参加するこ

とに伴い,国 内において輸入代理店等を経由して取

引する場合に比 しリスクが高いが,消 費者はその認

識(自 己責任性)が 必要と考えられる。

このような国際電子商取引における消費者の自己

責任性 に対応 し,国 際電子市場においては,情 報機

能の整備が要請される。

2.国 際電子市場の育成と制度ハーモナイズ

消費者と事業者の国際電子市場への参加 を促 し,

国際電子市場 を発展 させる上での最大課題は,国 際

間の制度的ハーモナイズである。この国際ハーモナ

イズに当っては,技 術の進展ならびに創造的ビジネ

スの活動に弾力的に対応することが期待 され,こ の

ため公的八日モナイズとともに民間による自主的活

動が重要であると考えられる。

この様な観点で,国 際的な民間ベースの協議の場

を形成 し,対 消費者国際電子商取引関連約款やバー

チャルモールの運営,ま た,実 証実験を通 して国際

的制度課題などについて検討 してい く必要がある。

3.わ が国制度形成のアプローチ

国際取引が国内取引と不可分であ り,国 際電子商

取引の制度的課題の多 くは国内の制度的課題でもあ

る。これらの課題に対応 した国内の制度形成におい

ては,現 実の取引環境,即 ち市場の中でのボランテ

ィアな活動をベースとした慣行化等が重要で,未 だ

多 くの変化が予測 される電子商取引の制度課題につ

いては,国 内プライベー ト・セクターの議論を従来

以上に活発にする必要がある。

サ イバ ーモール に関 す るモデル 契約 の検 討

電子商取引の仕組形成に向けては,取 引の実態や

技術の変化に弾力的に対応す百ことが必要とされ,

民間のボランティアな活動をベースとした取引の慣

行的ルールの形成が期待 されるところである。

国際取引検討WGで は,サ イバーモール(以 下単

に 「モール」 という)に 焦点をあて,国 際電子商取

引を視野に入れたモデル契約の検討 を行っている

が,平 成8年 度は以下の3形 態のモデル契約につい

て試案を作成 した。

1.消 費者一モール運営者/利 用規約試案

モール運営者にとって,モ ールを円滑に運営 し,

モール運営者,消 費者(会 員)お よび出店者との間

一5一



の法的関係 な らびに責任関係 を明確 にする ため に,

最低限モール上 に掲載する利用規約 には何 を定 めて

おかなければならないかが容易 にわかるようにした。

基本 的な取 引の枠組み として,モ ール運営 者は,

本人 と して,あ るいは出店者の代理店 と して,直 接,

商品 また はサ ー ビス を消 費者 に提 供す る もので な

く,あ くまで,対 消費者の関係 では出店者が商品ま

たはサ ー ビスを提 供するこ とを前提 とした。

中間報告 に鑑みモ ール運営者,消 費者お よび出店

者がすべ て 日本 国内 に居住 す ることを前提 と した。

消費者 または出店者 が 日本国外 に居住す る場合,ク

ロスボーダーの取 引 としての様 々な法 的問題が生ず

る可能性があ るが,こ の点 については平成9年 度 に

検討 を行 う予定である。

2.出 店者 一モール運営者/出 店契約試案

法人 または個人が,モ ール運営者のモール上に自

己の仮想店舗 であるシ ョップを出店 し,対 価 と して

出店料 を支払 う場合 を想定 した。作成の基本方針 と

して,モ ール運営者 が,最 低限出店契約 には何 を定

め ない といけないかが容易 にわか るようにした。 ま

た,モ ール上ヘ シ ョップを出店す る形態 は現在発展

途 上にあるので,現 時点で はで きるだけ契約当事者

や契約に規定 され るべ き権利 ・義務の基礎 となる事

実関係 や法律 関係が明確 になるよう作成 した。

3.モ ール間 クロス リンク契約試案

モール間あるい はホームペ ージ間の リンクは現在

様々 な形 で行 われ ているが,英 国において訴訟例が

ある等その法 的な考 え方が国際的に未整備 の状況 で

ある。本試案では,モ ール運営者が自己のモール と

他のモ ール との間 にハイパーリンクを互い に張 り合

う(ク ロスリ ンク)と い うレベ ルの提携 関係 をもち

たい と考 えた ときに,何 を定め ない といけないか と

い う観点 か らクロス リンク契約試案 を作成 した。

電子 商取 引 にお ける個 人情報 の保護 に関 す る

中間報 告

プライバシー問題検討WGで は,イ ンターネット

に代表 されるオープンネットワーク上で取 り交わさ

れる個人情報や取引記録等を保護することを目的と

して,電 子商取引に関わるモールやショップ等の個

人情報を取 り扱 う際のガイ ドラインである 「民間部

門における電子商取引に係る個人情報の保護に関す

るガイ ドライン(ア ルファー版)」 を策定 した。

本ガイ ドラインは以下のような特徴が挙げ られ

る。

(1)社 会的差別要因となる個人情報の取扱の禁止

(2)個 人情報の収集,利 用および提供 を行 う場合

の要件の明確化

(3)個 人情報の開示 ・訂正権および当該権利の実

現方法の明定

(4)個 人情報の適正な管理および実施責任の明確

化

(5)オ ンラインによる情報のや り取 りが対象

(6)個 人情報の取扱に慣れていない事業者 を想定

(7)ネ ットワーク上での通知を基本

本報告書は,上 記ガイドラインと欧米主要国の個

人情報保護についての取扱状況ならびに電子商取引

における検討状況について取 りまとめたものである。

電 子 商取 引決 済 関連問 題検 討WG中 間成 果報

告書

電子商取引決済関連問題検討WGは,平 成8年 度

の成果として,カ ー ド会社 とネットワーク上の仮想

店舗 を営業する販売業者間の約款である 「EC用加

盟店標準約款」 α版 と,カ ー ド会社 とカー ド会員間

の約款である 「EC用会員標準特約」 α版(既 存の

カー ド会員標準約款(昭 和59年度通達に基づ く標準

約款)に 特約として追加する)の2部 構成か ら成る

「クレジットタイプ標準約款α版」を作成 した。

本約款はEC上 で想定 される課題のみならず,現

行クレジット取引での課題も抽出し,カ ー ド会員,

加盟店,カ ー ド会社それぞれの視点から検討 した内

容 となってお り,以 下のような特徴がある。

・クレジット取引において最 も汎用性の高い総合
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割賦斡旋取引 をベース と して作成 した日本初の

EC用 標準約款である。

・ECの 特性 を活用 し,商 品注文 か ら代金決 済 ま

でをネ ッ トワー ク上で完結 させ た。

・従来 の ク レジ ッ ト取 引対象取 引 お よび商 品 を

ECの 特 質 に適 合す るために拡大 し,さ らに ソ

フ トウェア ・情報等 デジ タル商 品の ダウンロー

ドによる配送手段 も認めた。

・上記取引拡大 に伴 う割賦販売法 におけ る消費者

保護対象外取 引お よび商 品につ いて,カ ー ド会

社の任意介入に よる問題解決 を図る等,消 費者

保護の観点か ら考慮 した。

電子 商取 引 にお ける消費者 取 引の課 題 に関 す

る中間報告書

消費者取引検討WGで は,平 成8年9月 より電子

商取引における消費者取引の問題を抽出 し,電 子商

取引の健全な発展のための取引ルールについてのガ

イ ドライン 「消費者一出店者間の売買に関する運用

ガイ ドライン(アルファー版)」 を策定 した。電子商

取引において消費者に商品等を販売する事業者に指

針を示すことで,取 引の公正および消費者の保護 を

図 り,ト ラブルを防止することに主眼を置いている。

また,欧 米の主要国ならびに国際機関における電

子商取引に係 る消費者取引の課題についての検討状

況の調査 を行 ったので,検 討の参考材料 として報告

書に取 りまとめた。

本中間報告書は,以 下の2部 構成となっている。

1.ガ イドラインとWGで の検討状況

電子商取引を通信販売の一形態として捉え,既 存

の消費者取引における関連法律その他法令等を遵守

し,イ ンターネットに代表 されるオープンネットワ

ーク上の特性 を考慮 している。また,本 ガイドライ

ンは,国 内の販売業者が国内の消費者を対象とした

電子商取引を前提に策定 している。

2.海 外調査報告

欧米主要国ならびに国際機関の電子商取引におけ

る消 費者取引 について,消 費者担 当部局,企 業,弁

護士等か ら検討状 況を調査 し取 りまとめ た。

電子 公証検 討調査報 告書

オープンなネットワーク上での電子商取引はいつ

でも,ど こからでも,グ ローバルな領域の取引の実

現,さ らにランニングコストの低減,取 引機会の拡

大等の大 きなメリッ トの可能性 を秘めている反面,

第三者や取引当事者等に起因して盗聴,詐 称,改 窟

や否認や錯誤が存在する。これらの脅威や不安には

技術面だけでは解決が困難なものもあり,取 引モデ

ルの業務フローを材料に課題や電子公証のニーズに

裏付けされた,技 術面,運 用面,制 度面の総合的な

解決の仕組みが重要となる。

電子公証検討WGで は,オ ープンなネットワーク

上での商取引における安全性 ・信頼性確保のための

電子公証システムガイドライン作成に向け,電 子公

証の目的,海 外の関連動向,企 業間の取引や企業内

業務での実ビジネス上での電子公証に対するニーズ

や電子公証を実現するのに必要な基本的な機能につ

いて検討 し,中 間結果を取 りまとめた。

本報告書は,電 子公証を 「ネットワーク上の商取

引等における電子的交流の安全 ・信頼性を確保する

こと」 と捉え,企 業間取引の取引形態,取 引局面,

取引対象別に電子取引の特性の違いと第三者および,

当事者からの脅威を整理 した。その上で,継 続的取

引を前提 に,開 発品を対象にした物財と情報財の取

引局面別の電子公証のニーズと対応策 を例示 した。

さらに,企 業内業務モデルとして商取引情報の社

内部門間処理,社 内に閉じた意志決定プロセスの電

子化による課題や電子公証のニーズの洗い出 しを行

うなど,取 引対象,取 引局面により異なる電子公証

のニーズや レベルに対応 した解決の必要性 を指摘 し

ている。

海外 のEC関 連企業 ・組織 の動 向調 査

昨今,世 界の多 くの国や地域において,イ ンター
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ネ ッ トまたはICカ ー ドを利 用 したエ レク トロニ ッ

ク ・コマースや電子マ ネー(電 子財布)の 実験 が行

われている。

これ らの試 みは グローバルな展 開を前提 に,新 た

な事業展開 を睨んで行 われてい るわけであるが,そ

こには安全性 の問題 や相互運用性の確保 な ど多岐多

彩な問題が横 たわってお り,一 企業や一つの国のみ

で実現す ることは難 しい。

これ らの問題 を解決 してい くためには,各 国の国

内事情や商習慣 な どを加味 しなが ら国際的な共通 プ

ラ ッ トフ ォーム を作 り上 げてい くことが重要 であ

り,海 外諸国 と協力 関係 を構築する ことが不可欠 に

なって くる。

国際連携WGで は,海 外 のEC関 連団体/企 業 との

協力関係 を築 くため活動 を行 っているが,そ の過程

として これ まで調査 ・訪問 した7ヶ 国39の 組織 ・企

業 の活動状況 について報告書 として網羅的 に取 りま

とめた。調査 一一訪問先の業態 はMONDEXやBanksys

社 な どの電子マ ネーを開発 ・運用 してい る企業 ・組

織 だけでな く,金 融機関,チ ップメーカー,大 学の

研 究機 関,法 律事務所 など多岐 に渡 っている。

また,こ の報 告書には調査 ・訪問先の状 況だけで

な く,コ ンタク トパー ソンや メールア ドレス,ホ ー

ムペ ージのア ドレスも記載 しているので,興 味のあ

る先に容易 にコ ンタク トす る際の参照 デー タとして

も利 用で きる。

ECOM成 果一覧

報告書タイ トル 会員価格 一般価格

モール構築技術実証評価モデル ー表現 ・表示及び操作性一(ア ルファ版) 1,500円 1,800円

商品属性情報標準化に関する調査報告書一中間報告書一 1,500円 1,800円

複合コンテンツ対応技術(エ ージェン ト機能)に 関する調査報告書 1,500円 1,800円

企業 ・消費者間ECに おけるビジネスプロセス ・ビジネスモデル解説書(α 版) 重,500円 1,800円

企業 ・消費者間ECに おけるEDIの現状調査報告書 1,500円 1,800円

共通セキュリティ関連技術WG中 間報告書 1,000円 1,200円

本人認証技術検討WG中 間報告書一参照モデルと評価基準vO.5一 1,000円 1,200円

lCカードの現状調査報告書 1,500円 1,800円

認証局検討報告書 1,500円 1,800円

海外認証局活動調査報告 800円 1,000円

国際電子商取引の制度的課題 1,500円 1,800円

サイバーモールに関するモデル契約の検討 1,000円 1,200円

電子商取引における個人情報の保護に関する中間報告書 1,000円 1,200円

電子商取引決済関連問題検討WG中 間報告書 †,500円 1,800円

電子公証検討調査報告書一電子公証システムガイ ドライン作成に向けて一 1,00◎ 円 1,200円

海外のEC関 連企業 ・組織等の動向鯛査 1,500円 1,800円

セット販売

ECOM中 間成果報告書セット(上記15冊 を一括購入の場合 約30%off) 14,000円18,000円

その他の頒布物

SETECOM版 解説書 80◎円 t,ooo円

新規頒布

電子商取引における消費者取引の課題に関する中間報告書 11Cluc}円 1,200円
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「情報化白書tg97年 版」 を6月t4日 に刊行 しました。本白書は,1967年 に 「コンピュータ白書」として創刊

し,1987年 版より 「情報化白書」に改題,わ が国情報化の動向を総合的に紹介 した白書 として通算31冊 目の刊行

になります。

編集にあたっては,石 井威望氏(慶 雁義塾大学 教授)を 委員長とする 「情報化白書編集委員会」を中心に,多

数の執筆者の方々のご協力を仰 ぎ,情 報化に関する最新動向を取 り上げています。本白書の構成は,① 毎年新規

テーマを設定 してまとめている総論 ②情報化編,情 報産業編,環 境 ・基盤整備編,国 際編の4本 の柱で構成さ

れる各論,③ 最新統計などの基礎データを網羅 したデータ編から成っています。

今回の総論テーマは,「21世 紀に向けた行政情報化の推進」です。21世 紀に向けて進む改革は,自 由化,国 際

化,情 報化 をキーワー ドとして,そ の手段の多 くを情報通信技術に負っており,社 会改革 と情報化は密接に関連

しながら進展 しています。特に,社 会の情報化の基盤をなす政府行政分野の情報化は諸国に共通する課題でもあ

り,電 子政府を目指 した取り組みが活発になってきました。わが国においても,目 下最大の国家課題となった行

政改革の具体的手段として,さ らなる行政情報化の推進が要請されています。こうした状況を背景に,今 回本白

書の総論は行政情報化をテーマに情報化を提子とする行革の推進を提唱 しました。

以下,97年 版白書から総論の概要を紹介 します。

日本は行政改革で何を目指すか。当面する課題の

克服手段 として,国 際社会で生き残る国家再建策と

して,時 代の変化に対応する新 しいシステムとして

行政が有効に機能する体制づ くりを進める中で,最

後まで繰 り返 し問われるべき命題は,国 民主体であ

ろう。そうした観点から推進すべ き行政改革のポイ

ントを列挙すると,次 のとお りである。

①規制の緩和と見直 し(経 済的規制の撤廃,社 会的

規制の見直 し,セ キュリティ確保,消 費者 とプラ

イバシーの保護)

②行政運営の透明化(国 民参加,情 報公開 ・提供,

著作権)

③行政のリエンジニアリング(組 織改革,地 方分権,

業務改革,ア ウ トソーシング,調 達・取引の電子化)

④行政サービスの向上(手 続 きの簡素化 ・電子化,

アクセスの改善,情 報活用)

次 に,行 政改革の具体的手段 として何が有効か,

どういう方法があるかの問題である。上記の4項 目

は,今 回の行政改革が標榜されて初あて狙上に上げ

られた課題ではない。かねて指摘 され,そ の歩みは

早いとは言えないまでも一部,実 行に移 されてきて

いる。1995年 度から5カ 年計画で推進中の 「行政情

報化推進計画」の実現課題とも合致する。すでに情

報化の観点から取 り組みが進められている部分を取

り込みつつ,よ り総合的な行革 ビジョンを遂行する

過程で相乗的に昇華させていくというのが現実的と

いえよう。もちろん,情 報化がすべてではない。 し

か し今日,情 報化 を手段 とする改革の実例は枚挙に
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いとまがな く,代 わりうる手段 も見えてこない。行

政のみならず社会全般に浸透 しつつある情報化の趨

勢を無視 した改革はあ り得 まい。

そこで,情 報化で何ができるか,行 政改革に情報

化をどう活用すべきかを論 じ,最 後に今後の行政情

報化の展開に向けてその構築が急がれている盲官/

官民ネットワークを取 り上げた。

1.規 制 の緩和 と見 直 し

川 経済的規制 と社会的規制

規制緩和は改革と表裏一体である。95年3月 に策

定された規制緩和推進計画においては経済的規制は

原則自由,社 会的規制は必要最小限とし,行 政のあ

り方を事前規制型から事後チェック型に転換するこ

とを基本 として推進中であるが,企 業の参人制限,

価格規制などの経済的規制の原則廃止をより強力に

推進すべきである。最近では,イ ンターネットの普

及に伴って関連する新ビジネスが続々と登場 しつつ

あるが,従 来の法解釈では対応できない問題,適 用

の基準や許容範囲が不明確な問題,法 律や監督官庁

による規制の度合いの違いによる混乱などが見 ら

れ,こ うした新 しいビジネスの発展を阻みかねない

規制の存在には早急な対応を要する状況にある。

また,市 場原理に委ねて,結 果,実 質的に不要と

なる規制や国際競争力上の足枷となる規制は遵守を

強制する根拠が薄い。その点で,ア メリカの2～3

倍といわれる日本の通信 コス トは問題である。携帯

電話市場の自由化による発展は規制緩和の効果の好

例であるが,WTO基 本電気通信交渉において自由

化が決定 した通信サービス市場は,外 資参入を含む

業界再編が必至で,そ の対応の遅れは,日 本の産業

界にとって致命的な痛手ともな りかねない。通信 は

情報化の基盤であることから,そ の影響の及ぶ範囲

を考慮すればなおさらである。

一方
,許 認可などの現業部門は,省 庁再編の観点

から,そ の業務を切 り離 して外庁化するエージェン

シー制度の導入が検討 されている。 しか し,行 政介

入の態様や程度 を変 えることを前提 とすれば,民 間

委託 への移行の道 もあ り得 るので はない だろうか。

また,現 在,各 省庁は電子 申告 ・申請 に向けた手続

きの見直 しをスター トさせているが,こ の ような許

認可 業務 の情報 シス テム化 は人的対応 を軽減 させ,

組織 の ス リム化 に も繋 が る。民 間 に とって も電子

化 ・簡便化は待 ち望 む行政サー ビスであ り,ま して

や許認可その ものの削減 が歓迎 され ることは言 うま

で もない。

逆に,規 制 をな くし,市 場競争原理 に委ねれば万

事 うま くい くわけではない。国民生活 に直結す る社

会的規制は必 要不可欠で ある。 また,必 要であるに

もかか わ らず対応 がな されず に きた問題 も見過 ご し

てはな らない。労働者保 護,安 全性確保,消 費者保

護な どのための規制 は社会や技術 の変化 に応 じて見

直 しが求め られてい る。

【2]セ キュリテ ィとプライバシー

社会の情報 システムへ の依存が深 まるにつ れ,そ

の機能 が停止 した り不完全 な場合 に及ぼす影響 は深

刻である。 このため,情 報 システムの利用者 が実施

す るセキ ュリテ ィ対策,シ ステム監査,コ ンピュー

タウイルス対策,ソ フ トウェア管理,コ ンピュー タ

不 正ア クセス対策の 目標や基準が ガイ ドラインと し

て示 されてい る。最近では,情 報化の社 会的な浸透,

特 にネッ トワーク化の進展 に伴い,コ ンピュー タウ

イルスや コンピュータ不正 アクセスの被 害が世界 的

に急増 していることか ら,今 後十分 な警戒 を要する。

こう したセキュ リティ対 策で肝心 なの は協 力防衛 で

ある。事故や事件の発生 を隠 さず報告す ることか ら

事 例の蓄積 と情報分析が可能 となる ことを強 く認識

しなければな らない。

また,消 費者保護問題 としては,パ ーソナル情報

機器の普及 に伴 う新 しい消費者動向,情 報 化社 会 を

反映 した新手の商法へ の対応,情 報 システム に蓄積

され る個 人情報 の保護,オ ンライ ンシ ョッピングや

電子マ ネーな どのサ イバー ビジネスに関す る消費者

保護 など,情 報化 に関連す る商品 ・役務サ ービスが
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大 きな比重 を占めて くる と予想 され る。

地方 公 共団体 で は多 くの個 人情 報 を蓄 積 してお

り,そ の保護 は重要 な課題 である。現在 の ところ,

個人情報 に関係す るアプリケーシ ョンは主 に,住 民

基本台帳,税 務,福 祉等 であ り,そ れ らは一定の範

囲内で利用 され る閉 じたシステム となってい る。 し

か し今後,ネ ットワーク化が進展 し,個 人情 報の蓄

積,利 用が さらに拡大す ると,そ の保 護が よ り重 要

になる。個 人に関 わる各種 情報 を集積 する と,い わ

ゆるマ ッチ ングの可能性 が高 まる うえ,管 理 に繋が

る との懸念や プライバ シー上 の拒否反応 も起 こ りう

る。 簡単 に他人の情報 を入手 で き,プ ライバ シー を

侵害す る手段 を得 る ことが可能 な社会で情報マ ッチ

ング全般 を規制す る法令が な く,歯 止めが きかない

ことは問題 である。

2.行 政 運営 の透 明化

近年,行 政に対する信頼 を失墜 させる社会的不祥

事が相次 ぎ,市 民オンブズマ ンの情報公開請求で自

治体の公費使用の不適正 も次々と明るみにでた。綱

紀粛正 し,国 家公務員倫理法案の大綱をまとめるな

どの信頼回復策を図ってはいるものの挽回するには

道は遠い。それよりも行政運営の透明性を高め,国

民が参加 しやすい,内 部がガラス張 りで見える体制

づ くりを目指すべ きではないだろうか。アカウンタ

ビリティ(結 果 と説明責任)は 世界的な常識にな り

つつある。

行政機関のホームページが続々と開設されている

が,案 内や行政情報を一方的に発信する手段に利用

するだけでなく,行 政運営にかかわる案件などで国

民の意見を吸収する手段 としてインターネットなど

の媒体を活用する方法 もあろう。実際,ホ ームペー

ジ上に委員会の議事録や成果 とりまとめの段階の情

報を公開し,電 子メールを利用 して広 く一般の意見

を求め,そ れを最終報告に反映させる方式などはよ

く見受けられるようになってきた。

行政の透明化にまず欠かせないのが情報の公開で

ある。情報公開の法制化に関 しては地方自治体のほ

うが先行 してお り,す でに336団 体が条例や要綱で

実施 している。これに対 し,国 としての対応は遅れ

ていたが,96年12月 に長年の懸案であった情報公開

法の要綱案がまとまり,よ うや く実現の道筋ができ

た。原則をまとめた要綱案は,開 示請求権の対象 と

なる行政文書の範囲や行政文書の管理など,今 後の

検討に委ねる課題を残す ものの,20年 以上にわたる

制度化への道の りを考えれば画期的といえる。すで

に行政機関が保有する情報 も多 くがデジタル化 さ

れ,イ ンターネットの普及で電子的な流通も簡便に

なった。要綱案はこうした情報技術の進展を踏まえ

て文書管理規定や個人情報保護などについての国の

指針を示 したものである。

法的整備 を待つまでもなく公開提供 しうる情報は

多い。透明性 を意識 していれば開示請求に関わらず

積極的に公開提供すべ き情報が何かは自ず と明らか

であろう。 また,公 開情報があまね く広 く行 き渡 り,

社会に活用 されるためには提供体制などのインフラ

整備 も急がねばならない。インターネットによる情

報提供は内容に差はあるものの20省庁ですでに実施

してお り,政 府情報のクリアリングシステムも霞が

関WANの 一環として開発 されることになっている。

さらに,行 政機関が自らの利用と行政サービスのた

めに行政情報の電子的整備を図るのは必定 として,

その方法論はスピー ドアップの観点からも民間活力

の導入 も検討されるべ きであろう。

また,政 府情報の原則公開をうだう情報公開法の

開示内容 と提供方法の検討と連動 して,政 府情報の

著作権問題 を詰めてお く必要があろう。情報化社会

の進展の中で公的機関が保有する情報資源は民間等

にとって極めて重要で価値 ある ものと考え られる

が,そ れ らが公的財産であることにより,自 由な流

通(例 えば商用化)が 抑制されることも検討されな

ければならない。

●
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3.行 政 リエ ンジニア リング

行政においても,BPR(ビ ジネス ・プロセス ・リ

エンジニアリング)は 必要である。経済社会のみな

らず,行 政においても変革の時代に効率的に対処 し

てい くためには,そ の機能を見直す リエンジニアリ

ングを実施 し,新 しいシステムを構築する処方箋を

得なければならない。行政情報化推進計画に則 り,

すでにパソコンの導入やネットワーク化などのイン

フラ整備 は急速 に進み,横 のつ なが りも霞が関

WANを 手始めに拡大強化 されるなど,行 政機関 も

自らの行政使命を達成する手段 として情報技術 を活

用する方向にある。 しか し,抜 本的な組織改革や制

度 ・慣行の見直しはスローペースである。行革の推

進を契機に,総 体 と個別の観点から組織の合理化 ・

活性化と業務の効率化を図り,行 政情報化の実効性

を高めていかなければ,そ の存在意義さえ問われか

ねない。

川 組織改革と地方分権

日本 を取 り巻 く環境は,い ま大 きな政府を許 さな

い。欧米の先進諸国 と対比 して,人 口当た り公務員

数,国 民負担率,国 家財政のGDP比 率などの数値で

は決 して大 きな政府 とはいえないが,第2の 予算

(財投)や 第2の 政府(特 殊法人等)と いった付随

するところが大きい。財政構造 と機構の両面からの

改革課題である。行政改革会議が提示 した中央省庁

再編の重点項目は,官 邸の機能強化(予 算編成,マ

クロ経済政策の移管),各 省庁の業務執行機能の組

織分離(独 立行政法人の創設,特 殊会社の形による

民営化),省 庁 を越えた関連部局の統合などが盛 り

込まれているが,政 策立案部門の再編による最終的

なスリム化の具体策はまだ見えない。また,効 率化

の利点や組織の仕組みも不明瞭である。

機構再編は,権 限の統合と分散を伴 って行われる

として,そ の具体的基準をどう設定するのか。省庁

再編も一大事業であるが,地 方が主権 を持つ地方分

権はさらに難問である。すでに 「地方分権推進法」

(95年から5年 間の時限立法)に 基づき推進中とは

いうものの,そ の内容はかなり限定されている。管

轄する自治の規模 に開きがあり,交 付金などの財政

的な国への依存の度合いも大 きく異なることを考慮

しても,さ らに自主財源の確保や自治の受け皿整備

面でクリアすべ き壁は高い。統合は不可避 と思われ

る。

【2]業務改革 と政府調達の電子化

行政のコンピュータ利用は事務処理の効率化から

大規模業務処理を中心に進展 してきたが,政 策の立

案を支援するような付加価値型の情報システムへの

取 り組みは投資効果の計測が困難なことも相倹って

情報システムとして主流に至ってこなかった。 しか

し,技 術の歩み寄 りでパソコンネットワークが普及

し,情 報を活用 して新たな情報を生み出す環境は整

った。電子 メールでのコミュニケーションは日常に

なったいま,情 報の共有化による政策決定支援にこ

れを活用 し,行 政機能の根幹である企画立案能力 を

高めることが要請される。そこで今後求められるの

は,運 用の戦略性,経 費投入と創造性のある人材で

ある。また,ペ ーパーとデジタル情報を併せた情報

資源の管理体制をいかに確立するかも重要である。

近年,民 間では情報システム分野のアウトソーシ

ングが活発化 しているが,政 府機関でも南オース ト

ラリア州政府の米情報サービス会社EDSへ のアウト

ソーシングが話題になっている。人材 もハー ドも含

めて周辺的な業務を丸ごと外部専門機関に委託 し,

資源は本業に集中するかたちのアウトソーシングは

日本の風土に馴染まない との見方もあるが,丸 投げ

ではない,ユ ーザーの業務ノウハウとサービス会社

の立案 ・設計 ・運用のノウハウを出 し合うコ ・ソー

シング(CoSourcing)と いう新 しい概念も出てき

た。公共性や厳密性が要求される行政運営にあって

は,ア ウトソーシングを適当 としない業務も多いが,

組織のスリム化 と業務改革が喫緊の課題 とされる中

で周辺業務の民間委託は考慮に値する。

また,調 達 ・取引の電子化 も重要である。 とか く,

競争がないからコス ト意識 に欠け,結 果,高 コス
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ト・高国民負担 に繋がるとの批判が強い行政運営

に,市 場メカニズムと電子化を取 り入れることで事

務負担 と財政面の2つ の軽減効果が期待できる。政

府調達などにインターネット上での公開入札 を多用

すれば,競 争原理が働 くばかりか,公 平性,透 明性

とい う3つ 目の効果 も望め る。 さらに,EC/

CALS/EDIを 導入して取引や生産の過程で も民間

との連携が可能となれば,内 部効率のみならず市場

経済の活性化や産業競争力の向上にも大いに貢献 し

よう。官民の情報化による連携は双方の基盤が揃っ

て初めて成 り立つ。その点で,行 政情報化の遅れが

民間部門の足枷になってはならない。

4.行 政 サー ビスの 向上

行政の活動はすべて国民や企業に直結するところ

から,産 業界の情報化が進展 しても行政の側の体制

が不備なために,そ の接点において連動せず,産 業

界の足枷になる。また,社 会全体の発展の阻害要因

にもなるという認識が,行 政機関の情報化 を促進 さ

せた。確かに,こ の2年 間でインフラ整備は進展 し

た。 しかし,外 部との接点における行政サービス面

の情報化は部分的な着手に留まっている。行政情報

化のアプローチは,内 部の効率化とサービスの高度

化の両面から推進されねばならないが,現 状ではハ

ー ドが先行 している。

[1]手 続きの電子化

民間事業者,特 に,電 子化の体制が整っている事

業者にとっては,文 書の保存や申告 ・申請の行政手

続 きがペーパーで義務づけられていることに対する

非効率は大きく,長 年の改善要望があった。

法令で書類の保存を義務づけている文書は全省庁

で909件(96年4月 末時点),う ち,電 子保存が容認

されているものは10%弱 の84件 で,実 施予定のもの

は96件,検 討中が141件 である.。検討中とされる141

件の中では,特 に民間事業者から要望が強 く,電 子

化のメリットが高いと考え られる税務関係書類が

40%を 占めている。

こう した状況の中,96年8月 に電子媒体 を利用 し

た保存 方法 を原則 として容認す る考 え方 が示 され,

電子取引 については,す べ て電子デー タに よる保存

を可能 とする よう,法 令改正,通 達発 出 を行 うとし

た。各省庁 において も電子化の流れ に沿 った検討 を

進めてお り,国 税庁 の研究会が会計帳簿類 の電子保

存 を促す報告書 をまとめたの を受けて大蔵省 は関連

税 法 の改 正作 業 を進 め る と した。 また大蔵 省 は,

2000年 を目途に有価証券報告書 などの財務情報 の電

子化 と利用者向けの電子 開示の方向 を打 ち出 してい

る。

一方
,申 告 ・申請手続 きの数 は全 省庁 で7,709件

に上 り,う ち電子化 を実施中の もの は110件(L5%)

にす ぎない。数少 ない事例の 中で世界的 にも高い評

価 を得ている特 許庁 の特許 申請 に係 るペーパー レス

システムは,95年 時点で の特許や実用新案の出願件

数37万 件の うち,オ ンライ ンでの出願 が66%と,フ

ロ ッピーデ ィス クでの申請30%,書 面での申請4%

を大幅 に上回 っている。 出願者の利便性 が向上 した

の は もとよ り審査 する特 許庁の効率 もアップ してお

り,従 来3年 かかっていた審査期間は2年 に短縮 さ

れた。

申告 ・申請が原則,電 子化 ・ペーパー レス化 に移

行す ると して,現 段 階で は,行 政側の インフ ラ整備

と技 術面,制 度面 での課題が多い。 この問題 は,官

民の間のみな らず,盲 官(国 と地方)の 間の電子化,

ネッ トワーク化 として連携 した検討が必 要である。

【2]ア クセスの改善'

情報 ネ ッ トワークの普及が進 む中で,行 政サー ビ

スの提供形態 はその メリッ トを生 か してお らず旧態

依然 とした もの にとどまっている。行政サ ービスを

改 革 し,ア クセス を便利 にす る改 善方策 としては,

ワ ンス トップサー ビス,ノ ンス トップサ ービスお よ

びマ ルチ アクセスサー ビスの3つ の形態が考 え られ

る。

(1)ワ ンス トップサービス(1カ 所 で)

ワ ンス トップ ・サー ビスは,役 所の権限領域 を超
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えて1つ の 窓口で複 数の行 政サ ー ビスが受 け られ

る,行 政窓 口の一元化 であ り,1カ 所で1回 で用 を

足せ る。そう したサー ビス を実施 している事例 は海

外 に多い。

利用者 にとって行政サー ビス を受 けるの に便利な

場所 を調査 した結 果か らは,居 なが らに してサ ービ

スを受 け られ る職場 や自宅が最 も望 まれてお り,次

いで駅 や郵便局 などの身近 で利用頻度 が高い公的な

場,生 活圏 にあ り利用時間帯が長 いコンビニエ ンス

ス トアが挙 げ られてい る。ス ピー ドと効率が重視 さ

れる現代,行 政サ ー ビスも時間 と場所 の制約 が少 な

い事が望 まれお り,そ の点 か らもインターネ ッ トの

活用へ の期待が高い。

(2)ノ ンス トップサー ビス(い つで も)

365日24時 間,い つで も自分 に都合 の よい時間帯

に行政サー ビス を受 けることがで きれば便利 なこと

は言 うまで もない。 自動交付機の設置や時 間外サー

ビス,駅 前や シ ョッピングセ ンター街へ の出張所の

設置な どの便宜が図 られているものの,24時 間では

ない し,大 都市 中心である。その点で,よ り生活圏

に身近で24時 間サーービス を実施 してい るコンビニエ

ンスス トアが注 目され る。全 国で5万 店,2,400人

に1店 の割合で存在す るコンビニは,す でに電気 ・

ガス ・水道 な どの公共料金振 り込みの取 り扱 いやチ

ケ ッ ト販売な どの料金収納代行 サー ビスで実績 を積

んでいる。今 日の コンビニ隆盛 の主要 因はPOS(販

売時 点情 報管 理)に 代表 され る情報 システムの整

備 ・活用にあ り,さ らなる情報化投資 を続 けてサー

ビス拡大 を図っている。い まや地域密着型 のサー ビ

スの拠点機 能 とその情 報網 で比肩 しうる ものは な

いo

(3)マ ルチアクセスサービス(ど こでも)

わが国においては,各 種の行政手続 きは行政区画

に基づ く居住地の行政機関において行 うことが原則

となっている。 しかし,人 によってはそれが不便な

場合もある。行政区画にとらわれず,自 分にとって

最 も便利な行政機関からサービスを受けられるのが

望ましい。生活圏の変化等で,そ うしたニーズが高

まっている。これに応えるマルチアクセスの取 り組

みが出てきた。情報ネットワークを活用したアクセ

スポイン トの拡張であり,埼 玉県情報センター新宿

などがその先進例である。

【3]行政情報の活用

行政府には必然的に情報が集 まるので,ど この国

でも最大の情報保有者は行政機関である。また,行

政府が作成する情報は,民 間においては作成 し得な

いもの,有 用なものが多 く,こ れを公開 ・提供 して

社会的に活用することが望 まれる。本来,国 民に還

元すべ き公的資産 を行政の使命 としてサービスす

る,そ うした観点から情報システムを活用 した行政

情報の提供を積極化 してほしい。それは同時に,行

政内部における利活用や海外への日本情報の発信に

も繋がるはずである。

これまでからすれば,こ の1年 でパソコン通信や

インターネットを利用 した行政機関からの情報提供

は著しく進展 した。今後は,そ の内容の拡大 ・充実

とともに利用しやすい形態にも期待がかけられてい

る。 しか し,外 部提供を目的としたデータベースや

ネットワーク利用の提供システムの構築は進んでい

るとはいえず,コ ス トとニーズを勘案すれば,行 政

機関が自らすべてを行うのはかえって非効率な面 も

ある。その点で,公 的情報に付加価値をつけてビジ

ネスを展 開する民間に委ねることも必要 とされよ

う。商用化に際 しては,有 用な情報の入手に応分の

対価を支払う受益者負担の考え方と公共財は国が助

成 して民間に還元すべ きとする意見が相半ばすると

思われるが,適 正な基準で体系化することが肝要で

ある。

5.今 後 の展開 に向 けて

一宮官/官 民 ネ ッ トワークの構 築 一

わが国を含め諸国は情報化を縫子 とした変革の途

上にあり,政 府行政分野においてもデジタル情報革

命の波にのって自らの改革を進めつつ21世紀情報社
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会 に向 けた模 索 を続 けている。今後 に向けて,こ れ

ら多 くの課題の整理 ・検討 を継続 していかねばな ら

ないが,特 に ネッ トワーク時代 の要請か ら盲官/官

民 ネッ トワー クの構築が急務 とされる。

【1】官官ネ ッ トワーク

情報通信 ネ ッ トワークを活用 した行政 サー ビスの

改善 を図るためには,国 ・地方公 共団体 間の ネ ッ ト

ワーク を介 して,情 報が伝達 ・処理 されることが必

要である。 これ ら行 政機 関間の ネ ッ トワークインフ

ラの上 で統一的 な行 政サ ー ビスを行 う場合 に,本 人

確認 を可能 にする手続 き(本 人確認)や,複 数の行

政機関 における本 人の識別番号の共通化(識 別 コー

ドの統一的な利用方法)が 必要 となるが,現 在,わ

が国においてはいずれ も存在 しない。

本 人確認 のための技術 は民 間部 門において開発が

進行 中で,制 度的対応 について も民 間や一部省庁 に

おける検討がみ られる。一方,個 人識別 コー ドの導

入に関 しては,代 表的な もの として納税者番号,年

金番号,住 民基本 台帳番号があ るが,そ の統一的な

利 用の仕 組み につ いて は具体 的 な検討 の動 きはな

い。識別 コー ドの導 入は,個 人情報保護 を前提 とし

た各行政機 関の横 断的,縦 断的利 用が可能 となるこ

とによって効果を発揮 し,ワ ンス トップサ ー ビス等

の行 政サー ビスの実現 に結びつ くこ とか ら,ま ず は

既存 番号 の統 一化 に向けて,国 民的 コ ンセ ンサス を

得るための検討の場づ くりに着手すべ きであろ う。

[2】 官民 ネ ッ トワーク

ネ ッ トワークを介 した行 政サービスの提供 を実現

す るため には,行 政機関 と企業や国民 との間の官民

ネ ッ トワー クが必 要になる。 この官民 ネ ッ トワーク

は,行 政機 関側 が構築 してい るネッ トワークを拡張

す る方向 と,既 存のパ ソコン通信 ネッ トワークや イ

ンター ネッ トを活用す る方向が考え られる。 これ ら

商用 ネッ トワー クや インターネ ッ トが行政機関のネ

ッ トワー クと接続 されれば,家 庭 やオフ ィスか ら直

接,行 政サー ビスヘ アクセスで きるこ とになる。

企業の情報化投 資はネ ッ トワークシステムの整備

を中心 に拡 大傾 向 を示 しているが,行 政 との間でネ

ッ トワー クを介 して行 う業務 は,情 報収集をは じめ

申告 ・申請手続 きや政府調達への入札 等,今 後の電

子化 に沿って拡大 してい こう。行政においては,電

子化に対応 した認証制度 の手当てや省庁横断的 な法

令整備等が必要である。

また,ワ ンス トップ,ノ ンス トップ,マ ルチア ク

セスサー ビスに代 表 される効率 的な統合サー ビスの

実現 も,も はや実践に移す意思決定 と旧来型行政 シ

ステムか らの転換 の問題 といえる。あ まね く広 く公

共サ ービス を実施するための簡便 な手段 も,イ ンタ

ーネ ッ トや情報キ オスク端末 などに期待 で きる
。 こ

れ ら双方向機 能のネ ッ トワークを活用 して国民参加

型行 政 を目指 すこ とも不可能ではない。今後の行政

には,産 業政策 あるい は技術 的実験 の発想か らだけ

ではない,国 民ニ ーズ を反映 した情報 ネ ッ トワー ク

が定着 しやすい社会環境基盤 を形成す る取 り組 みが

望 まれ る。

「

ノ'
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企業における情報誌勲爵に関する調査研究

調査部

本調査は,産 業界における情報化の実態や課題を詳細に把握,分 析 し,わ が国企業の情報化の方向性 を明 らか

にし,情 報化施策を立案,実 施するための基礎データを毎年継続 して提供する事を目的としています。

産業界においては,コ ンピュータユーザーが自社の情報化を推進するに当たり,そ の費用をはじめとする様々

な客観的な指標に対する要求は高いものがあります。

本調査は,調 査内容によっては,ほ ぼ一定の条件での継続調査であることから,年 次データが取りやすいこと,

時系列データとしての特徴も有 していること,さ らには,当 協会が公益的な立場 を活かし,そ の時代時代の情報

化の流れを敏感にキャッチし,常 に調査内容を改正 してきたこと等により多くの関係者から信頼を得 利用され

ています。

今回の調査は,オ ープンシステム化/ダ ウンサイジングで特徴づけられるアーキテクチャの話題 それらのベ

ースとなっているネットワークの話題 そしてそれらがどのような状況の下におかれているかを示す環境に対す

るもの,世 間の関心事を探る情報化の重要課題に関するものを対象として実施 しました。

アーキテクチャとネットワークは,現 在最も大きく変化 している領域であり,世 間の関心が高いばかりでなく,

実際に色々な形で実施 され,そ れに伴 う問題が出現 していることから調査対象 として選定 しています。環境の調

査は,継 続調査の主要な要素となっています。

また,現 状を知る上で捨て切れない対象,あ るいは将来的話題については,今 回情報化の重要課題 として取り

上げてあります。

コ ン ピ ュ ー タ 利 用 状 況

運用経費 は,1億 円以上5億 円未満の企 業が3分 の1

情報 システム部門の要員数 は10APXLL30A未 満の企業が3分 の1

3年 後の コンピュータシス テム規模 は7割 が拡大を予定

社内要 員の給与は,停 滞。社外要 員の派遣単価は,増 加に転 じる。

情報 システム部門の運 用経費規模

1図 をみると,年 間1億 円以上5億 円未満の企業

が最頻値 として全体の3分 の1以 上を占めている。

この前後のクラスは,割 合はやや低 くなるが5千 万

円以上10億 円未満まで範囲を広げて見ると54.7%と

半数を超えている。

産業,業 種別の構成

製造業,非 製造業,公 務と分けた産業別の構成で

は,製 造業と公務の差が明確にでている。製造業は,

回答社全体の平均的な規模である年間1億 円以上5

億円未満から下のクラスの1千 万円以上5千 万円未

満 と5千 万円以上1億 円未満のクラスに集中してい

←16→

.、〆 ㌦ 、誌 ぷ 嘉 詩 ∴ 、:li.デな1.、



JIRDLEC,]RELPOBT

る。一方,公 務 では1億 円以上5億 円未満 の クラス

を含め,そ の上 の5億 円以上10億 円未満 と10億 円以

上50億 円未 満の3ク ラスで80%以 上 を占めてお り,

公務 のほ うが運用経費規模 の大 きい回答 グループ と

なっている。

▲1図 年間運用経費規模別回答社横成

業種別 では,比 較的回答 の多い業種の うち,化 学

工 業,一 般機械 器具 製造業,建 設業,卸 売 ・商社,

小売業が年 間1億 円以上5億 円未満の クラスに4割

以上集 まっている。

情報 システム部門要 員の規模

社内要員(内 部要員)

情報システム部門の要員については,前 年度まで

職種別の実人員数を調査 していたが,今 回は要員の

総数を区分化 した規模による構成比率 として調査 し

た。

2図 の社 内要員(内 部要員)の 構成 状況 をみ ると,

回答1,059社 の うち30.9%が10人 以上30人 未満で最 も

多 く,5人 以上10人 未満,5人 未満の企業が続 き,

これ らの下位3区 分 で80%を 占めている。

産業別 では,公 務で10人 以上30人 未満の クラスの

割 合が52.1%と 極端 に高 く,ま た30人 以上50人 未満

の グループにおいて も18.3%で 他 の産業 に比べ て割

合が高 くなっている。

業種別では当然のこ となが ら,情 報サー ビス ・調

査 ・広告業の グループや金融 ・保険 ・証券業のグル

ープが要員数規模の大 きい区分 に集 まっている
。

社外要 員(外 部要員)

社外要員(外 部要員)で は,「 い る」 と回答 した

企 業が全ユ ーザーの うち505社 で,半 数以上 は現 在

外 部要員 の受 け入れ,あ るいは利 用はない としてい

る。

外部要員 を受 け入れている人数 の規模で は,5人

未満 の企業が もっとも多 く,39.4%に のぼってい る。

次 いで10人 以上30人 未満が22.6%と なってお り,産

業別 の特徴 をみ ると,外 部 要員の利用度 は公務 が高

く,製 造業が低 い という状 況である。

また,300人 以上500人 未満,500人 以上 とい った

大量 の外部 要員 を抱 え る企業 も合 わせ て13社 あ る

が,こ れは業種が鉄鋼,電 気機械器具,電 力 ・ガス,

金融 ・保 険 ・証券 などの超大規模ユ ーザ ーに集 中 し

ている。 これ ら企業では,主 にその子会社の情報サ

ー ビス企 業 の要員 を外 部 要員 と して受 け入 れ てい

る,と いった体制 を とっている もの と思われ る。

、

500人以上e.4

蠕 戸

外翻
1.S

(〉内は回答社数(%)

▲2図 情報システム要員数規模別回答社横成
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自社 コ ン ピ ュ ー タ シ ス テ ム の3年 後 予 想 規 模

予想規模 の推移

3年 後 に自社の コンピュー タシステ ムの規模 を拡

大す る と予想す る企 業の比率 は,回 答1,108社 の う

ち758社(68.4%)と7割 近 くにのぼ っているが,逆

にシステムを 「縮小」する との回答は121社(10.9%)

であ った。 また 「変化 な し」 とす る回答 は,229社

(20.7%)で 前年調査 よりやや下回った。

経 済低迷期 を脱 しつつある といわれ る中,コ ンピ

ュータシステムの規模 を巡る今後 の方向が,や やハ

ッキリと して きてい るとも考 えられる。

年間運用経費規模別の予想規模 の状況

3図 の情報 システ ム部門年間運用経費規模 別予想

倍率の回答分布で は,概 して運用経費額の規模 が小

さい クラスの ほうが高 く予想する傾 向にあ り,特 に

100億 円未満,500億 円未満の クラスでは,1倍 を割

り込 んでいる状況が見て取 れる。

一方
,中 小 ・中堅規模ユ ーザー と大規模ユ ーザー

との 間で は予想倍率 の値 に大 きな差 は ないが,「 わ

か らない」,「変化 な し」の回答 の割合 について,中

小 ・中堅規模ユ ーザーのほうがやや高 くでてい る。

(倍)
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▲3図 情報システム部門年間運用経費規模別

3年後のシステム規模の予想倍率分布

情報 システム部門要 員の給 与等の状況

社内要員の給与

情報システム部門要員のうち,SE,プ ログラマ,

オペレータ,デ ータ入力者(パ ンチャー等)の4種

類の月額平均給与は

職 種 月額平均給与(円)

SE 348,500

プ ロ グラマ 263,600

オ ペ レ ー タ 236,800

デ ー タ入 力者 196,800

となってお り,こ の数値 は前年の調査結果 とほ とん

ど変 わらない。1992年 度 か らの調査結 果の推 移で も

給与の伸びは停滞 してい る。

産業別 に見 る と,SEの 給与 は公務 の平 均が最 も

低 く,非 製造業 は最 も高い。規模別 の中小 ・中堅規

模ユーザー と大規模ユ ーザーでは,平 均給与 の額 に

大 きな差はないが,平 均年齢で はいずれの職種 も大

規模 ユ ーザ ーが中小 ・中堅規模 ユ ーザー よ りも若

い,と いう結 果が出ている。

社外要員(外 部要員)の 派遣費用

派遣された外部要員に対する派遣元への支払費用

を要員の職種別の日額換算で見ると

職 種 日額換算(円)

SE 39β00

プ ログ ラマ 32,200

オペ レータ 27,100

データ入力者 19,300

となってお り,プ ログラマの費用 も3万 円台 に乗 っ

てい る。

また,4図 によ り,1992年 度か ら5年 間の推移 を

とってみる と,1995年 度 まで停滞気味であ った費用

が今 回の調査 では大幅 に増加 してい る。 これは,外

部要員の主な供給源であ る情報 サー ビス業界の景気

動向が回復基調 にあ ることが一因 と考 え られ よう。

一18一



孤露DECR班!OR狐

(千 円)

40

35

30

25

20

15

39.6

・_. _一.一 一 ・一 ・一'←'一 一

オペレ一夕

10

調査年度92 9394

32.2

/↑

9596

▲4図 外部要員に対する派遣元への日額換算支払費用

(職種別,5カ 年推移)

外 注パ ンチ単価

データの入力を外注する場合の字種による単価の

全産業平均は

字 種 単 価(銭)

数 字 38.2

英 字 48.6

カ ナ 62.5

漢 字 125.7

で,数 字,英 字,カ ナの3種 の平均 は49.8銭 とな り,

字種 を分 けず に発注す る場合の単価 は44.2銭 となっ

てい る。

コ ン ピ ュ ー タ関 連 教 育 費 用 の 状 況

情報 システム要員の教 育費用 は,全 産業の平均 で

1社 当た り319万 円,一 般社 員用は同 じく1,027万 円

であった。

これ を産業別 にみる と,5図 に示す とお り,情 報

システム要員用の費用 では公務が全産業の約半分 と

か な り低 いが,一 般社 員用の教育費用 について は,

あ ま り差が な く出ている。 また,製 造業 は情報 シス

テ ム要員で最 も多 く,非 製造業は一般社 員用の費用

で最 も多い とい う結果 になってい る。

教 育 費(万 円)
1,200

1.000

800

600

400

200

0

産業

一般社員(N=346)

製造業 非製造業 公 務 全産業

()内 は回答社数

▲5図 産業別,情 報システム部門要員,一 般社員用

年間情報処理教育費の1社 当り平均

プ

4

嚢箋多
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オープンシステム化/ダ ウンサイジングの動向

半数の企業がオープンシステムを推進

エ ン ドユーザー部門の効果増 に引 き換え,情 報 システム部門の負担ば増大

オ ープンシステム導入時に4割 強の企業が外部機関 を利用

費用面の効果ば,期 待薄2

LAIVは,8割 の企業が導入"

LANの 用途 は,フ ァイル ・プグンタの共有が中心

コミュニ ケーション系の利用 翫急拡大

情報システム部門 の役割 はますます重要 に

オ ー プ ン シ ス テ ム 化 の状 況

オープ ンシステム導入状況

1,091社 か ら回答 があ り,導 入 の実 施状 況 では,

「全社 的 に主要 システムの オープ ン化」 を展開 して

いる企 業は,91社(8.3%,前 年6.3%),「 既存 シス

テムの一部,ま たは新規 システム」 に対 して推進 し

ている企業は462社,(42.3%,同39.8%)で いずれ も

前年 より実施率を上 げてい る。両者 を併せ た企業の

割合 は全体 の50.6%(553社)で あ る。 これは前 回

調査 の46.1%よ り4ポ イ ン ト強伸 びてい る。 また,

「計 画検討 中」 は238社(21.8%)で あ り,こ れ も合

わせる と全体の70%強 がオb・一プンシステム化 に取 り

組 んでいる。

賠 碗 畏シ

,091

▲6図 オープンシステムの導入状況

オープンシステム化の推進体制

オープンシステム化を実施 している企業553社 の

推進体制 をみる と,「情報 システム部門が推進」が

前 回か ら5ポ イ ン ト増 え47.3%,「 導 入対 象部署 と

情報 システム部門の共同推進」が逆 に4ポ イン ト減

っ て47.3%と 拮 抗 して い る。 両 者 を合 わ せ る と

94.6%と なるが,ユ ーザー部 門が単独 で推 進は,わ

ず か3.1%で ある。

オープ ンシステ ム化においては,情 報 システム部

門の役割が特 に重 要 とい うことがで きる。

外部機関の利用状況

オープンシステム化に際 して,外 部のコンサルテ

ィングファームや開発委託機関の利用状況をみる

と,455社 が何 らかの外部機関を1機 関以上利用 し,

延べ企業数は605社 にのぼっている。

0102030405060708090
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▲7図 産綱 オープンシステム導入時の外部機関利用状況
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複 数 回 答 で の 内 訳 は,「 ハ ー ド ウ ェ ア メ ー カ の サ

ポ ー ト部 門 」 が ユ ー ザ ー 規 模 に か か わ らず 最 も 多 く,

271社(59.6%,前 年213社63 .8%)で あ っ た 。 次 い

で 「ソ フ ト ウ ェ ア メ ー カ,専 門 のSI,コ ン サ ル テ ィ

ン グ会 社 等 」 が227社(49.9%,同179社53 .6%)で,

「関 連 企 業 の ソ フ ト ウ ェ ア メ ー カ 」 を 利 用 し た の は

100社(22%,同71社2L3%)と な っ て い る 。

導 入 したオープ ンシステムの内容 と導入対象部門

8図 に見 られるとお り,導 入 したオープ ンシステ

ムで最 も多か ったのは,前 回同様 「クライアン ト/

サーバ ー型 シス テム」 で,延 べ 回答 企業 数は1,349

社(前 年862社)に のぼる。以下,「 パ ソコンLAN」,

「標準 イ ンタフェース」,「開放型OS」,「 マ ルチベ ン

ダーの システム構成」 と続 くが,前 回 との比較で は

「標準 イ ンタフェース」 の伸 びが大 き く,「 開放 型

OS」 の上位 に立った。

対 象 部門 は情 報 システム部 門の270社 をは じめ,

前 回最 も少 なか った総務 ・企 画部 門で も66社 か ら

110社 に増 え,引 き続 き全般 的 に全部 門での導入 が

推進 されている。

雛
ぴ

社

(

80700650048020100容内の化私淑力卜

マ ルチベ ンダーの41'S
システ ム構成46.3

3三磁 ム4ム巨 一1,,,,
パソ・ンLANi－ ㍍ 5

開放型os⊆=芸

標¥
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▲8図 オープンシステム化の内容

オープンシステム化/ダ ウンサイジングの評価

回答企業は,前 回調査の352社 から476社 に増加 し

ている。

各項目において効果のレベルが前回より上回って

い るのは,「 情 報処理 の運用 ,ア ウ トプ ッ ト作 成の

迅速化」,「エ ン ドユ ーザー コンピューテ ィングの浸

透」,「分散 コン ピューテ ィングの浸透」,「間接部門

の生産性 向上」の4項 目で ,エ ン ドユーザー部門の

改 革がやや ア ップ してい る。一方,「 ハー ドウェア

関係運用費用の節減」,「ソフ トウェア関係運用費用

の節減」は停 滞気味 で,費 用面での効 果は期待 どお

りに上 がっていない ようである。

情報 システム部門で は,「 情 報処 理の運用 ・ア ウ

トプ ッ ト作成の迅速化」 で評価 が高い。エ ン ドユー

ザー部 門で は,「 エ ン ドユ ーザー コン ピューテ ィン

グの浸透」,「分散 コンピューテ ィングの浸透」,「 間

接部 門の生産性 向上」,「全社的 な業務処理,手 続等

の見直 し,簡 易化等」 で評価の向上が見 られ る。

マ イナス面につ いてみ ると,総 じて,エ ン ドユー

ザー部門の項 目に少な く,組 織改革を除 く4項 目で,

ある程度の効果 または期待 した効果が出ている。 し

か し,情 報化関連 費用 と情報 システム部門に関す る

5項 目では,効 果 が出た との回答割合は少 な く,逆

にマ イナス面が多い とする回答が多い。

特 に要員 人件費 の削減 は,94社 でマ イナス面が多

い,と 回答 してお り,あ る程度効 果あ りの48社 と,

期待 した結果あ りの12社 を合わせ た60社 よ りも多 く

なってい る。

総 じてエ ン ドユーザー部 門への効果はあるが,そ

の一方で情報 システム部 門の負担 も大 きい と考 え ら

れる。

実施時の問題化 レベル

オープ ンシステム/ダ ウンサ イジングを推進 した

際 に問題化 した内容の程度は,今 回か ら実施 した項

目であるが,10図 に見 られる とお り,問 題化 レベル

は,全 社の平均 では,最 大が 「システム完成の遅延」

最小 は 「プロジェク ト関係費用の予算 オーバー」 と

なってお り,前 述 の効果 レベル に比べ る と各項 目間

の レベル差が小 さい。

問題 な しよりも問題あ りと回答 した社数が多か っ
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▲9図 オープンシステム化,ダ ウンサイジングによる効果のレベル
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た項 目を見る と以下の3つ がある。

① システム完成の遅延

② 要員の知識,技 術(ス キル)が 蓄積 しない

③ システムの性能にムラが ある(品 質不安定)

これは情報 システム部門要員の知識 ,ス キルが オ

ープ ンシステム化
,ダ ウンサ イジ ングの急速 な進展

に比べ不足 してお り,そ れが システ ム完成の遅延 と

品質の不安定 をもた らしてい ることを表 している と

考 えられる。

① の システム完成の遅延 に関 しては,問 題 の有無

を回答 した412社 のうちの236社(57.3%)が 「問題

あ り」 としている。 また② の要員 の知識 技術が蓄

積 しない こ とを問題視 してい る企業 の割合 は471社

の うち239社(50.7%)あ り,そ の 中で実際 にか な

り支障 を来 している企 業は33社(実 回答社 の7.0%)

ある。特 に③ の品質不安定 に関 しては,問 題 の有無

を回答 した389社 の うち216社(55.5%)が 問題 あ り

としてお り,業 務の進捗 に影響 を及ぼ している。

LANの 導 入 ・利用状況

LANに ついては,約8割 の企業が導入 している。

規模別に見ると大規模ユーザーでは83%が 導入済み

でほぼ定着 したと考えられる。中堅 ・中小ユーザー

ではその導入は7割 に満たないが,導 入を検討 して

いるとの回答比率は高 く,今 後一層の普及が進むも

のと思われる。

LANの システム構成

サーバーマシ ン,ク ライア ン トマ シンともに大規

模ユーザーほ ど導入数が多 いのは当然で あるが,産

業別では,地 方公共 団体 を中心 とする公務の推計台

数が多 いことが注 目される。

また,PC(パ ソコン)の 低価格化,性 能向上等

に伴 い,PCを サ ーバ ー として位 置付 けるケ ースが

増 えてい る。業種別 には,農 林 ・水産業 に汎 用機 に

対 して依存 の高 さが 目立つが,そ の他では,明 らか

にPCへ のシフ トが進 んでいる。

鉄鋼(平 均推計台数334.7),電 気機器(同345.5),

輸送用機器(同344.4),電 力 ・ガス(同705.5)等,

超大手企業 を多 く抱 える業種ほ どクラ イア ン トマ シ

ンの数が多 く,LANの 浸透度が高い。

LANの 運用形態

まだ単一のLANシ ステムのみ を運用 させている企

業が全体の46.4%と 多い。 しか し,複 数のLANシ ス

テムになる とそれ らを独立 させ たまま運用するよ り

も,相 互 に接続 して運用す る形態の方が多 くなって

い る。 また,前 項 でクライアン トマ シンの推計導入

台数が多かった企業(業 種)ほ ど複 数のLANを 相互

接 続 して運用 させる傾 向が強い。

LANの 利用 目的 ・用途

昨年 の結果 と比較 して も,相 変 わ らず,フ ァイ

ル ・プリンタの共有 を目的 とす る企 業が多い。 「負

荷分散」 については,昨 年 よ りもその回答率が減少

し,ユ ーザーはLANを 利用す る効果 と して,必 ず し

も負荷分散 に優先 的な期待 を求めな くなって きた と

み られる。今 回,大 きく回答 を伸 ば したのは,コ ミ

ュニケー ション系の利用法で,ク ライア ン ト/サ ー

バ ー システム(CSS)が 本領 を発揮 で きる分野 に注

目が集 まっている。
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LANの 拡張計画

現在利用 しているLANシ ステ ムの3年 後 の予定 に

ついては,791社 のうち771社 か ら回答 を得 てい るが,

「システム縮小」 とする もの は0.4%に す ぎず,「 拡

張」 を計 画 している企 業が全体 の92.9%に 達 してお

り,全 業種 とも拡 張傾向 にある。

テ ム縮小

0.4

.7昌一

,

現有の
LA⑰ 拡張

現有 のLAN社 数比

の拡張(%)

とN二771 s

新規L酬導入
】

41.9 '

i

▲12図LANシ ス テムの3年 後 の計画

イン トラネ ッ トの導入/利 用状況

イン トラネ ッ ♪への期 待 ぱ大

稼働 している企業 は,12%。 計画中を含めると半数の企業 が導入 を進める

情報の受発信が中心

デ一夕ウェアノ、ウスとの連携でさらに有効な ツールへ

イン トラネ ッ トの導 入 ・利用

稼働 中の システムを持つ企業が12%,計 画 中が約

35%あ り,半 数の企業 にイ ン トラネッ ト活用 の意向

が確認で きる。

中小・中堅規模ユーザー

(283)

大規模 ユーザ ー
(727)

全ユ ーザー(
1010)

〈)内 は回答社数

001

比
)

数
%㌣

0908070605040802010

●4

檎 特定部門
導入 ・ 用 導入計器 ¶吾

▲13図 ユ ーザ ー規模 別 イ ン トラネ ッ トの導 入 ・利用 状況

この設問に関 しては,企 業規模 別の差異が明確 に

でている。中小 ・中堅規模 ユーザ ーで は 「コス ト」

の問題が重要視 されているの に対 し,大 規模ユ ーザ

ーは 「運用管理」 の負担増 にポイン トが置かれ てい

る。

イン トラネ ッ トの推進体制

導 入 しない理 由の項で も明 らかに なってい るが,

イン トラネ ッ トの構築 ・推進のために運用管理,コ

ス ト,セ キュ リテ ィなどユーザーに とって相当な人

的,ま た資金 的負担がかかることが推測 され る。14

図 でみ る と,イ ン トラネ ッ トの推進 には 「導入対象

部 門独 自」で イン トラネ ットを導入 ・運用す るとい

う回答 は6%あ ま りで極めて低 く,や は り情報 シス

テム部門が リー ド(50.6%)し て進め るか,あ るい

は導入対象部門 と共 同体制(39.7%)を と りなが ら

進めてい くケースが大部分で,何 れに して も,情 報

システム部 門へ依存せ ざるを得 ない とい う結果 とな

っている。ここで も,ネ ッ トワー ク化 の進展 が ます

ます情報 システム部門の役割 を高めている ことが う

かが える。

'
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導入対象部門力

独自に推進

▲14図 イン トラネ ッ トの推 進体 制

イン トラネ ッ ト導入の 目的

15図 でみ ると,最 も重視 された目的 は,他 に大 き

く差 をつけ て社 内外 を問 わない情 報の 受発信 で あ

る。 それ以外 の,オ ープ ンプラッ トフォーム,操 作

性の向上,低 コス ト等の 目的 も回答 数は多 いが,分

散 している。
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導 入 の 目 的 ・ 理 由

イン トラネ ッ トで提供す る内容

イン トラネ ッ トで提供 している(し ようとす る)

内容(メ ニ ュー)は,イ ン トラネ ッ ト上で利 用 され

るメニューの中で入門的 とも言 える 「掲示板」 が最

多であ る。 しか し,全 社情報の共有,部 門情報 の発

信,情 報の検索 や照会 もそれぞれ回答 率は高 く,イ

ン トラネ ッ トへ の期待 は拡 が ってい るこ とが分 か

る。

また,採 用情報や人事情報 な ども発信 してい るケ

ースは多 く
,イ ン トラネッ トは後述す る 「情報化関

連課題」 で も高い期待 が寄せ られてい るデー タウエ

アハ ウス との連携 を含め,こ れか らも有効 なツール

と して広 く取 り入 れ られ る こ とになる と期待 され

る。

さらに,今 後,情 報共有化の手段 と してすでに導

入 されてい るグループウェアとの トレー ドオフ,あ

るい は統合 に関す る問題 も検 討すべ きこととして挙

げ られ よう。

イン トラネ ッ トの運用上最 も特長 的な利点 と して

の,デ ー タの種類 を問わ ない 「情報検索」 と 「情報

更新」、への期待度 は次 年度以降の調査でその動向 を

注 目 したい。

01020304050607080

(%)

損卿 ぽ毛茸L・聯 汲Itme社 数 比一
預礪刷 旋回 £云蘂藁♪・i;罧一

,,マ ニュア

■そのde2.5

N=479
(予定 も含む,複 数回答)

▲15図 イ ン トラネ ッ ト導 入 の 目的

▲16図 イン トラネ ッ トの 提供 メニ ュ 一領

一25一



イン トラネ ッ トを導入 しない理由

47図 は イン トラネッ トを導入 していない503社 に

対 して,導 入 しない理由 を複数回答 で聞い てい るも

のo

導入 しない 理由の最 多が 「運用管 理上 の問題 」,

それに 「コス ト上 の問題」,「セキュ リテ ィ上の問題」

と続 く。導 入 したIANシ ステムの負荷が なか なか軽

減で きない中で,さ らなる運用負担 を増加 させ るこ

とに二の足 を踏んでいる とい える。
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▲17図 ユ ーザ ー規 模別 イン トラネ ッ ト未導 入の 理由

情報化の重要な関連課題

関 心の 中心 は,ネ ッ トワーク関連 課題

西暦2000年 間題 に{ら1高い」関ノd・

公務 では,情 報 シス テム安全 対 策に高 い関 心

大 規模 ユ ーザ ーはグル ープ ウェ アに,中 小 ・中規 模 ユ ーザ ーばパ ソコ ンLAIVに 高い関 心

今回はじめて情報技術 と運用技術等情報化に関連

した重要な課題につ き調査 した。情報 システム部門

の担当者が,今 もっとも関心を寄せている情報化に

関連する事項を32項 目の課題から5項 目以内で選択

するという調査方法をとった。

産業,業 種別にみた情報化課題への関心

全産業での1位 は 「クライア ン ト/サ ーバーシス

テ ム」(50.2%)で あ り,現 在 の情報 システ ムの動

向 を如実 に示 している といえる。 また,緊 急 の課題

としてその対策が急が れてい る 「西暦2000年 対応」

問題 は,製 造業では1位(52.8%)で,全 産業 で も

2位(46.9%)と きわめて関心が高い。

総 じて,ネ ッ トワー クに関連 した課題 に関心 が高

い といえる。

ネ ッ トワークに関連 した課題 は,全 産業でのベス

トテ ンの中で7項 目を占めている。上位か ら順 に,

「クライアン ト/サ ーバー システム」(1位),「 グル

ー プウェア」(3位)
,「 イ ン トラネ ッ ト」(4位),

「パソコンIAN」(6位),「 イ ンターネ ッ ト」(8位),

「WindowsNr」(9位),「 電子 メール」(10位)で あ

る。

業種別 で は,公 務(政 府 と地 方公 共 団体)で,

「情報 システム安全対 策」が4位 と高位 で他の産業

よ り関心が高 くな ってい る。 また,「 ア ウ トソーシ

ング」が10位 に入ってい ることも特徴的である。

1;i ○ こ・
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▲18図 産業別情報化課題への関心度(上 位10位 まで,社 数比)
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企業規模別 にみ た情報化課題への関心

中小 ・中堅規模ユ ーザ ー と大規模 ユーザ ー との傾

向は次の通 りである。

20%以 上の回答 を示 した課題 は,中 小 ・中堅規模

ユーザーで は 「クラ イア ン ト/サ ーバ ー システ ム」

(54.7%)を 筆頭 に,「 西暦2000年 対応」,「パ ソコ ン

LAN」,「 イ ン トラネッ ト」,「グルー プウェア」,「エ

ンドユーザ ーコンピューテ ィング」,「インターネ ッ

ト」,「電子 メール」,「 ネ ッ トワー クコン ピュー タ

(NC)」,「WindowsNT」 の順に10項 目が挙 げられて

いる。

これに対 し,大 規模 ユーザーの回答で は,1位 は

49.6%の 「グループ ウェア」 で,以 下 「西暦2000年

対応 」,「クライア ン ト/サ ーバー システム」,「イン

トラ ネ ッ ト」,「エ ン ドユ ーザー コン ピューテ ィン

グ」,「パ ソコンLAN」,「 情報 システム安全対策」 の

7項 目になってい る。

ここで両 者の違い に注 目する と,「 グループ ウェ

ア」 と 「パ ソコンLAN」 で 中小 ・中堅規模ユ ーーザ

一 と大規模ユ ーザ ーの回答率 の差 が大 き く,「 グル

ープ ウェア」が大規模 ユーザ ーでは トップにあげ ら

れ,中 小 ・中堅規模ユ ーザ ーでは5番 目(34.6%)

に なってい る。 また,「 パ ソコ ンLAN」 は 「グルー

プ ウェア」 とは反対 に,中 小 ・中堅規模ユ ーザーの

回答率 が高 く(40.5%),順 位 も3番 目に位置 して

いる。

「イン トラネ ッ ト」 と 「インターネ ッ ト」の位置

も注 目 される。「イ ン トラ ネッ ト」 は中小 ・中堅規

模ユ ーザ ーで39.1%,大 規模 ユ ーザ ーでは43.3%と

いずれ も高い回答率で,そ れ ぞれ3位,4位 で ある。

一方
,「 インター ネ ッ ト」 は,中 小 ・中堅規模 ユ ー

ザ ーで は,23.7%の 回答率で7位 だが,大 規模ユ ー

ザ ーでは17.6%と 低 く9位 になってい る。 「イン タ

ーネ ッ ト」は大規模ユ ーザー を中心 にかな り普及 し

てお り,そ の応 用である と考 え られ る 「イン トラネ

ッ ト」 に関心な り,懸 案事項が移行 しつつあるこ と

が うかがえる。
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西 暦2000年 対 応

物 づ ウェア

イントラネット

エンドユ"サ■コン£ユーティング

N2コンU州

情 報 シ撤 安 全 対 策

インターネット
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パ ッケージソフ トウェアの利用状況

非製造業 は,ノfッ ケー ジ ソフhの 利用度 が高 い

外 厨製パ ッケ ージ ソフ ト優位

ワープ ロソフ ♪と業務 アプ グケ ーシ ョン ソフ トで日本製 が健闘

パ ッケ ー ジ ソ フ トウ ェア の 購 入 額 等

平 成7年 度 にパ ッケージソフ トウェアの購 入等 に

支出 した額 について,産 業別 に見 てみ ると,全 産業

平均 で は,回 答の多い方か ら100万 円未満が22.1%,

100～500万 円未満が17.4%と なっている。

これ を製造業,非 製造業,公 務(行 政機関)の 別

で見 てみ ると,こ の3つ の区分で は際だった差異 は

認め られないが,公 務 においてやや低額のパ ッケー

ジソフ トウェアの利 用が多い傾 向があ る。 しか し,

利用率 その ものは低 くない。

一方 ,非 製造業で は,全 体 にパ ッケージソフ トウ

ェアの利用率 が高 く,特 に電力 ・ガス,金 融 ・保険

の分野では製品の購入 に相当多額の費 用を費や して

いる。

利用 しているパ ッケージソフ トウ ェアの種類

現在利用 しているパ ッケージソフ トウェアを外 国

製 と日本 製 とに分 けてみる と,産 業別では全産業ベ

ー スでOS ,デ ーータベ ース,ネ ッ トワー ク,グ ルー

プウェア,統 合 ソフ トで外 国製が強いが,ワ ー プロ

と業務 アプリでは 日本型が健闘 している。 これが全

体の傾 向である。

これ を製造業,非 製造業,公 務 で分 けてみ る と,

製造業,非 製造業では全体 の傾 向 と比較 して特別 の

差異 は見 られ ないが,公 務 では,統 合 ソフ トを除い

て,全 体 的に 日本製が多用 されているのが 目立 って

いる。 これは,日 本の行政機 関が伝統 的に 日本の コ

ンピュー タメーカーの主導 によって,情 報化が され

てきた ことによるもの と思 われる。

これ を業種別 に さらに詳 しくみ ると,製 造業の う

ち情報化の歴史の古 い鉄鋼業で 日本 製が多 く利用 さ

れている。 その他の製造業は全体 の傾 向 と同様であ

る。

非製造業では,商 社,卸 ・小売 り,金 融 ・保険の

分野 でワー プロ,業 務 アプ リを含めて全体 と して 日

本製 パ ッケージソフ トウェアが多 く利用 されている

のが特徴的であ る。その他 は全体の傾向 と同様 であ

る。

パ ッケージソフ トウェアの国別製 品利用 をユーザ

ーの規模 で見てみ る と,大 規模 ユーザーにおいては

外国製パ ッケージソフ トウェアの利 用率が高 く,こ

れに対 して中小 ・中堅ユ ーザ ーで も外 国製は多い も

のの,そ の差が大規模 ユーザ ーに比べ て小 さ くなっ

ているのが特徴 である。
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調査 の概 要

調査期間

平成8年 度の調査は,平 成9年1月23日 から2月

7日 までを調査期間とした。

発送 ・回収状況

発 送 数(社) 回 収 数(社) 回 収 率

4,540 1,120 24.7%

(内オ ンライ ン事業 体1,029)

調査の内容

(1)回 答社属性

a.業 種,資 本金,年 商,従 業員数規模

(2)情 報 システム部 門規模

b.情 報 システム部 門の年間運用経費

c.情 報 システム部 門の要員数

d.情 報 システム部 門要員の平均給与

(3)情 報 システム利用状況

e.コ ン ピュー タシステム3年 後の予想規模

f.1人 当た り派遣要員費用

g.外 注パ ンチ単価

h.情 報 システム部門要員,一 般社員用の関

連教育費用

(4)オ ープンシステム化/ダ ウンサイジング

i.オ ー プンシステム化の状況

j.ダ ウンサイジ ングの状況

k.オ ー プンシステム化/ダ ウンサ イジ ング

の評価

(5)コ ンピュータネッ トワーク/LAN

l.通 信 回線サ ービスの利 用状況,3年 後予

定

m.国 際通信サ ービスの利用状況,3年 後予

定

n.コ ンピュvm-一タネッ トワークの保有 ・利用

状況

o.自 社 内 ・及 び他社 間コンピュー タ接続状

況

p.LANの 利用状況,3年 後予定

(6)平 成8年 度新設項 目

q.パ ッケージソフ トウェアの利用状 況

r.情 報化の重要な関連課題

s.イ ン トラネ ットの導入 ・利用状 況
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JIPDECだ よ り一
総務部

1.理 事会の開催

平成9年6月19日(木)に 平成9年 度第1回 理事

会が開催 され,次 の議案が審議 ・承認されました。

・平成8年 度事業報告書について

・平成8年 度収支計算書,正 味財産増減計算書,貸

借対照表および財産目録について

・平成9年 度補助金の受入れおよびこれに伴 う補助

事業の実施について

【卦 報 】

神宮寺 順氏が逝去 されました。慎んでご冥福 を

お祈 り申し上げます。

神宮寺 順 氏

(前当協会評議員,前 沖電気工業社長)

平成9年4月18日 逝去

情報セキュリみ 対策室

1.セ キ ュ リテ ィ対 策 に関 す る調 査 ・研 究

平成8年 度 においては,ク ライアン ト/サ ーバ ー

システ ム環境 における情報 システムのセキュ リテ ィ

を確保す るため に必要な リスク管理のあ り方 につい

て調査研 究 を行い ま した。調査結果 は,全 体 的な リ

スク管理の フ レーム ワーク として整理 し,調 査報告

書 「クライア ン トサーバシステム環境下 におけるシ

ル クコ ン トロール に関する調査研究報告書」 に取 り

ま とめ ま した。 フ レー ム ワー クは,セ キュ リテ ィ

(イ ンテ グ リテ ィ,機 密性,可 用性)の み な らず,

有効性,信 頼性,安 全性,効 率性等 も含め,ト ー タ

ルの コン トロール目標 を明確 に しま した。

平成9年 度は,情 報 システムのユ ーザー企業等約

4,800社 に対 して,セ キ ュ リテ ィ対策 の実態 を把握

す るためのアンケー ト調査 を実施 します。 また,情

報 システムに関す る物 理的,論 理 的なセ キュ リテ ィ

対 策につ いて技 術要素の観点 か ら再整理 し,そ れ ら

の技術 の今 日の環境下 におけるセキェ リテ ィ技術 と

しての充足度合 を分析す るとともに,今 後 の情報化

の進展 に照 らして今後必要 となる技術 要素 を明 らか

に して,そ の技術要素 の今後の進展 と必 要性等 につ

いて予測 し,21世 紀 に向けたセキュリテ ィ技術 のロ

ー ドマ ップを作成す る予定です。

2.シ ステム監査 に関 する調 査 ・研究

93号でご報告 したとお り,平 成8年 度においては

ユーザー企業を中心とした約4,800社 を対象 として,

監査 を受ける部門(被 監査部門)と 監査を実施する

部門(監 査部門)の 各々に対 して,シ ステム監査の

状況をアンケー ト方式により調査 し,報 告書 「わが

国におけるシステム監査の現状～システム監査普及

状況調査結果～」に取 りまとめました。

また,平 成8年1月 にシステム監査基準が改定さ

れたことを受けて,啓 発用の小冊子 「システム監査

概要」を改訂 し,ま た 「システム監査Q&A110」 の

改訂に向けた見直 し作業を行いました。

平成9年 度は,「 システム監査Q&A110」 の改訂

作業を実施する予定です。

3.プ ラ イバ シーに関す る鯛 査 ・研究

平成7年(1995年)10月24日 にEU委 員会により

「個人データ処理に係る個人情報の保護及び当該デ
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一タの自由な移動に関する欧州会議及び理事会の指

令」(EU指 令)が 採択 され,ま たインターネッ トが

急速に普及するにつれて,個 人情報等のプライバシ

ー保護に関する議論が世界的にも活発にな
ってきて

います。わが国でも通商産業省より平成9年1月30

日に 「民間部門における電子計算機処理に係る個人

情報の保護に関するガイ ドライン」が正式に発表

(その後,平 成9年3月4日 付けの官報で通商産業

省告示98号 として公表 されました。)さ れるなど,

EU指 令への対応の具体的な動 きが出てきま した。

このような国内の対応状況がEU指 令をクリアで き

るレベルにあるのかについては,EU諸 国か らは罰

則規定がない等の意見を受けてお り,さ らなるレベ

ルアップを考える必要がありそうです。そのため当

室では今年度 も引 き続き,こ の個人情報の保護に関

する課題について各国の動 きを調査 しつつ,環 境整

備のための具体的な方策の検討を進めてい く予定で

す。

4.認 証実用化実験 協議会 の活動支 援

平成8年 度は,次 のテーマについて調査研究を行

い,そ れぞれの結果は報告書に取 りまとめました。

・暗号に係わる基礎技術(公 開鍵暗号
,秘 密鍵暗

号,デ ジタル署名,ハ ッシュ関数,鍵 配送)等

の強度評価技術等に係る調査研究

・公開鍵発行管理機構(CA等)の コス トモデル

の試算や,当 該管理機構澗 の連携に関する調査

研究

・暗号関連特許の登録状況
,暗 号製品の政府調達

に関する動向,暗 号技術の研究開発等に関する

動向等

また,平 成8年4月 より実験的に運用を行ってい

る暗号 ・認証技術を用いた証明書発行サービスにつ

いては,現 在17の 企業 ・団体 ・学術系機関等に証明

書を発行 してお り,そ れらの企業等において鍵の発

行等が試行 されています。平成9年 度は,前 年度の

調査 を受けて広域認証に必要な認証局間の連携機構

の構築 を行 い ます。 また ,認 証局 を向上 させ た り,

ユ ーザーが安易 に使 用で きる ように
,認 証局機 能へ

前年度暗号成果物 の実装 と代行認証 システムの構築

を行 う予定 です。

5.JPCERTICC(コ ン ピ ュ ー タ緊 急 対 応 セ

ン タ ー)の 運 営

インターネ ッ トの進展 とともに十分 なセキュ リテ

ィ対 策を講 じないでホームペ ージを開設 した り,セ

キュ リテ ィ意識が希 薄な利用者が急速に増 えつつあ

ります。そのため最近で は様 々な ネッ トワーク犯罪

が報告 され る ようになって きてい ます 。JPCERT/

CCは イ ンター ネ ッ ト上 の不 正 アクセス者 に よって

被害 を受けた組織 等か らの依頼 を受けて被害 の実態

調査,被 害状 況 ・侵入手 口の分析,再 発 防止 のため

の対 策の検討 と助言等 を行 うことを主 な目的 として

引 き続 き活動 してい ます。

平 成8年10月1日 の活動開始か ら平成9年6月 ま

でに,276件 の被 害相談 を受 けて対応 して きま した。

JPCERT/CCの 広 報 は色 々な手段 を講 じて行 ってい

ますが,ま だ十分にその存在が周知 されている とは

限 りませ ん。それに もかかわらず,こ の ように多 く

の相 談を受 けている状況 を考 えると,ネ ッ トワー ク

管理者へのセキ ュ リテ ィ教育 やネ ッ トワー カーのモ

ラル向上等 の必要性 を強 く感 じます。 この ことから,

JPCERIソCCは,不 正アクセスへの対応だけではな く,

セキェ リテ ィ教育,セ キュ リテ ィ意識の喚起等 につ

い ても今後 可能 なか ぎ り推進 してい く予定です
。

世界的なネ ッ トワークである インターネ ッ トの不

正アクセスに対応す る観点 か ら,世 界各地の同種の

組織 との連携 を推進 する とともに,ソ フ トウェアや

ハー ドウェアのメーカー,イ ンターネ ッ トプロバ イ

ダー等 との協力 も不可欠であるこ とか ら,会 員組織

を検討 してい ます。

不正 アクセスに関す る最新のセキ ュリテ ィ技術情

報や対 応状況等 は,ホ ー ムペ ー ジ(URL:http://

www.jpcert.or.jp)を 通 じて発信 してい ます。
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調査部
1.平 成8年 度 事業報 告

(1)企 業における情報化の動向に関する調査

わが国における情報化の現状 を把握するため
,企

業,学 校,官 庁,地 方自治体等27業 種4
,540社 を対

象に,ア ンケー ト方式による 「コンピュータ利用状

況調査」 を実施 し,1 ,120社か ら有効回答を得 まし

た(回 収率24.7%)。

本年度は,通 商産業省が実施 している 「情報処理

実態調査」の改訂に伴い,「企業情報化調査研究委

員会」(委 員長:高 原康彦 ・千葉工業大学工業経営

学科教授)を 設置 して,調 査内容の全面的な見直 し

を行いました。その結果,継 続調査項 目として 「保

有 コンピュータシステムの将来予測」
,「情報システ

ム部門要員 の給与」,「 外部要員の費用」,「 オープン

システム化」,「 ダウンサイジングの動向」等12項 目

を・また時宜に応 じた調査項目として 情 報イヒ課題」
,

「パ ・ケージソフトウェアの購入 ・利用状泓 「オ

ープンシステム/ダ ウンサイジ
ング導入時の問題

点」'fイ ントラネ・トの導入 ・利用状況」等5期

の計17項 目を設定 しました。さらに,調 査の集計方

法についても・回答企業を従業 数および資本金規

模により大規模ユーザーと中小 ・中堅規模ユーザー

に分け,企 業規模 による情報化の進展の度合いが鮮

明になるように改良を加えました。

これらの調査結果は
,報 告書 「企業における情報

化動向に関する調査研究報告書」 として取 りまとめ

ました・また・データの一部については情報イヒ白書

のデータ編に掲載 したほか
,当 協会のホームページ

にアンケー トの集計結果を掲出 しました
。

なお,本 調査の詳細については
,本 誌のJIPDEC

REPOM欄 をご参照 ください
。

(2)海 外における情靴 の動向に関する調査研究

海外における熟 化お よび情報産業の動向を文

献'資 料によって把握するため
,内 外の専PS誌 新

聞等錨 刊楠 海 外調搬 関の報告欝 剖 又棄 し
,

分析 を行いました。米国に関 しては
,全 米情報基盤

(NII)を 円滑に推進するため連邦政府内に設置され

たインフ・メーシ・ン ・インフラス トラクチャ 汐

スクフ1一 ス(IITF)の 活動等を中心に調査 を行い

ました。

欧州に関 しては,欧 州委員会が域内の情報化に伴

う雇用・労働形態・縮 社会等に与える影欝 の分

析 と対応策の検討を進めていることから
,そ の状況

についての調査 を実施 しました
。

これら調査結果の一部については
,情 報化白書の

国際編に掲載 し,成 果の公表 を行いました。

(3)情 報化指標の作成に関する調査研究

産業,社 会,個 人/家 庭,地 域などの各分野ごと

の情報化に関するデータを広範に収集 し
,そ れらを

体系的に整備 しました・特に本年度は
,わ 力唱 の情

報化の進殿 合いや国際的な位置づけを分析するた

めに必要な内外のデータに関 し
,そ の所在と調査事

項等についての調査を実施 しました
。

さらに,独 自調査 として
,「新入社員の情報環境

に関する調査」 をアンケー ト方式で実施 しました

(当協会の鋤 韻 企業と電子商取引実証推進臓

会会員企業の新入社員を対象) 。この調査は社内の

最 も若い層である新入社員が
,職 場の情報環境をど

のように捉え,活 用 しているか,プ ライベー ト面と

就業以前の環境 も併せて実態を把握する助 で実施

しました。

調査内容および調査結果の分析について1ま 「情報

化指繍 酬 究委員会」(委 員長 ・廣松 毅 .鯨

大学大学院総合文化研究科 ・教養学部教授)に おい

て検討を行い・「情報化指標の作成に関する調査研

究資料」 として取 りまとめたほか
,当 協会のホーム

ページにも出 しました
。

なお詣 標化を目的とする事業としての本事業は
,

本年度をもって終了することとしました
。

(4)離 情報ネ・トワーク社会に関する調査研究

各国のGII・NII等 情報インフラの整備 ・振興のた

めの施策および平成8年2月 に改正された米国の通



信法,欧 州連 合(EU)に おけ る主 要な情 報通信関

連指令等の情報通信 分野 の関連制度,施 策の動 きに

ついて,継 続 して調査 を行い ました。

調査結 果は,「 海外 におけ る情報通信 の現状 」お

よび 「世 界情報 通信 年表」 と して取 りまとめ ま し

た。

また,行 政の情報化 を推 進するにあた り,民 間セ

クター との技術的 ・制度的な インタフェース につい

ての相互運用性 の確 保が求 め られてい るこ とか ら,

「行政 と民 間の情報 化の連携 に関す る検 討委 員会」

(委員長:大 山 永 昭 ・東京工業大学像情 報工学研

究施設教授)を 設置 し,行 政 と民間 との連携 のあ り

方 について検討 を開始 しました。

なお,本 検討について は,解 決すべ き当面の主要

な事項 を中間報告書 として取 りまとめ ました。

(5)海 外 におけ る情報化の動向

先進主要国等 を中心 に情報化政策 について調査 を

行 ってい ます。

平成8年 度 は,ア メリカ ・ヨー ロッパ等 について

調 査 を行 い,ア メ リカ につい て はNII(National

InformationInfrastructUre)推 進 のため連邦政府 内

に設 置 され た 「全 米情報 インフラタスク フォー ス」

の活動経緯等 について とりまとめ ました。 ヨー ロ ッ

パ について は欧州委員 会が1996年 か ら4年 計画で推

進 しているマルチメデ ィア ・コンテ ンツ振興策であ

る 「INFO2000」 等 につV・て調査 を行い ました。

(6)日 独情報技 術 フォー ラムの開催

日独情報技術 フ ォーラムは,高 い技術 レベル と経

済力 を有 する ドイツ連邦共和 国 とわが国が,情 報技

術 分野 にお ける両 国の相互理解 と交流 を一層 深め,

活発 な産業,技 術協 力の展 開 を通 じて世界の情報化

に寄与 してい くことを目的に1983年8月 ドイツ連邦

共和 国研 究技術 省(現 教育科学研 究技術省)の リー

ゼ ンフーバー大臣 と当時の宇野通商産業大 臣との間

で,そ の設置が合意 された もめです。

当 フォー ラムは,両 国で交互 に開催 されることに

なってお り,平 成8年 度は,平 成8年4月30日 ～5

月3日 に ドイツ連 邦共和 国で,第10回 目独情報技術

フ ォー ラムが 開催 され ま した。(詳 細 につ きま して

は,「JIPDECジ ャー ナルNo.91」 で取 り上げてあ

りますのでご覧下 さい。)

(7)情 報化 に関する海外向 け広報

わが 国の情 報化の実情 を海外 に広報す るために,

英文誌 「JIPDECInformatizationQuarterly(JIQ)」

を年4回 発行 し,海 外 の政府機 関,情 報処理関連企

業,在 日外 国大使館等 に送付 しています。

平成8年 度は,以 下の各号 を発行 しま した。

・No .106「1996年 情報通信 改革」

・No .107「 阪神 ・淡路大震災後1年 情報通信 イ

ンフラの再構築」

・No .108・109合併号 「エ レク トロニ ック ・コマー

ス実証実験 プロジェ ク ト」

(8)情 報化 白書 の編集 ・発行

1997年 版情報化 白書 を6月14日 に(株)コ ンピュー

タ ・エージ社 か ら発行 しました。 なお,本 調査 の詳

細 については,本 誌 のJIPDECREPORT欄 をご参

照 くだ さい。

定価 は5,250円(消 費税 込)で すが,当 協 会の賛

助 会員には割引が あ ります。購 入 を希望 される方 は

(株)コ ンピュ・一タ ・エージ社(TEL:03-5531・0070)

までお問 い合わせ下 さい。

(9)情 報化月間行事の実施

情報化 月間の総合広報等 を通 じ政府行 事へ の協力

を行 い ま した。平成8年 度 の情報化 月間は,「 新 た

な情報化 フロ ンテ ィア」のテーマに沿って,10月 の

期 間中全国各地で多様 な行事が開催 され ました。

①総合広報

ポス ター,PR誌(年 表情報化25年 のあゆみ),情

報化 月間行事一覧 を作成 し,行 事主催 団体等 に配布

しました。 さらに通産 ジ ャーナル をは じめ雑誌 ・紙

に広告 を掲載 し,広 報活動 を行い ま した。

② 全国高校生 ・専 門学校生 プログラミング ・コ ンテ

ス トの実施

プログラ ミング ・コンテス トの事 務局 をつ とめ ,

一35一



広報活動 や作品の募集,審 査等 を行 い ました。

平成8年 度は,高 校生部門4点(最 優秀賞:私 立

大牟 田高等学校,優 秀賞:福 島県立清陵情報高等学

校,千 葉県立一宮商業高等学校,岐 阜県立海津北高

等学 校),専 門学校 生部門3点(最 優秀 賞:静 岡産

業技術専 門学校,優 秀賞:札 幌ハ イテ クアカデ ミー

専門学校,努 力賞:静 岡産業技術専門学校)の 計7

点が入賞 しま した。

③ 展示会 の開催

全 国12都 市(北 見市,仙 台市,大 宮市,長 野市,

富山市,名 古屋市,大 阪市,鳥 取市,宇 部市,高 松

市,高 知市,佐 世保市)で 開催 された展示会の開催

に協力 しま した。 また,10月1日 の情報化 月間記念

式典 の会場 にお いて,「 全 国高校生 ・専 門学校生 プ

ログラ ミングコンテス ト」 の入選作品の展示 ・デモ

を開催 しま した。

④情報化 月間記念 国際 シンポジウムの開催

情報化 月間の併 設行事 として,情 報処理振興事業

協会 との共催 によ り,10月1日 に東京全 日空ホテル

におい てネッ トワーク社 会 におけるセ キュリテ ィ問

題 を中心 と したシ ンポジウムを開催 しました。

⑤ 情報化記念式典への協 力

10月1日 に東京全 日空ホテルにおいて,記 念式典

が開催 され,そ の運営 に協力 しました。

(10)コ ンピュータ ・トップセ ミナーの開催

政府各省庁 の幹部職員 を対象 に,コ ンピュータと

その利 用 についての知識 と情報化 に対 する理解 を深

め ることを目的に,(社)日 本電子工業振興協会 と共

催で,コ ンピュー タ ・トップセ ミナー を開催 しま し

た。

第1回 は,平 成8年8月28日 ～30日 参加者17名

第2回 は,平 成9年1月29日 ～31日 参加者14名

で した。

なお,本 セ ミナーは,近 年の行政分野の急 激な情

報化の進展 に伴 い,当 初の 目的 を達 した と判 断 し,

平成8年 度 をもって終了 とな りました。

昭和45年 に第1回 が開催 され,通 算54回,参 加者

は延べ1,015名 にの ぼ りま した。

(11)講 演 会等の開催

① システム監査基準特別講演 会

通商産業省が平成8年1月30日 に改訂 ・公表 した

「改訂 システム監査基準」 の普及 と啓蒙 を図るため,

前 年の東京の講演会に続 き平成8年6月18日 に大阪

国際交流 セ ンターにおいて特別講演会 を開催 しま し

た。

② コンピュータ不正ア クセス対策基準特別講演会

通商産業省が平成8年8月8日 に策定 ・公表 した

「コ ンピュー タ不正 ア クセス対策基準」 の普及 と啓

蒙 を図 るため,基 準 の解説 を中心 とする特別講演会

を東京お よび大 阪で開催 しました。

東京 平成8年11月15日 参加者321名

大阪 平成8年12月3日 参加者145名

(12)JIPDECジ ャーナルの発行

当協会の広報誌 として,JIPDECジ ャーナルNo.91,

92,93号 を発行 しました。

2.平 成9年 度 事業計 画

(1)企 業における情報化動向に関する調査研究

昨年度に引き続 き,ア ンケー トにより産業界にお

ける情報化の実態や課題を調査 します。

調査に当たっては,通 商産業省が実施する情報処

理実態調査では把握 しにくい定性的な動向や詳細な

事項を中心に行います。固定的調査項目として,シ

ステム部門要員の給与,待 遇,オ ープンシステム化,

ネットワーク利用の動向等,ま た最近の情報化の新

しい流れなどの調査項目としてインターネット,イ

ン トラネッ ト,デ ー タウエアハ ウス等 を設定 しま

す。

(2)海 外における情報化の動向に関する調査研究

文献調査および調査員の派遣等により,海 外の情

報通信産業の今後の動向等を把握 します。また,経

済協力開発機構(OECD)等 の国際機関における情

報関連施策および各国の情報化政策について調査 し

ます。
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(3)高 度情報 ネ ットワーク社会 に関す る調査研究

内外 の情報通信 施策 ・制度や市場動向 ,ネ ッ トワ

ーク整備の状 況等情報通信サ ービスのあ り方 につい

て調査 します。

また,前 年 に引 き続 き,民 間 と行政の連携 を取 り

上 げ,行 政 プロセスの電子化 を実現 する上 での課題

解決 に向け検討 を行い ます。

(4)海 外 における情報化の動 向

平成9年 度 は,先 進 主要国等 を中心に情報化政 策

について引 き続 き調査 を行い ます。

ア メリカについては,行 政 の情報化 に関す るアク

ションプラ ンであ る 「アクセスアメ リカ」等 を中心

に して調査 を行 う予定です。 ヨー ロ ッパについては
,

欧州委員会 におけるrr関 連 の コミュニケ,特 に1996

年11月 に発表 された アクシ ョンプラ ン 「情報社 会の

構築 に向 けた行動計 画(改 訂版)」 等 を中心 に して

調査 を行 う予定 です。

(5)日 独 情報技術 フォーラムの開催

平成9年 度 は,平 成9年1工 月に第11回 目独情報技

術 フォー ラムを長野市(信 州松代 ロイヤルホテル)

で開催 す る予定 です。

(6)情 報化 に関する海外 向け広報

平成9年 度 は,ま ず 日本 の情報産業関連市場 につ

いて採 り上げ,次 に,社 会 システムの情報化 とい う

観点か ら,例 と して医療 システムを中心 に採 り上 げ

る予定です。以下,今 後の動 向を見 なが ら,タ イム

リーな話題 を海外 に紹介 してい きます。

(7)情 報化 月間行事の実施

政府9省 庁 が民 間諸体等の協力の もとに行 われる

情報 化月間につい て,そ の総合広報,記 念 式典 その

他政府事業への協力 を行 います。

(8)情 報化に関す る講演会等 の開催

内外 の情報化施策や最新の情報化動 向等,わ が国

の情報化 に資す るタイムリー なテーマや当協会 の事

業活動の成果 をもとに,講 演会やセ ミナーを実施 し

ます。

(9)JIPDECジ ャーーナルの発行

当協会の活動状況や政府施策等を紹介する広報誌

JIPDECジ ャーナルを前年に引き続 き発行 します。

(10)刊 行物の頒布笠

当協会が発行 している 「システム監査基準解説書」

「コンピュー タウイルス対策基準解説書」「コンピュ

ータ不正アクセス対策基準解説書」 をは じめ各種の

刊行物 ・報告書の頒布を行います。

(11)資 料の提供

当協会が実施 した事業の報告書をは じめとする各

種資料の整備 と閲覧サービス等を行います。

技術企画部
1.平 成8年 度 事業報 告

(1)研 究開発プロジェクトのインベントリに関する

調査およびシステムの構築(IPA受 託事業)

GIIの1つ のプロジェク トであるグローバルイン

ベ ントリ ・プロジェク ト(GIP)で は
,情 報社会の

知識および理解の一層の促進に関連する主要な国

際,国 内プロジェク トおよび研究開発動向等に関す

る情報 を蓄積 したインターネットベースのマルチメ

ディア ・インベン トリ(目 録)を 構築することとし

ています。本研究開発は,こ のGIPに よる国際的な

情報交換を促進するとともに,わ が国における産学

官の研究開発情報の円滑 ・適切な交流を図 り,わ が

国の技術開発資源のさらなる有効活用 を図るため,

WWWを 介 して研究開発情報を3元 的に管理 し
,国

内外に情報提供するシステムの構築を目指すもので

す。

上述の目的を実現するため,国 が進めている電子

情報技術 に関するプロジェク トの研究開発情報を収

集するとともに,産 学官の研究機関においてインタ

ーネット上で提供 している電子情報技術の研究開発

に関するWWW情 報を収集 しました。また
,収 集 し

た国家プロジェクトおよび電子情報技術の研究開発

の情報を一元的に管理 し,適 切かつきめ細かい情報

の提供を行 うとともに,産 学官における電子情報技
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術 の研 究者が インターネ ッ トを介 して 自由に意見交

換 ・情報収集等 を行 い,人 的 ・技 術的な交流 を図る

ことがで きるシステム を構 築 しま した。 また,国 家

プロ ジェク トの情 報提供 につい ては,G7の グ ロー

バル インベ ン トリ ・プロ ジェク ト(GIP)と して位

置づ け,G7各 国 と有機 的 に連係 し,同 システ ムの

1つ のサ ービス機能 として構築 しました。

(2)オ ン トロジー工学 に関す る調査研究

大規模知識ベースの構築や知識の共有,再 利用 に

際 して,知 識の概念体 系 を与 える もの と して期待 さ

れ るオン トロジーの工学的活 用方法等 を検討 してい

ます。平成8年 度 は,オ ン トロジーの位置付 けや構

築 ・活用方法 を整理するための基礎調査 と して,オ

ン トロジー関連技 術や構 築事例,標 準化等の動向に

ついて,自 然言語(辞 書),知 識ベース(シ ステム),

機械設計,デ ー タ・〉"・一スなどの観点か ら現状,課 題

について調査研究 を実施 しました。

(3)次 世代電子図書館 システム研究開発事 業

平成8年 度 は,本 プロジェク トを立 ち上げ,事 務

局 として事業推進 にあた りま した。本 プロジェク ト

は,① アーキテクチ ャの実装規約の開発,② 個別技

術 の実装規約の開発,③ 開発 された実装規約の統合

技 術の開発,を 目的 として平成11年 度 まで継続 され

ます。平成8年 度 を開始年度 とし,平 成9年 度 まで

を前期 として実装規約 の開発 に重点を置 き,平 成10

年度,11年 度 を後期 として実装規約の実証 に重点 を

置いて開発 を進め ます。研究 開発 を行 うテーマにつ

いては,公 募 によ り募集 を行 い,提 案 のあったテー

マ について協会 内に設置 した評価 委員会 で提案内容

を評価の上,開 発参加企業お よび開発 テーマを決定

しま した。参加企業 とは,開 発 テーマ ごとに発注仕

様書 を作成 し,こ れ に基づ き請負契約 を行 い開発 を

開始 しました。

一方
,委 員会 としては,各 社の開発す る技術 につ

いて,技 術 面につ いて検討す る技術委 員会,利 用者

の立場 か ら検討 す るユ 三ザ委 員 会 を設 置 してい ま

す。実質的 な検討 を行 うワーキ ンググルー プ(WG)

と して,技 術 委員会の下 にアーキテ クチ ャWG,プ

ロ トタイプ検討WGを 設置 し,技 術面 に関する検 討

を行 ってい ます。 また,ユ ーザ委員会 の下 にユ ーザ

WGを 設置 し,電 子 図書館 のあ るべ き姿 につい て検

討 してい ます。 また,事 業成果 を一般 に広報す るた

め,3月18日 に青 山テ ピアホールにおいて事業報告

会 を開催 しました。

情 報発 信 基 地 と して の 機 能 を発 揮 す る ため,

WWWホ ームペ ージを作成 し,一 般用 には事業 内容

紹介 を中心 とし,関 係各社用 には連絡事項等 を中心

と した内容 で情報 発信 を行 っ てい ます 。URLは,

http://www.dlib.jipdec.or.jp/で す。

2.平 成9年 度事業計画

(1)産 学官研究開発コミュニティに関する構築 ・運

用(日 自振補助金事業)

電子情報通信分野における産学官の研究開発能力

(技術的 ・人材的)の,よ り円滑 ・適切な交流を促

進 し,わ が国の技術開発資源のさらなる有効活用と,

海外 との研究開発交流 ・提携を実現するための産学

官研究開発 コミュニティの構築 ・運営を行います。

具体的には,電 子情報通信分野の研究開発に関する

多種多様な情報を収集 ・管理 し,各 種のナビゲーシ

ョン機能(検 索機能を含む)に より,イ ンターネッ

トを介 して適切な情報を提供 します。

本年度は,産 学官研究開発コミュニティの構築 ・

運用を行 うとともに,通 商産業省が推進するバーチ

ャル ・ライブラリの実現に向けて,そ の情報インフ

ラの構築と,① インターネット上で稼働するプレゼ

ンテーション ・ツールキットの開発研究,② ソフト

ウェア ・ライブラリ ・システムの構築 ・運用,③ イ

ンターネット上での協調作業支援(CSCW)シ ステ

ムの研究,の 各システムに関する研究 ・開発 を行い

ます。

(2)オ ントロジー工学に関する調査研究

平成9年 度は,オ ントロジー関連技術を工学的観

点から整理,体 系化することを目指 し∴①知識表
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現 ・オ ン トロジー表現(言 語),② オ ン トロジーの

構造,③ 常 識の知 識ベース化,④ 標準化(基 本意味

素,DB概 念 スキーマ,機 能部品等),⑤ デー タ/知

識変換の方法,⑥ 記述方式 と再利 用方式,⑦ 共有方

式(エ ー ジェ ン ト間の通信 方 式),⑧ メデ ィア構

造 ・統合方法,⑨ オ ン トロジー構築方法論,⑩ オン

トロジーの評価方法,の 各項 目につ いて検討 を行 い

ます。

実施 にあたっては,平 成8年 度 に引 き続 き,オ ン

トロジー工 学調査委員会(委 員長:溝 口理一郎 ・大

阪大学産業科学研究所教授)を 設置 します。

(3)次 世代電子図書館 システム研究 開発 事業

平成9年 度 は,平 成8年 度 の継続事業であ り,引

き続 き事務局 として事 業の推進 を図 ります。今年度

で実 装規約 の開発 は原則 として終了するため,ア ー

キテ クチ ャの実装規約の開発お よび各実装規約 の開

発 を完了 させ ます。 また,後 期の開始に向けて,開

発 テ ーマの 見直 し作 業 を行 い ます 。一方,ユ ーザ

WGで 検討 してい る電子図書館 のあるべ き姿 を報告

書 として取 りまとめる予定です。

中央情報教育研究所

中央情報教育研究所では,今 後の産業や社会の発

展のためにますます重要となる高度な情報化を担う

人材の育成を狙いとして,次 のような研修事業,調

査研究事業および普及啓蒙事業を実施しています。

1.平 成8年 度事業 報告

(1)研 修事業

①情報処理技術インス トラクタ研修

企業や情報処理専門学校における情報処理教育担

当者等のさらなる資質の向上を図るため,毎 年継続

して実施 している事業です。研修 コースは,標 準カ

リキュラムのうち 「第二種共通カリキュラム」,「シ

ステムア ドミニス トレータ育成カリキュラム」,「教

育エンジニア育成カリキュラム」に関連 した指導上

のポ イン トを主 たる学習 目標 と したコース,お よび

最新の技術動 向等 の技 術 ・知識の修得 を主 たる学習

目標 と しているコースか ら構成 されています。

平成8年 度 は,次 の研 修 を実施 しま した。(カ ッ

コ内の数字 は回数,受 講者数をそれ ぞれ表 してい ま

す。)

◇ 第二種共通 カリキュラム関係 コース(3,21)

・第二種共通 カ リキュ ラム共通知識の指導ポ イン

ト

・表現技法 とその指導 ポイン ト

◇ システムア ドミニス トレー タ育成 カ リキ ュラム関

係 コース(8,89;大 阪1回)

・上級 システム ア ドミニス トレータの実態 と今後

の育成

・システ ムア ドミニス トレー タ育成の指導 ポイ ン

ト 他2件

◇ 教育エ ンジニア関係 コース(9,80;大 阪1回)

・教育エ ンジニア～ インス トラクシ ョン業務 ～

・マルチメディアプレゼ ンテーシ ョン 他3件

◇技術動 向等 コース(8,80)

・パ ソコ ン/ネ ッ トワーク技術の動向

・パ ソコ ン/マ ルチ メデ ィア技術の動向 他2件

◇ システム技術関係 コース(18,153)

・UNMの 基礎

・クライアン トサーバ型 システム開発

・C言 語 プログラミング入 門 他8件

◇個別技術研修 コース(144,1,705;一 部 を除 き地

域 ソフ トウェアセンターに委託)

・システム開発技 法関連

・ネッ トワークの構築 ・管理技術関連 他4件

② 高度 情報化人材育成研修'

今後の情報化 の担い手 となる専 門分野 に特化 した

高度 な技術 ・知識 を有す る情報化人材 を育成す るた

め,毎 年,継 続 して実施 している事業 です。研修 コ

ースは ,標 準 カ リキュラムに則 した8種 か ら構成 さ

れてい ます。なお,受 講が容易 な ように,8種 をさ

らに細分 化 した特定 コースだけの受講 も可能 と して
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い ます。

平成8年 度 は,次 の研 修 を実施 しました。(カ ッ

コ内の数字 は回数,受 講者数をそれぞれ表 してい ま

す。)

・システム監査技術者(1 ,29)

・プロジェク トマネー ジャ(2,68)

・アプ リケー ションエ ンジニア(1,14)

・プロ ダクシ ョンエ ンジニア(1,33)

・ネ ットワークスペシ ャリス ト(2,142)

・データベーススペ シャリス ト(2,37)

・システム運用管理エ ンジニア(1,46)

・第一種共通 カリキュラム(1,71)

本研修 で一定 の基準(全 コースを1年 以内 に受

講 し,出 席率等 の条件)を 満た した受講者 の方 に

つい ては,第 一種情報処理技術者試験 の一部(午

前)が 免除 され 零す。

③ 官公庁職員お よび学校教員等 に対す る技術研修

本研修 は,当 協会の公益機 関 としての立場 を活か

し,官 公庁や学校等教育機 関に対 して毎年,継 続 し

て実施 している事業です。

本年度 は17件 実施 し,受 講i者総数 は479名 にな り

ました。

(2)調 査研 究事業

① 情報処理教育実態調査

わが国 における情報処理教育 の現状や課題 を経年

的に把握 し,施 策検討等 に資するため,企 業お よび

学 校 教 育 機 関 へ の ア ンケ ー ト調査(発 送 件 数:

3,637件,回 収率:35.7%)を 実施 しま した。

平成8年 度 のテーマの1つ として,企 業 における

一般社 員に対す る情報化教育の現状 を取 り上げ まし

た。 アンケー ト結果 を見 ると,企 業 における情報化

環境の整備 が進 む中で,一 般社員 に対す る情報化教

育 も積極的 に進め られ,実 施 中が71%と なってい ま

す。教 育の対 象 は,部 門の 中堅 クラスが最 も多 く

44%と 約半数 を占めてい ますが,社 員全体 を対象 と

す る企業 も36%を 示 してい ます。 また,教 育の内容

は,表 計算 ソフ トの利用が83%,電 子 メールの利 用

が50%,グ ループウェアの利用が28%を 占めている

ほか,社 内データベースの構築 も29%を 示すなど,

一般社員に対 してさらに進んだ技術 ・能力を求める

企業が増えていることがうかがえます。

②教科研究調査

本事業は,平 成6年 度に情報処理専門学校および

その他の教育機関の情報処理学科を対象とした 「情

報化人材育成学科認定制度」(平 成6年8月15日 告

示)が 制定され,当 協会が認定のための審査機関 と

して指定されたことに伴い,各 学校等から提出され

る申請書の審査から通商産業大臣への報告までの審

査作業を実施 しています。

平成8年 度の認定学科は10月28日 の通産省公報に

公示 され,こ れまでの認定学科は1類(3年 制):

14件,H類(A)(2年 制)44件 となりました。

③地域交流セ ミナー等

産業界のニーズに即 した情報処理技術者教育の推

進 と地域における情報処理技術者教育を活性化 し,

地域の情報化の推進に資するため,情 報処理専門学

校等の教職員や地域の情報処理関連企業等 を対象 と

した 「地域交流セミナー」を大阪,仙 台,東 京の3

ヵ所で開催 しました。

・大阪(平 成9年1月29日,13名)

「情報通信 と社会の情報化」

・仙台(平 成9年2月5日 ,9名)

「インターネットの利用技術」

・東京(平 成9年2月10日 ,41名)

「今後の情報処理教育の方向性」

④産学連携の推進に関する調査研究

情報処理教育の円滑な推進を図るためには,企 業

や学校がそれぞれの役割に応 じた教育の充実を図る

だけでな く,両 者が相互に連携 し,そ れぞれの機能

を補完 しつつ進めることがより効果的です。このよ

うな視点に立って,本 事業では情報処理専門学校と

企業間における望ましい連携のあ り方について調査

研究を行っています。

平成8年 度は,企 業実習の進め方のポイントを解
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説 した 「専 門学校生の企業実習のための ガイ ドライ

ン」(平 成7年 度作成)の 内容 をさらに充実 させ る

ため,本 ガイ ドラインの評価 に関する アンケー トを

実施 しました(発 送件数 は学科認定校46校,回 収率

は67%)。 そ の結果,本 ガイ ドライ ンが企 業実習 に

対 し,十 分 な指針 とな り得る との回答が20校 あ った

ほか,企 業実習 にお ける企業 と学校の費用負担 の考

え方 や企業実習後の評価方法等の項 目に対 し,よ り

詳細 な解説 を望 むと した意見が11校 か ら寄せ られ ま

した。

また,平 成7年 度 に引 き続 き,産 学連携への一層

の理解 を促 すため,平 成9年2月13日 に広島におい

て 「専 門学校 にお ける企業実習の重要性 」 をテーマ

に産学連携 フ ォーラム を開催 し,56名 の参加が あ り

ました。

⑤高度情報処理技術者育成 に関す る調査研究

標準 カリキュラムは,平 成5年12月 に作成 しま し

たが,そ の後 も,ダ ウンサ イジ ングの進行,エ ン ド

ユーザー コンピューテ ィング(EUC)の 普及 ,あ る

いはマルチメデ ィアの進展 な ど情報処理機器 ・技術

お よびその開発 ・利 用環境 の変化 には著 しい ものが

あ ります。

そ こで,本 事業では,こ れ まで企業や学校 の教育

担当者,情 報処理 関連の有識者等 か ら収集 した意見

や要望 も踏 まえ,本 カ リキ ュラムの改訂 に係 る基本

方針 について検討 して きま したが,平 成8年 度か ら

全17種 の標準 カ リキュラムの うち情報処理技術者試

験 で実施 している13種 について,,具 体 的な改訂作業

を実施 してい ます。

⑥マルチ メデ ィア を用いた先進的教育手法 に関する

調査研 究

教育研修 の方法 には,い わゆる集合研修のほかに

テ レビや ラ ジオな どマス メデ ィア を使 った研修 や

CAIな どによる研修方法が あ りますが,集 合研 修 に

は場所 と時間 あるいは教 育で きる人数の制約,マ ス

メデ ィアを使 った研修 には一方通行 とい う短所があ

ります。 また,CAIに よる研修 は インタラクテ ィブ

ではありますが,学 習の進捗に対する支援や教材の

利用や提供等の面で限界があ ります。

そこで本事業では,こ れらの制約や限界にとらわ

れず,研 修実施の効率化や効果の向上が期待できる

教育システムについて調査研究を実施 し,

・マルチメディア情報を扱 うことができ
,イ ンタ

ラクティブにや りとりできる。

・教育ソフ トは
,媒 体や学習環境 を選ばず利用で

きる。

・不特定多数の受講機会を均等にする
。

・時間と場所の制約 を受けない
。

・学習の進度 を管理できる。

等の効果が期待できるインターネットを利用 した教

育システムの概要設計を行いました。

⑦専門学校における高度技術者(3年 制)お よび利

用技術者(シ ステムア ドミニス トレータ)教 育の

あり方に関する調査研究

近年の情報処理専門学校においては,情 報 システ

ムの構築技術や利用技術の高度化に伴い,教 育内容

の一層の向上や体制の整備が求められる一方で,18

歳人口の減少に伴 う大学 との競合が大きな課題 とな

っています。

本事業では,平 成5年 度からこれらの問題点の解

決に向けた調査研究 を進めてきましたが,平 成8年

度は,専 門学校教育 と大学教育のそれぞれの役割を

明確にし,専 門学校教育のメリットを活かした教育

方法,大 学教育との棲み分けと協調体制等について

の検討を行い,3年 制の専門学校における基本的な

教育のあ り方について取 りまとめました。

⑧高度情報処理技術者育成のための基盤整備
ト

本事業は,高 度情報化社会に求められる情報化人

材の円滑な育成に向けた各種の制度や方策について

調査研究を行い,人 材育成施策の検討に資するもの

です。

平成8年 度は,標 準カリキュラム改訂の支援作業

として,現 行の標準カリキュラムに基本的に不足 し

ている最新の知識 ・技術の洗い出しや複数のカリキ
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ユラムに重複 している知識 ・技術の整理,お よび主

要用語のカリキュラム間における整合やJIS用 語等

との関連を再チェックしました。 また,標 準カリキ

ュラムにおけるソフ トウェア開発の作業項目と,昨

年JIS化 されたシステム開発のための国際規格であ

る 「ソフトウェアライフサイクルプロセス(SLCP)」

の作業項目との対比を行い,そ の相違点を抽出 しま

した。

⑨高度情報処理技術者育成のための応用調査研究

近年の情報技術の進歩に伴い,教 育現場における

教育効果をより一層高めるためには,動 画やグラフ

ィックス,音 声等の多様な情報を扱 うことのできる

マルチメディア教材が必要となってきました。

平成8年 度は,シ ステムア ドミニス トレータの教

育に効果的なマルチメディア教材について調査研究

を行い,そ のプロ トタイプを作成 しました。作成に

当たっては,イ ンターネットのホームページの記述

様式(HTML)を 使用して教材を表現 したほか,音

声や動画,3次 元シミェレーション等の技術 を用い

て,学 習の動機付けやエンターテインメント性,リ

アリティ性 を実現 しました。

⑩遠隔地教育の効率化に関する調査研究

地域における情報化の推進を円滑に進めるために

は,地 域における情報処理技術者教育の充実が必須

ですが,従 来の方法で」ま,講 師の確保,受 講者の時

間的制約あるいは教育水準の維持等に種々の制約が

予想されます。

そこで本事業では,現 状におけるわが国の通信教

育の実態や通信教育用機器に関する調査,海 外 にお

ける代表 的な遠隔教 育システムの調査 を踏 まえ,

ISDNを 用いたワークステーションベースの遠隔教

育システム,イ ンターネットを用いたパソコンベー

スの遠隔教育システムノの概念構成の提案およびそれ

らの技術的課題の検討を行いました。

(3)普 及啓蒙事業

標準カリキュラム,お よびこれに準拠 したモデル

テキス トの作成および普及のため,平 成8年 度は新

たに次のモデルテ キス トを刊行 しま した。

① 上級 システムア ドミニス トレー タテキス ト

② ソフ トウェア生産技術 スペ シャリス トテキス ト

③ 基本 システムスペ シャリス トテキス ト

④ デベ ロツプメ ン トエ ンジニアテ キス ト

⑤ 教育エ ンジニアテキス トーメデ ィア教材 開発型

業務 一

⑥教育エ ンジニ アテキス トーイ ンス トラクション

業務 一

以上 で,標 準 カリキュ ラムに準拠 した48種51分 冊

にわたるモ デルテキス トの作成 を完了 しま した。

また,以 下 の標準 カリキュラムな らびにモデルテ

キス トの普及 に努め ました。

① 標準 カリキュラム(17種)

② モデルテキス ト

・第二種共通テキス ト(15種15分 冊)

・第一種共通テキス ト(18種18分 冊)

・高度情報 処理技術 者育 成 テキス ト(13種16分

冊)

・システムア ドミニス トレー タテキス ト(2種2

分冊)

なお,こ れ らテキス トの内容や入手方法 について

は普及振興課(TEL:03-5531-0177)ま でお問い合

わせ下 さい。

2.平 成9年 度 事業計画

(1)研 修事業

①情報処理技術インス トラクタ研修

情報処理専門学校のインス トラクタおよび企業に

おける情報処理教育担当者等を対象として,標 準カ

リキュラムに基づいた次の研修を実施 します。なお,

研修 日程や 内容の詳細 については,教 務第一課

(TEL:035531-0175)ま でお問い合わせ下さい。

・教育エンジニア等コース

・システムア ドミニス トレータコース

・技術動向コース

・システム技術コーX
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・情報化人材育成 ・指導コース

②高度情報処理技術者の研修

これからの情報化の担い手となる専門分野に特化

した高度な技術 ・知識を有する情報化人材を育成す

るため,標 準カリキュラムに基づいた次の研修を実

施 します。なお,研 修 日程や内容の詳細については,

教務第二課(TEL:03-5531-0176)ま でお問い合わ

せ下さい。

・システムアナリス ト研修

・システム監査技術者研修

・プロジェク トマネージャ研修

・アプリケーションエンジニア研修

・プロダクションエンジニア研修

・ネットワークスペシャリス ト研修

・データベーススペシャリス ト研修

・システム運用管理エンジニア研修

・第一種共通カリキュラム研修

・官公庁職員および学校教員等に対する技術研修

(2)調 査研究事業

①情報処理教育実態調査

わが国における情報処理技術者確保の状況やその

育成に関する最新動向を把握 し,施 策検討に資する

ことを目的として,本 年度 も継続して当該調査 を実

施 します。調査方法は,例 年通 りアンケー ト調査 を

中心に行 うこととし,調 査項目は,企 業(情 報サー

ビス企業 ・ユーザー企業)お よび学校教育機関(高

等学校,専 修学校,高 等専門学校,短 期大学,大 学)

における情報処理教育の体制,内 容,方 法,課 題に

関する固定項 目と情報環境の変化や技術者に対する

ニーズの変化を踏まえた新たな視点からの項目で構

成 します。

②地域交流セミナー等

産業界のニーズに即 した高度情報処理技術者教育

の推進 と,地 域における情報処理技術者の育成を活

性化 し,地 域の情報化の推進に資するため,情 報化

人材育成学科認定校 をはじめ とする専門学校の教職

員や企業における情報処理教育担当者を対象に,講

演や意見交換等 を内容とした 「地域交流セ ミナー」

等を開催 します。

③高度情報処理技術者育成指針に関する調査研究

平成8年 度に引 き続き,標 準カリキュラムの一層

の普及,定 着に向けて13種 の標準カリキュラムを対

象にその改訂作業を実施 します。実施に当たっては,

改訂カリキュラム単位に作業グループを設け,近 年

の情報環境の変化に対応 して,現 行のカリキュラム

に不足 している知識 ・技術および必要に応 じて教育

目標,教 育時間あるいは学習目標等の改訂を本年10

月公表を目処に行います。

④国際化に対応 した情報処理技術者の育成に関する

調査研究

世界各国における情報インフラ(NII)の 整備か

ら,こ れらを統合 した世界情報インフラ(GII)の

整備へ向けて活発な論議が展開される中で,情 報処

理技術者の育成に関する国際的な八一モナイゼーシ

ョンの重要性が指摘 されています。

特に,わ が国においてはアジア諸国との情報サー

ビス産業における国際間分業の推進 と発展途上国の

情報化の推進の観点から,各 国固有の情報処理技術

者の育成方法,情 報化人材像の区分,評 価方法につ

いて既に検討が行われている東南アジア地域コンピ

ュータ連合(SEARCC)の 情報処理技術者専門部会

(SRIG-PS)と の有機 的な連携を図 り,か かる検討

活動に積極的に参加 ・協力 していくことが望まれて

います。 こ

そこで本年度から,今 後のSEARCG等 の活動に対

する協力の一環 として,教 育カリキュラムや教材の

評価,作 成等 に関する支援 を行 う とともに,こ の よ

うな国際化時代の情報処理技術者の育成方法等につ

いて調査研究を実施 します。

⑤高度情報処理技術者育成のための基盤整備

平成8年 度に引き続 き標準カリキュラム改訂の支

援作業を行います。具体的には改訂事項の全体的な

取 りまとめや改訂するカリキェラム間の調整,改 訂

カリキュラムの刊行 ・公表等に関わる作業を実施 し

一43一



,量

ます。 また,カ リキュラムの普及促 進の一環 と して,

CD-ROMに よる刊行の検討 も併せ て実施 します。

⑥高度情報処理技術者育成 のための応 用調査研究

マルチ メデ ィア教材整備の一環 と して,平 成8年

度 に作成 したシステムア ドミニ ス トレー タ育成用 ホ

ームペ ージ教材(プ ロ トタイプ)を 実際の研修 に適

用 し,そ こで得 られる改善点 を反映 させ ることによ

り機 能強化 を図 ります。 また,第 一種共通テキス ト

の学習科 目のうちマルチ メデ ィア化の効果が期待 さ

れ る科 目につい て,同 様 にプロ トタイプを作成 しま

す。

(3)普 及啓蒙事業

改訂 され る標準 カリキュラムの利用 しやすい形態

での販売方法,な らびにその普及啓蒙方法等 を調査

し,効 率的,効 果的 に標準 カ リキュラムの普及啓蒙

を図 ります。

情報処理技術者試験センタ

1.平 成8年 度事 業報告

(1)情 報処理技術者試験の実施

当協会は昭和59年4月 に通商産業大臣より情報処

理技術者試験の実施機関に指定され,情 報処理技術

者試験センターにおいて年2回(春 ・秋期)の 試験

を実施 しています。

通商産業省の新情報化人材育成策に対応 して,平

成8年 度春期試験には新たにマイコン応用システム

エンジニア試験,秋 期試験には上級システムアドミ

ニス トレータ試験 を追加 して実施 しました。

平成8年 度における試験の実施概要は表1の とお

りです。

また,新 試験の啓蒙普及のため,試 験案内ポスタ

ー
,初 ・上級システムア ドミニス トレータ試験のパ

ンフレットを作成し配布 しました。

なお,秋 期試験から新たに追加 した 「上級システ

ムア ドミニス トレータ試験」の周知を図るため,表

2の とおり説明会を行いました。

(2)情 報処理技術者試験 に関す る国際交流

中国の情報処理技術者試験機関お よび シンガポー

ルの 日本 ・シンガポールソフ トウエ ア技術研修 セ ン

ター等 に対 して試験 問題等 の情報 提供 を行 い ま し

た。

また,7月 初め にタイのバ ンコクで開催 された東

南アジア地域 コ ンピュー タ諸国連合(SEARCC)・ 情

報処理技術者専 門部会(SRIG-PS)お よびSEARCC

,96に 職員 を派遣 し,情 報処 理技 術者 の職務分類 モ

デ ル,資 格認定 モデル等の ガイ ドラインの作成 に協

力 しま した。

・期 間

・派遣員

・派遣先

平成8年7月3日 ～7月8日

榎本 晃(当 協会情報処理技術者

試験センター技術部次長)

SEARCC・ 情報処理技術者専門部

会およびSEARCC,96

さ らに,東 南 アジ ア地域 コ ンピュー タ諸 国連 合

(SEARCC)・ 情報処 理技術 者専門部会(SRI(LPS)

の メンバー2名 の秋期試験 実施視察 を受 け入れ,試

験 実施に関す る意見の交換 な らびに試験会場の視 察

を行い ました。

2.平 成9年 度事業計 画

(1)情 報処理技術者試験の実施

通商産業省が実施 している情報処理技術者試験に

ついて,通 商産業大臣の指定試験機関として以下の

13試験区分の試験 を年2回(春 ・秋期),全 国56地

区において実施 します。なお,第 二種情報処理技術

者試験は,春 ・秋期の年2回 実施します。

◆春期実施の試験区分◆

①プロジェク トマネージャ試験

②システム運用管理エンジニア試験

③プロダクションエンジニア試験

④データベーススペシャリス ト試験

⑤マイコン応用システムエ ンジニア試験

⑥第一種情報処理技術者試験

⑦第二種情報処理技術者試験
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▼表1平 成8年 度情報処理技術者試験 実施概要

春期試験 秋期試験

試験期日 平成8年4月21日(日) 平成8年10月20日(日)

試験案 内書 ・願 平成8年1月5日(金) 平成8年7月1日(月)
書の配布および ～ ～

受付期間 平成8年2月8日(木) 平成8年8月10日(木)

試験区分 プ ロ ジ ェク トマ ネー ジ ャ試 験 システムアナ リス ト試験

システム運用管理エンジニア試験 システム監査技術者試験

プロダクションエンジニア試験 ア プリケーションエンジニア試験

デ ー タベ ース ス ペ シ ャ リス ト試 験 ネ ッ トワ ー クス ペ シ ャ リス ト試 験

マイコン応用 システムエンジニア試験 上級システムア ドミニス トレータ試験

第一種情報処理技術者試験 第二種情報処理技術者試験
第二種情報処理技術者試験 初級 システムア ドミニス トレータ試験

試験地 札幌 帯広 旭川 函館 青森 盛岡 仙台 秋田

山形 郡山 水戸 宇都宮 前橋 東京 埼玉 千葉

八王子 横浜 川崎 厚木 新潟 長岡 長野 甲府

静岡 岐阜 名古屋 豊橋 四日市 富山 金沢 福井

京都 大阪 神戸 姫路 和歌山 松江(春)米 子(秋)

岡山 福山 広島 山口 徳島 高松 松山 新居浜

高知 福岡 北九州 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎

鹿児島 那覇

応募者数 225,188名 265,903名

受験者数 141,214名 178,602名

合格者数 18,349名 31,.800名

合格者発表 第二種情報処理技術者試験 第二種情報処理技術者試験
(官報公示) (平成8年6月6日) 初級 システムア ドミニス トレータ試験

第一種情報処理技術者試験 (平成8年12馴3日)

(平成8年7月8日) システムアナ リス ト試験

プロジェク トマネー ジャ試験 システム監査技術者試験
システム運用管理エンジニア試験 アプリケーションエ ンジニア試験

プロダクションエンジニア試験 ネ ッ トワ ー ク スペ シ ャ リス ト試 験

デ ー タベ ー ス スペ シ ャ リス ト試 験 上級 システムア ドミニス トレータ試験

マイコン応用 システムエ ンジニア試験 (平成9年1月30日)

(平成8年7馴9日)
・

▼表2

開催地 開催 日 開催場所 参加者数

東 京 平成8年6月3日(月) ヤ クル トホ ー ル 423人

大 阪 6月5日(水) 国民会館プラザ 128人

福 岡 6月5日(水) 福岡商工会議所 64人

仙 台. 6月6日(木) 仙台第二合同庁舎 49人

広 島 6月6日(木)
.

広島県立産業技術支援センター 58人

名古屋 6月7日(金) 名古屋国際会議場 127人
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◆秋期実施の試験区分◆

① システムアナリス ト試験

②システム監査技術者試験

③アプリケーションエンジニア試験

④ ネットワークスペシャリス ト試験

⑤上級 システムア ドミニス トレータ試験

⑥初級システムアドミニス トレータ試験

⑦第二種情報処理技術者試験

(2)標 準カリキュラムの改訂に対する支援協力

標準カリキュラムに準拠 した試験 を実施するた

め,中 央情報教育研究所において実施する標準 カリ

キュラムの改訂作業に支援 ・協力を行います。

(3)情 報処理技術者試験に関する国際交流

中国の情報処理技術者試験機関お よびシンガポー

ルソフ トウェア技術研修センターと試験に関する情

報交換を行うとともに,東 南アジア地域 コンピュー

タ連合(SEARCC)の 活動に協力を行います。

産業情報化推進センタ

産業情報化推進センターでは,産 業界における情

報化の健全な発展 と普及啓蒙を図るため,各 業界と

の連携 を図 りつつ,各 種の課題 に取 り組んでいま

す。

現在の活動状況および今後の活動計画を以下にご

紹介 します。

一シ ョンであ るISO9735バ ージ ョン4の 規格案 につ

いてISOで 賛否 の投票 が実施 され ま した。当セ ンタ

ーでは,学 識者,業 界有識者等か らなるISO/TC154

国内審議委員会 を設置 して,こ の規格案の分析検討

を行 っています。平成9年4月 には 日本 としての賛

否 を決定 し,投 票 に回答 しま した。

上記CII,EDIFACTの2つ の シ ンタックスルール

について,新 バー ジョン開発 と並行 して,当 セ ンタ

ーでは ,電 子 データ交換標準化調査研究委員会 を設

置 して,平 成7年 度 か ら3年 計 画でJIS化 の検討 も

進 めてお り,今 年度末 にはJIS原 案 を作成す る予定

です。

CII標 準 に よるEDI導 入の手 引 き書 と して利用 さ

れて きた 「Cll-EDIサ ービス を用 いたEDI導 入 ガイ ド」

も発行か ら数年が経過 しま した。そ こで,当 センタ

ーでは,業 界有識者,ネ ッ トワークサー ビスベ ンダ

ーか ら成 るCII・EDIサ ー ビス委員会 を設 置 して,よ

り広いユ ーザーに対応 し,最 新 の情報 を盛 り込んだ

もの に改版 する作業 を開始 しました。今年度末の発

行 を予定 してい ます。

また,EDIの 普及 に資す るため,業 界横断的 に使

用可能 な標準企 業 コー ドの登 録管 理 を行 ってい ま

す。 この登 録社数 はCII標 準 に基 づ くEDIを 実施 し

てい る企業数 の目安 とす ることがで きますが,平 成

9年5月 には3,000社 を超 えま した。 この ことか ら,

CH標 準 が着実 に普及 していることが伺 われます。

1.ビ ジ ネ ス プ ロ トコル に関 す る検 討

当セ ンターで は,EDIに 積極 的な情報処理ベ ンダ

ー各社の参加 を得 て ,シ ンタックスルール検討委員

会 を設 置 し,CIIシ ンタ ックスルールの保守 を行 っ

てい ます。 この度 本委員会 では,CIIシ ンタックス

ル ールの新 バ ージ ョン3.0の 検討 を行 ってい ます。

新バージ ョンで は,近 年特 に関心の高いセキュ リテ

ィ機能 の強化,国 際対応 な どが盛 り込 まれ平成9年

度の リリースを予定 してい ます。

現在,EDIFAcrの シンタ ックスルー ルの最新 バ

2.ユ ーザ システ ムの高 度化 に関 す る研 究

(1)EDI向 け 「情報通信手順」の研究

EDIを 実現する情報通信手順 としてどのようなも

のが適するか,ユ ーザーと共に現状を調査 し,メ ー

カーを交えて業界および業際の標準 として推奨で き

る仕様を研究 しています。現在は 「全銀協標準通信

プロトirルTCP/IP手 順」について,全 銀手順の仕

様 を基に全産業界の利用状況を考慮 した製品が早期

に開発され,そ の相互運用性が確保 されるよう拡張

仕様の標準化に努力 しているところです。

‖
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また,オ ー プンネ ッ トワー クを利用 したEDIに つ

いて も,VPN技 術 を中心 に研究 を開始 す る予定 で

す。

(2)二 次元 コー ドの標準化 に関する研究

通信 ネッ トワー ク上のEDIと 並行 して,実 際 に生

じる物流 を情報 と一体化 させ るための 「二次元 コー

ド」 の標準化動向 につい て,EDIユ ーザ業界 団体 の

方々 にお集 ま りいただ き研究活動 を行い ,二 次元 コ

ー ドを利用 したシステムの調査報告書 を作成 してお

ります。今後は業務 モデル を設定 し,二 次元 コー ド

利用のためのガイ ドライ ンを作成 する予定です。

3.産 業界 の システム化 に係 る制度 問題 の調

査研 究

当センターでは,昭 和63年 度か ら8年 間,ク ロ一一

ズな企業間取引でのEDIに 係わる法制度問題につい

ての検討 を行い,平 成7年 度は,EDI取 引を行 う際

に考慮すべき法的な事項を踏まえた 「データ交換協

定書(参 考試案)」 を作成 しましたが,こ れまでの

法的検討が,主 に商流を中心 とした特定企業間の国

内取引についてのものであり,最 近注 目されている

インターネットを利用した取引や物流,決 済までを

含めた業務 についての検討が不十分であることか

ら,平 成8年 度は,物 流,金 流といった業際EDIや

オープン化(不 特定企業間,オ ープンネットワーク

の利用)に ついての法制度的な問題点の調査 ・検討

を行いました。平成9年 度はこれをさらに掘 り下げ

て検討するとともに,平 成7年 度に公表 しました

「データ交換協定書(参 考試案)」 にこの研究成果を

反映 させ,よ り適用範囲の広いものにすることを考

えています。

4.EDIの 普及促進

わが国のEDIの 普及 ・啓蒙,業 種横断的な共通課

題の検討および関係者の情報交換の場 として,60

(平成9年6月 現在)の 業界団体および関係4省 庁

(オブザーバ)で 組織する 「EDI推進協議会」の事

務局 と して,平 成9年 度 も各種 活動 を行 ってい ま

す。

まず,平 成9年 度の普及 ・啓蒙活動 と しては,年

4回 の普及研修会(6月24日,9月5日 ,12月5日,

3月6日)と 平成6年 か ら開始 したEDIフ ォー ラム

(7月16日)を 開催致 します。6月24日 に開催 した

第1回 普及研 修 会 「国 内外 のEDI最 新事情 」 には

206名 が参加 され ま した。今後の研修会等 の プログ

ラムの詳細 はEDI推 進協議 会のホームペー ジをご参

照 下 さい(http://www.ecom.or.jp/jedic/)。

EDI推 進協議会の会員の皆 さ まのご協力 によ り平

成8年 度 に実施 しま した 「国内外 のEDI実 態調査」

を,平 成9年 度 は年内 に実施する ことを予定 してお

りますので,ご 協力 の程 お願 いいた します。 なお ,

平成8年 度 の調査 結果 につ きま して は,「 国内外 の

EDI実 態調査 報告書」(平 成9年6月 発行)を ご参

照下 さい。

また,EDIに 関す る各種の国際活動への対応の検

討や情報交換 を行 ってい ます。 その一環 として,平

成9年 度は既 に,4月 のEDICOM,97(シ ンガポー

ルで開催)に 参加 し,ま た ,11月 に東京で開催予定

のCALSEXpointernationa11997 ,TOKYOに,EDI推

進協議会 の立場でわが国にお けるEDI/EC等 につい

ての報告 を行 う予定 です。 さらに,APEC-TEL(ア

ジア太平洋経済協力会議 一電気通信 ワーキ ンググル

ー プ)に 通商産業省 とともに参加 し
,APEC域 内で

の インター ネッ ト上 でのEDIの 実証実験 を を行 って

います。

5.普 及 ・広報

(1)「産業情報化 シンポジウム'」の開催

平成9年 度の 「産業情報化シンポジウム」を平成

9年10月31日(金)に 日経ホール(東 京)で 開催い

た します。シンポジウムのテーマは現在検討中で

す。

(2)広 報誌 「産業と情報」の発行

わが国産業界の情報化動向を広 く各方面に周知す
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るため,「 産業 と情報」 を発行(年2回9月,3

月)し,会 員等へ 配付 します。

6.問 い合 わ せ 先

当セ ンター発行 の出版物 お よびEDI推 進協議会普

及研修会等 についてのお問 い合わせば,次 の ところ

へお願いいた します。

電言舌:03-3432-9386

E-mai1:cii-sec@jipdec.orjp

〈電子商取引実証推進協議会〉

1.平 成8年 度事業報 告

(1)運 営委員会/理 事会の開催

平成8年 度においては,運 営委員会を7月,2月,

3月 の計3回,理 事会を7月,3月 の計2回,総 会

を7月 にそれぞれ開催 しました。7月 の運営委員会,

理事会では平成7年 度の事業報告および同収支決算

等が,3月 の運営委員会,理 事会では平成8年 度事

業計画および予算等がそれぞれ審議の上,承 認され

ました。

(2)総 会/合 同懇親会の開催

平成8年7月17日(水)に 東京全日空ホテルにお

いて平成8年 度総会が開催 されました。総会では平

成7年 度事業報告/同 収支決算,平 成8年 度事業計

画/同 収支予算がそれぞれ報告 されました。また,

総会終了後,EC関 連4団 体による合同懇親会が開

催 され,370名 の参加がありました(う ちECOMか

らの参加者180名)。 懇親会では,堤 通商産業事務次

官にご挨拶をいただいた後,4団 体ホームページ立

ち上げの紹介,EC実 証実験デモンス トレーシ ョン

等が行われ,参 加者の関心 を集めました。

(3)ワ ・一・キンググループ(WG)の 活動

平成8年7月 に,消 費者取引と電子公証の2WG

が新設され,技 術検討8,制 度検討5,国 際連携1,

合計14のWGに おいてそれぞれの検討課題を調査研

究 し,取 りまとめました。取 りまとめた結果につい

ては,順 次プレス発表やWWWへ の掲載を行い,広

く一般に公開 しました。

平成8年 度の成果は以下のとおりです。

①モール構築技術実証評価モデルー表現 ・表示及

び操作性 一(α 版)

②商品属性情報標準化に関する調査報告書一中間

報告書一

③複合コンテ ンツ対応技術(エ ージェン ト機能)

に関する調査報告書

④企業 ・消費者 間ECに おけるビジネス プロセ

ス ・ビジネスモデル解説書(α 版)

⑤企業 ・消費者間ECに おけるEDIの 現状調査報告

書

⑥共通セキュリティ関連技術WG中 間報告書

⑦本人認証技術検討WG中 間報告書一参照モデル

と評価基準(vO.5)一

⑧ICカ ー ドの現状調査報告書

⑨認証局検討報告書

⑩海外認証局活動調査報告

⑪国際電子商取引の制度的課題

⑫サイバーモールに関するモデル契約の検討

⑬電子商取引における個人情報の保護に関する中

間報告書

⑭電子商取引決済関連問題検討WG中 間報告書

⑮ 「電子公証検討調査報告書」一電子公証 システ

ムガイ ドライン作成に向けて一

⑯海外のEC関 連企業 ・組織等の動向調査

(4)プ ロジェクト連絡調整委員会の活動

エレクトロニックコマース推進事業で進められて

いる19のプロジェクト間の相互連絡およびプロジェ

ク トとWGの 交流,連 携,調 整を図ることを目的に,

標記委員会を設置 し,平 成8年4月 中平成9年3月

において9回 開催 しました。

(5)普 及広報関連の活動

①機関誌(ECOMTODAY)の 発行

機関誌創刊号(平 成8年12月 発行)お よび第2号
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(平 成9年4月 発行)を 発行 し,ワ ーキ ンググルー

プお よび プロジェ ク トの概要等 を整理 し紹介 しま し

た。

②ECOMか わ ら版の発行

「ECOMか わ ら版」 を5回 発行 し,WGの 進捗状

況 やセ ミナーの案 内 を会員 に報告 しま した。 また ,

英訳 した もの をWWW英 語ペ ージに掲 載 し,海 外 に

もECOMの 活動 をア ピール しました。

③ECOMセ ミナーの実施

ECOM会 員 を対象 に無料で開催 してい るECOMセ

ミナーを,平 成8年 度は10回 開催 しました。内容は ,

企業 一消費者 間EC実 証 実験 プロジェ ク トの概 要紹

介,ECOMWGの 活動状況報告 のほか に,有 識者 を

お招 きし時節 に合 ったテーマで ご講演 いただ きま し

た。 これまで に行 った有識者 による講演 は以下の と

お りです。

・「電子商取 引の環境整備 について一 『中間報告書』

を中心 として一」

内田 貴 氏(東 京大学)

・「サ イバ ー ビジネス最前線 一イン ターネ ッ トを駆

使 したインターナシ ョナル ・ビジネス」

杉本 理 氏(ス タンフォー ド・パブ リッシングlnc。

社長)

・「欧 州 とベルギ ーへ の電子 決済システム導入 につ

いて一プロ トン ・プロジェク トの最新情報 一」

DanielSkala氏(Banksys社 国際部 門セ ールスマ

ネージャー)

・「エ レク トロニ ック ・キ ャ ッシュ:そ の意義 と可

能性」

DaVidChaum氏(Digicash社 社長)

・「EMV96に ついて」

西 崎 傳 生 氏(SchlumbergerCardDivision,

RegionalManager)

・「RetailSalesovertheInternet-MajorLegal

Issues-j

Steven中 曽根 氏(PillsburyMadison&Sutro,

AttomeyatLaw)

・「日本か らみた法的問題点」

間宮 順 氏(外 立法律事務所 パー トナー弁護士)

(6)ECOM国 際 シンポジウムの開催

平成9年3月7日(金),経 団連ホールにおいて ,

「ECOMシ ンポジウム ーEC時 代への期待 と課題」 を

開催 しま した。 当 日は380名 もの方々 にご参加 をい

ただ き,ECへ の関心 の高 さが改め て うかがわれ ま

した。 なお,詳 細 につ きま しては前号 を ご覧 くだ さ

いo

(7)WWWサ ーーバ ーの構 築運営

平成8年4月 か ら準備 を始め,7月17日 のEC関

連団体の合同懇親 会(全 日空 ホテル)に おいて正式

運用 をアナ ウンス しま した。掲 載内容 は,ワ ーキン

ググループ活動状 況,19プ ロジェク ト状 況 ,ECOM

セ ミナー資料,ECOMか わ ら版 ,EC関 連 記事 イ ン

デ ックス,通 産省関連資料,海 外動 向資料等 です。

(8)展 示会への参加

EC協 議会 の活動 を一般 に広 報周知 するため ,平

成8年 度 においては以下の2つ の展 示会 に出展 し,

来場 者 にわが国のEC動 向,推 進体制,ECOMの 取

り組み等 を紹介 しました。

◆Intemet&ElectronicMessagingWorld96◆

開催時期:平 成8年6月26～29日

場所:幕 張 メッセ

ECOMブ ースへ の来客 は,4日 間で延べ2 ,000名

で,通 商産業省 のEC政 策,ECOMの 活動 ,WGの 状

況,プ ロジェク トの状況等 について活発 な質問があ

りま した。

◆ ダイ レク ト・マーケテ ィングフェアtg6◆

開催時期:平 成8年9月4日 ～6日
も

場所:池 袋サ ンシャインシティ

「インターネ ッ ト・コーナー」 をECOMブ ースに

設置 して自由にアクセス して もらったほか,電 子商

取引に関す るアンケー ト調査 を実施 し,来 場者 の意

識調査 を行い ま した。 なお,ア ンケー ト結果 は,10

月16日 に記者発表 を行 い(経 団連機 械 クラブ),日

経産業,日 刊工業,日 本工業,東 京,朝 日,流 通サ
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ー ビス朝刊で紹 介 され ま した。

2.平 成9年 度 事業計画

(1)ワ ーキンググループ(WG)

プロジェク ト等と連携 しなが ら平成8年 度の中間

成果のバージョンアップを行うとともに,必 要に応

じて新規項 目についても別途検討を行い,最 終報告

として取 りまとめ,会 員および広 く一般に提示 して

いきます。また,WG相 互間の連携調整をさらに深

め,WGの 共通成果物等の提示についても検討を行

います。各WGの 平成9年 度検討項目と目標は以下

のとお りです。

①モール構築技術検討WG

・モール構築技術の調査及び検討

・「モール構築技術実証評価モデル(最 終版)」 の

作成

・モールの構築及び運営における法的 ・制度的課

題の現状調査および報告書の作成

②商品属性情報標準化検討WG

・平成8年 度 α版 のバージ ョンア ップを行い,

「商品属性情報の論理構造(最 終版)」 を作成す

る。

・新規業種あるいは商品群の論理構造あるいは表

現形態の検討,作 成

・上記提案形式に則り,全 業界共通な商品属性項

目に関する標準化案を検討する。

③複合コンテンツ対応技術(エ ージェント機能)検

討WG

「ユーザ ・レベル」,「コンテンツ ・レベル」,こ

の間をインターフェースする 「検索サービス」のモ

デル図式を設定 し,2つ のSWGで 各々を評価検討

する。その成果物をマージして,全 体 として整合性

のとれた 「複合 コンテンツ対応技術一評価モデル」

を作成する。

④ コンテンツ ・プロバイダ/MALL間 ビジネスプロ

トコル検討WG

・ビジネスプロセス ・ビジネスモデルの表現方

法:今 後 のWG活 動 にお け る ビジ ネス プ ロセ

ス ・ビジネスモデルの表現方法 を検討 ・決定す

る。 この際,EDIFACTのBIM等 一般的 な表現

形式の採用 を検討 する。

・消 費者 ・
、企業 間ECに お け る ビジ ネス プ ロ セ

ス ・ビジネスモデル解説書(最 終版):平 成8

年度 の活動成果の商品 タイプ別 ビジネスプロセ

スの分析結果 をベースに検討 を行 う。

・消費者 ・企業 間ECル ー トマ ップ(仮 称):消

費者か ら見 た ビジネスプ ロセス を中心 に,EC

環境 にお ける ビジネス モデルについて検討 し,

EC環 境全体 を{府鰍で きるECル ー トマ ップと し

て まとめ る。

・消費者 ・企業 間ECビ ジ ネス プロ トコル ・ガイ

ドライ ン(仮 称):上 述 のルー トマ ップ上 で,

ビジネスプロ トコル標準や ガイ ドライ ンが必要

と思われるパス について検討 し,ビ ジネスプロ

トコルの標準化 について検討 し指針 をまとめる

予定。

⑤共通セキュ リティ関連技術検討WG

・セキェリテ イ関連技術 ,暗 号利 用について,セ

キ ュ リテ ィ評 価 の メジ ャー を体系化 し定 義す

る。

・平成8年 度 に作成 した クレジ ッ ト決済,ICカ ー

ド使用電子 マネーの評価 メジャー α案 を実証実

験 プロジェク トのセキュ リテ ィ責任 者 にレビュ

ー して もらい 「評 価 メジ ャー(β 版)」 を作成

す る。

・さ らに ,セ キ ュアプロ トコル な どECシ ステム

構築技術 の動向 をフィー ドバ ック して 「評価 メ

ジャー(最 終版)」 を完成 させ る。

・暗号利 用技術の評価 レポー トの作成 を行 う。

⑥本 人認証技術検討WG

・利用者サ イ ドや識者 による評価基準(vO.5)の

レビュー

・レビューで得 られた コメン トを反映 して 「本人

認証技術評価基準(v1.O)」 の完成'
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・評価基準の普 及促進 と定着化

・評価方法論 の検討

・技術調査(8年 度上期分の継続)

・8/9年 度 を通 じての まとめ作 業

⑦ICカ ー ド検討WG

ICカ ー ド(接 触型,非 接触型)の 関連技術 と標準

化,製 品化お よび利用状 況を調査 し,次 の検討 を行

う。

・技術開発お よび標準化の進んでいる接触 型ICカ

ー ドの利用モ デル を検討

・平成8年 度 α版 に基づいて 「接触型ICカ ー ドの

運用ガイ ドライン(最 終版)」 作成

・現状調査 に基づいて 「非接触型ICカ ー ドのガイ

ドライ ン(最 終版)」 を作成

・接触型ICカ ー ドにおける 「新パ イロ ッ トモ デル」

を作成 し,実 証実験 プロジェク ト等 に適用

⑧ 認証局検討WG

・実証 実験 プロジェク トにおける ガイ ドライ ンの

適 用 ・評価お よび フィー ドバ ックを行 い,「 認

証局運用 ガイ ドラインβ版」,「同最終版」 を作

成す る。

・海外 を含めた ガイ ドライ ンのオープン化
,国 際

的 に検討 されている関連 ガイ ドラインとの整合

性 を図る とともに,海 外 の認証局の状況 に関す

る報告書 を作成する。

・相互接続仕様書 を継続検討 し,報 告書 を作成す

る。

⑨ 国際取引検討WG

国際取引 を行 う際の制度 的課題 につい て,実 証 プ

ロ ジェク トお よび 内外 関係機 関 との交 流 を行 いつ

つ,そ の対応 について検討す る。 モール関連 モデル

約款試 案につ いて,実 証 プロジェク トお よび内外関

係機 関への提 示 を行 いつつ,そ の適用上の課題検 討,

充実並 びに普及 ・啓 蒙 を図る(成 果物:「 モ ール関

連モデル約款(最 終版)」)。

⑩ プライバシー検討WG

・電子商取引 にお ける 「プライバ シー ガイ ドライ

ン(最 終版)」 を策定する。

・電子商取引において個人情報が侵害されたとき

の救済制度について検討する。

⑪電子商取引決済関連問題検討WG

ノンクレジットタイプ電子決済システムについて

は,平 成8年 度に引き続 き,後 払い型,即 時払い型,

前払い型の3種 類について標準的な決済モデルおよ

び約款について検討を進め,そ れぞれの代表的なモ

デルについて,決 済のための利用者約款および加盟

店約款 を作成する。

また,通 商産業省が支援する実証実験プロジェク

トおよび一般に広 く意見を求める。 さらに,5年 以

内に実現可能な理想に近い電子決済方式についても

提案をする予定である。

クレジッ トタイプの電子決済システムについて

は,「標準約款 α版」 をベースに,

・実証実験プロジェク トおよび一般に広 く公開 し

て意見を求め,よ り実用性を高めた 「標準約款

(最終版)」 を検討,作 成する。

・電子商取引上想定できる取引シーンに対応 した

約款(例 えば 「一括契約加盟店標準約款 ・ネッ

トワーク専用会員標準約款 ・取引スキーム」)

を検討,作 成する。

・個品割賦方式に対応 した 「EC用個品割賦加盟

店標準約款 ・EC用 個品割賦顧客標準約款お よ

び取引スキーム」を検討,作 成する。

⑫消費者取引検討WG'

電子商取引における消費者取引の問題を抽出 し,

消費者取引に係る制度的問題の詞華,分 析 を行 う。

・「消費者一出店者間における契約のモデル約款」

を策定する。

・電子商取引において
,広 告,倫 理の観点から消

費者取引に係 る制度的課題を検討する。

・電子商取引上の問題 を整理 し
,消 費者啓発 を行

う。

⑬電子公証検討WG

・企業間ビジネスプロセス(BP)の 分析:各 種

一51一



…

藻
員

嘗曇

:
」

憎

ビジネスモデルのBP調 査,BP実 施上 の検討 す

べ き内容 ・ポ イン トの調査 ・研 究 を行 い,「 ビ

ジネスプ ロセス ・ガイ ドライン」 として まとめ

る。

・電子公証技術 お よび電子公証 システムの検討:

電子公証 システム(企 業内,企 業外)に 必要 な

要件等 を調査 し,分 析する。

・電子公証 に関する法 的問題の検討:記 録媒体 と

しての電子情報 の有効性,電 子情報の証拠価値,

能力等 について調査分析 を行 う。

・電子公証 センター(仮 称)の あ り方:電 子公証

セ ンターの役割,機 能,責 任範囲お よび運用 ・

管理に必 要な要件 について調査 し,実 現 する上

で の課 題 につ い て検 討 し,「 電子 公 証 シ ステ

ム ・ガイ ドライ ン」 を作成す る。

⑭ 国際連携WG

・情 報 の収 集:前 年度 に設定 した対象先(22ケ

国 ・地域)か らの情報収集を継続 して行 う。

・情報の提供:入 手 した情報 を分析 整理 して 「海

外EC動 向 」 と して と りま とめ る と と もに,

WWWサ ー バ を通 じて 一般 に公 開 して い く。

ECOM側 の情報(各WGの 成果物 ・進捗状況や

各 プロジェク トの状況,か わ ら版 な ど)の 英語

版 を作成 し,海 外 の調査 対象 先へ提 供 して い

く。

・情報拠点(パ ー トナー シップ)の 確立 と交流政

府機 関や政府機 関のバ ックア ップが ある先 に対

して,(互 いの)情 報拠 点 と しての協力 関係 を

確 立 して い く。 ア メリカ(コ マー スネ ッ ト),

ヨー ロ ッパ(欧 州委員会),シ ンガポール,台

湾,韓 国な どと引 き続 き協力 関係 を深める とと

もに,他 の国 とも関係 を樹立 してい く。

(2)プ ロジェク ト連絡調整委員会

8年 度 に引 き続 き,プ ロジェク ト相互 間の情報交

換 およびワーキ ンググループ(WG)と プロジェク

ト間の連携 の場 として標記委員会を開催 します。9

年度 においては,WGの 中間成果 に関 して,プ ロジ

ェク トで実証あるいは評価 して フィー ドバ ックす る

際の調整や,実 験 に伴 う課題や障害等 の情報交換 を

密 に行い,プ ロジェク ト全体 と してのテス トベ ッ ド

の形成 を図ってい きます。

(3)普 及広 報関係

①機 関誌の発行

協議会 の機 関誌で ある 「ECOMTODAY」 を年 間

2回 作成 ・発行 し,会 員 に配布 します。内容 として

は,ECOMWG活 動状況お よび成果,プ ロジェク ト

の最新状況,ア ンケー ト・デー タ等が主体 とな りま

す。 また,英 文版 について も作成 し,協 議会の活動

お よび 日本 のEC動 向を広 く海外 にア ピー ル してい

きます。

②ECOMか わら版 の発行

8年 度 に引 き続 き,協 議会の活動状況,ト ピック

ス を掲載 したECOMか わ ら版 を適宜作成 し,会 員 に

配布 します。

③ECOMセ ミナー/シ ンポジウム/展 示会の開催

・ECOMセ ミナー`.:8年 度 に引 き続 き,ECOM会

員 を対象 と したECOMセ ミナーを月1回 ペ ース

で開催 します。内容 について は,WG中 間成果

の報告,プ ロジェク トの最新状 況報告,外 部有

識 者(学 会/企 業等)に よるEC関 連 動向等 を

予定 してい ます。

・シンポジウム/展 示会:電 子商取引 に関 して広

く一般 に啓蒙普及するため,会 員お よび一般 を

対象 に した(国 際)シ ンポジ ウムを実施する予

定です。 また,8年 度 に引 き続 き,ダ イレク ト

マ ーケテ ィングフェア97,COMJapan等 各種展

示 会 に出展 し,協 議会活動 お よびEC関 連 の普

及啓 蒙 を行 い ます 。 なお,EUな ど海外組織 と

の共同シンポジウム,国 内関連組織 との共同 シ

ンポジウム,あ るいはECOM成 果発表会等 など

について も適宜開催 してい きます。

④WWWサ ーバ による情報提供

9年 度 は,ECOMに 関す る情報お よび電子商取引

に関する情報内容 をさらに充実(日 本語,英 語)す
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る とと もに,EC動 向 を把握 しワーキ ンググループ

活動の参考 とするため,Web上 で アンケー トを実施

し,会 員内外 か らの意見収集 を行 い ます。 また ,情

報提 供の補助 的施策 として メー リング リス トによ り

登 録者に対 してECOMお よび電子商取引に関する情

報 を(不 定期 に)電 子 メールで知 らせ るサー ビスを

実施 します。

－STEP推 進センター

1.平 成8年 度 事 業報 告

STEP(製 品モ デルの表現 と交換 に関す る標準)

は平成8年 末に新 しい国際規格が制定 されるな ど実

用化へ の動 きが一層 活発 になってい ます。STEP推

進セ ンターは平成8年 秋 に主要企業か らの出向者 を

軸 に事務局の陣容を大幅 に強化,平 成9年2月 には

SGML部 を新 設す るな ど,CALS関 連技術 の発展 ・

普及 に向けて新 たな段 階に入 ってい ます。 また,平

成8年 度 はSTEP実 用化 の促進 を目的に 「S[[rEPシス

テ ム構 築 支 援 機 能」 の研 究 開発 に着 手 ,さ ら に

CALS技 術研究組合 や当セ ンター主要会員会社 との

協調 に よ り,CALS/STEP連 絡会,CALS/SGML連

絡会 をス ター トし,相 互 に意見や情報 を交換す るな

どCALS推 進活動 との連携 を強化 しました。

(1)国 際標準化事業

①ISO国 内対策委員会

製 品モデル デー タ交換 のための国際規格STEPの

開発 に関す る審議 を行 い,ISODIS10303-202ほ か9

つのDIS(DraftlnternationalStandard) ,5つ のCD

(ComitteeDraft),6つ のStandingDocumentに 対 し,

日本提案文書 を作成,提 案 しました。

②ISO国 際会議への参加 と交流

ISO/TC184/SC4&SC4/WGsの 神戸会議,ト ロ ン

ト会議(カ ナダ)お よびチェスター会議(イ ギ リス)

にお けるSTEPSt格 開発 の各WG審 議 に参加 し,日

本 か らの意見提案 を行 うと ともに,STEP開 発状 況

などの情報交換 を行い ま した。

③ 産業別AP開 発組織 との リエゾ ン

自動 車,プ ラ ン ト,造 船 お よび建 築 な ど産業別

APの 開発動 向 を調査 し,セ ンター事業 との調整 な

どを行い ま した。

(2)JIS原 案作成事 業

①JIS原 案の作成

JIS化 委員会の もとで,次 のsrEP規 格のJIS原 案を

作成 しま した。

・Part44(製 品構造形 態)

・Part46(可 視表示)

・Part201(図 面表示の ための製図)

・Part203(形 態管理 された設計)

② 用語の検討

プロダク トモ デルのデー タ交換 に特有 な用語の抽

出,な らびにそれ らの意味付 け等の検 討 を行 い まし

た。

(3)プ ロジェク ト推進事業

プロ ジェク ト推 進部会 の もとで9WG(ワ ーキ ン

ググループ)が,以 下の調査研究 を行い ,そ の結果

を 「プラン トソフ トウェアの標準化調査成果報告書」

として まとめ ました。

①発 電プラ ン ト製品モデルデータ交換技術(継 続)

発 電 プラン トWGに おい て,次 の調査研究 を行 い

ました。

・発 電プ ラン トのプラ ン ト・プロ ダク ト ・モ デル

を詳細 に検討 しARM(ApplicationReference

Mode1)を 開発

②3次 元設計 データ交換技術(継 続)・

3次 元設計WGに おいて,次 の調査研 究 を行い ま

した。
、

・AP202のATS(AbstractTestSuite)で あるPart

302の 利用 に当たって考慮 すべ きケースの検討

・Part302の 一部翻訳

③製品 と構成管理デー タの表現 ・利用技術(継 続)

製品管理WGに お いて,次 の調査研 究 を行 い ま し

た。

・従 来の業務モデル を踏 まえ
,各 社での関連する
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システム環境 についての事例研究

・市販PDM(プ ロダク ト ・デー タ ・マネ ジメ ン

ト)シ ステムの概要の調査

④設計 と生産 のデー タインタフェース技術(継 続)

生産設計WGに おいて,次 の調査研 究 を行 い ま し

た。

・AP224 ,213,203のARMを 中心 にSTEP規 格 の

有効性 を検討

⑤機械分野のアセンブ リモ デルと解析技術(継 続)

アセ ンブ リモデルWGに おいて,次 の調査研 究 を

行 い ました。

・ISO10303105KnematicModelの デー タ構造 に

基づいて,機 構解析モデルデー タを交換 ・共有

す るに足 るデー タベ ース試作 のための基本モデ

ルの検討

⑥ 製品のパ ラメ トリックな表現技術(継 続)

パ ラメ トリックスWGに おいて,次 の調査研究 を

行い ま した。

・パラメ トリック機能 を持 つ複数の市販CADシ ス

テムについてニーズ,シ ーズの両面か ら3次 元

CADの 実務への適用範囲 を調査

⑦ プロダク トモデル を記述す る言語技術(新 規)

プロダク トモデル記述言 語WGに おいて,次 の調

査研究 を行い ました。

・プロダク ト記述の拡張手法の動 きを調査 し,将

来 のプロダク トモデル標準化技術 で取 り上 げ ら

れるべ き事項 を検討

⑧汎用機械部 品の属性等の表現技術(新 規)

機械部 品WGに おいて,次 の調査研 究 を行 いま し

た。

・ISO-13584(日 本版P-Lll3)を 調査 し,H本 への

適合性 を検討

⑨ 実証 テス ト(新 規)

実証推進WGに お いて,次 の調査研究 を行 い まし

た。

・プロジェク ト最終年度(平 成10年 度)に 向けて,

業務 間(製 品設計 か ら生産設計)の プロダク ト

モ デルデー タ交換実験 を行 うため,平 成8年 度

は基本検討,基 本設計 に着 手

(4)調 査 ・普及事 業

調査 ・普及委員会 において,STEP実 用化促進 の

ため次 の事業 を行 い,そ の結 果 を 「STEP実 用化 に

向けての調査研究報告書」 としてまとめ ました。

①SCEPに 関す る普及促進

インターネ ッ トの ホームページを開設 し,こ れ を

利 用 してSTEPに 関す る情報 の提供 を図 りま した。

また,STEPセ ミナーを開催 す る とともに,神 戸国

際会議等 においてデモ ンス トレーシ ョンを実施 しま

した。

②srEP実 用化 に関す る技術交流

国内 ・外 のSTEP実 用化 に関す る動向,技 術等 に

ついて国内 ・外 の実情 を調査 し,専 門家 と情報交換

を行 い ました。

(5)STEPシ ステム構 築支援機能の研究 開発事業

STEPの 実用化促進のためには,SlrEP規 格 に準拠

した製品デー タを利用す る手段 や方法がで きるだけ

簡便 である必 要があ ります。 そ うした 目的に沿 って,

STEP実 装 ツールや システ ムの 開発 を効 率化す るた

めのHLDAI(HighLevelDataA㏄essInterface)の

開発 を平成8年 度 よ り2年 計画 で進め るこ ととし,

平成8年 度 は基本設計 を行い,機 能仕様書,構 造 仕

様書 を作成 しました。

(6)NCALS関 連活動

CALS/STEP連 絡会,CALS/SGML連 絡 会 にお い

て,STEPお よびSGMLに 関す る利用上 の諸課題 を

検討 しま した。

2.平 成9年 度 事業計画

平成9年 度 は,STEPお よびSGMLに 関 して

NCALS実 証事業および業種別CALSと の連携を一層

強化 し,最 終年度となる肌DAI開 発プロジェクトを

完了させます。また,標 準化調査プロジェクトのも

とSTEP技 術の向上を図るとともに,調 査 ・普及活

動 としてS'llEP,SGMLの 産業界への浸透に寄与 し
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ます 。 さらに引 き続 きISO国 際規格 開発 に も積極的

に参画 してい きます。

(1)国 際標準化事業

ISO国 際規格srEpの 制定 は,平 成6年 末の第1版

以 降 も順次進行 してい ます。平成9年 度 は ,次 期 リ

リースに関す る審議 を継続す るとともに ,日 本案 を

国際会議で提案す るため,以 下の事業を行い ます。

① 国内対 策委員会の開催

引 き続 き製 品モデルデー タ交換 のための国際規格

SI7EPに つ いて審議 します。各作業部会でS[[;EP仕 様

の技術的 な検討 を行 い,日 本提案文書 を作成 します。

また,産 業別AP(ApplicationProtocol)の 規格案 に

つ い て,日 本 提 案文 書 を取 りま とめ る とと もに ,

ISOTC184/SC4組 織 の 審議 委 員 会PPC(Policy

PlanningComittee)に 引 き続 き参加 します。

② 国際会議への参加 と交流

ISOTC184/SC4の 平成9年 度 に3回 開催 される国

際会議 に出席,提 案 と審議 を行 うとともに,会 議 に

出席 する各国STEP関 係者 と情報 を交換 し,結 果 を

国内 に提供 します。 この うち,6月 にサ ンデ ィエ ゴ

(アメ リカ)で 開かれ た会議 にはSTEP推 進セ ンター

か ら16名 を派遣 しま した。

③産業別AP開 発組織 との協調

自動車,プ ラン ト,造 船 お よび建 築 な ど産業別

APの 開発動 向 を調査 し,セ ンター事業 との調整 な

どを行 い ます。

(2)JIS原 案作成事業

平成8年 末 にISOで 制定 されたPart105(Kinematics),

Part202(三 次元モデル と製図)のJIS原 案 を作成 し

ます。 またsrEp用 語集 の作成 も検討 します。

(3)プ ロジェク ト推進事 業

前年度に引 き続 き,標 準化動向 を調査 し,発 電 プ

ラン トで用 い られ る製 品モデルデ ー タの表現技術 ,

交換技術等 に関す る調査研究 を行 うとともに,今 後

重要 となる基礎技術 に関す る検討 を行い ます。

平成9年 度 は,「 製品管理WG」 は活動 を終了 し,

「3次 元設計WG」 につ いてはその取 り組 み内容 を

一部変更 し
,名 称 を 「設計部 門におけるSTEP活 用

技術」 として実施 します。

①技術 開発

・発電 プラ ン ト製品 モデ ルデ ー タ交換技 術(継

続):発 電 プラン トの ライフサ イクル全般 を支

援す るプラン ト ・プ ロダ ク ト ・モデ ルの検討 を

進 め ます 。 平 成9年 度 は前 年 度 に 開発 した

ARMの 評価 の ため,机 上 シ ミュ レーシ ョンを

実施 し,ブ ラッシュア ップを図 ります。

・設計部 門におけるSTEP活 用技術(改 編):設

計 部門でSTEPを どう実用化 してい くか,日 本

お よび世界の状 況 に関す る情報 を基 に論議 し,

具体化の参考 に します。範囲は産業界 の強い関

心 が注が れてい る製 図,PDM(ProductData

Management),TDP(TechnicalDataPackage)

の各分野 とします。

・設 計 と生産 の デー タイ ンタフ ェース技 術(継

続):前 年度 に着手 した実証推進 プロジェク ト

の1つ 「AP224を 中心 とした設計 か ら生産準備

への情報伝達モデル実験」 の開発作業 を積極的

に支援 する とともに,そ こで開発 された システ

ム を利 用 して,設 計 ・生産 のイン ターフェース

に関連す るSTEP開 発 技術の企 業での有効性 を

検討 ・確認 します。

・機 械分野 の アセ ンブ リモ デル と解 析技術(継

続):こ れまでのアセ ンブ リモデルの検討 に基

づ き,本 年度 はキネマテ ィラクスモデルのスキ

ーマ構造 に基づいたデータベースの開発 および

アセ ンブリモデルとそのデータベースの開発 を

行い ます。
ト

・製品のパラメ トリックな表現技術(継 続):前

年度の成果 を踏 まえ,パ ラメ トリックモ デルの

仕様検討 を加速 します。 また,大 型車両,橋 梁,

ビル,土 木 などのユ ーザーニーズ を調査 する と

ともに,こ れ らのユーザーに関するベ ンダー側

の開発計画 を踏 まえてユーザーニーズの方 向性

との整合 を確認 します。
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・プ ロ ダ ク トモ デ ル を記 述 す る言 語技 術(継

続):前 年度に引 き続 き,プ ロダク トデータ記

述 言 語 に 関 す る 技 術 調 査(基 礎 技 術 と

EXPRESS/SDAI関 連 技術)を 行 い,さ らに,

プロダク トデー タ記述言語の要求仕様 について

素案 を とりまとめます。

・汎用機械部 品の属性等の表現技術(継 続):前

年度 に引 き続 き 日本版P-LIB(パ ーツ ・ライブ

ラ リ,ISO-13584の 日本版 イ ンプ リメ ン ト)の

技術評価 および普及 ・検討 を実施 します。 さら

に,標 準部品利用時の設計 知識ベ ース構築法 を

調査研 究 します。

② 実証 テス ト(継 続)

プ ロジ ェク ト最終年度(平 成10年 度)に 向けて,

プ ロダク トモ デルデー タ交換実験 を行 い ます。具体

的 なテーマは 「AP202図 面デー タ交換 とAP203と の

イ ンターオペ ラビ リテ ィ検証」お よび 「AP224を 中

心 と した設計 か ら生 産準備 への情 報伝達 モ デル実

験」で,本 年度 は交換実験 に向 けてその環境設定 と

一部デー タ準備 を行 い ます。

(4)調 査 ・普及事業

口EPに 関する普及促進お よび国内 ・外 のSI'EP実

用化 に関す る技術 ・応 用動向 の調査研 究 を行 い ま

す。

①SllEPに 関する普及促進

平成8年 度 に開設 したインターネ ッ トのホームペ

ージをは じめ ,STEPへ の理解 を深 める情報 の提 供

を強化 します。 また,セ ミナー,デ モ ンス トレーシ

ョン,ワ ー・一クシ ョップを開催 し,STEP専 門技術 の

普 及促 進 を図 ります 。 また,日 本 で 開催 され る

CALSEXPO,97に 参加,出 展 します。

②STEP実 用化 に関す る技術交流

欧米 自動 車業界 で実践 されてい るISAPプ ロジェ

ク ト(lnternationalSTEPAutomotiveProject)を は

じめ,国 内 ・外 のSI"EP実 用化 に関す る動向,技 術

等の調査分析 を行い ます。

@SIEP技 術者の育成

STEP実 装 にかかわ る専 門技術 者の育成 を図 りま

す 。 このため,STEP実 装手順 を手順書 と して と り

まとめ るほか,外 部STEP経 験者 を交 えてのセ ミナ

ー などを開催 します 。

(5)「STEPシ ステム構築支援機能HLDAI」 の研 究開

発事業(継 続)

STEPの 実用化な らびに普及促進 に役立て るため,

平 成8年 度 に引 き続 き,情 報 処 理 振 興 事 業 協 会

(IPA)と の契約 に より,HLDAI(HighLevelData

AccessInterface)の 開発 を進め,有 効性 を実証 しま

す。具体 的なテーマは次 の通 りです。

① 「HLDAIジ ェネレー タ機能」 の開発

STEP実 装 ツールの開発 な どに際 して,用 途 に応

じた機能の選択や組み合 わせ をより容易 にで きるイ

ンターフェース(HLDAI部 品)を 生成する 「HLDAI

ジェネ レータ機能」 を開発 します。

②STEPデ ー タ交換 システムの検証

「HLDAIに よるCADデ ー タ交換 機能」 と,PDM

(ProductDataManagement:製 品構成管理)に 応用

した 「HU)AIに よるPDMで のSTEPデ ー タ活用機能」

での利用実験 を通 して,ジ ェネレー タ機能の効果 を

確 かめ ます。

(6)業 種支援事業

前 年 度 に 発 足 し たCALS/STEP連 絡 会,

CALS/SGML連 絡 会の活動 を軸 にCALS関 係組織 や

関係者 との連携 を一層深い ものに してい きます。

①実証事 業お よび業種 別CALSと の技術交流

実証事業 お よび業種 別CALSプ ロジェク トと,そ

の要素技術 であるsrEp/SGMLに 関 して,技 術情報

の共有化,STEP技 術の効率 的利 用の促 進,業 種 間

の技術調整 を図る活動 を行い ます。

② 産業界のSUSP/SGML活 動状況の把握 と情報共有

訂EPの 実 用化 を前提 と して活動 に取 り組 む業種

に対 して,技 術 的な支援 を行 い,そ の活動状況 を把

握 します。 また産業界 に対 して,StEP/SGMLに 関

す る情報 を提供 します。
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先端情報技術研究所
1.平 成8年 度事業報 告

(1)情 報技術開発に関する調査研究

近年,各 国において情報分野における技術開発が

急速に進展 してお り,わ が国としても情報技術開発

の一層の強化を迫られています。このため,内 外の

先端的技術開発やこれらを活用 した産業の動向,諸

外国の技術開発政策や制度等についての調査研究の

充実が要請 されていることから,平 成8年 度は以下

の調査研究を実施 しました。

①情報技術の研究開発体制のあり方等調査研究

平成8年 度から2年 の予定でアメリカ政府の情報

技術の研究開発に関する政策や制度の調査 を通 じ,

わが国政府が実施する情報技術研究開発のあり方の

検討 ・分析 を行うこととしました。この背景 として

は,こ れまでのキャッチアップ型のシーズオリエン

テッドな研究開発の限界が認識されてきてお り,こ

れに代わり得る新 しいニーズオリエンテッドな研究

開発のあ り方が求め られていることが挙げ られま

す。調査 にあたっては,当 該分野の専門家から成る

「情報産業の研究開発体制のあり方に関する検討作

業委員会」(委 員長:後 藤 滋樹 ・早稲田大学理工学

部情報学科教授)を 設置し,ア メリカの研究開発戦

略 とわが国との比較,新 情報技術を産出 ・発展 させ

る要因とビジネス展開の戦略等について調査検討を

行いました。

これらの成果は,平 成8年 度 「資料 わが国が行

う情報技術の研究開発のあ り方に関する調査研究」

として取 りまとめました。

②諸外国の情報技術の調査研究

平成8年 度は,平 成7年 度の調査結果により特に

注目された次の2つ の情報技術について,ア メリカ

を中心 とした海外の動向を調査 し,わ が国としての

技術開発の方向など今後の対応すべ き事項の分析 を

行いました。これらの成果は 「資料 ペタフロップ

スマシン技術に関する調査研究」,「資料 ネットワ

ーク及びAI関 連新技術 に関する調査研究」 と して取

りまとめ ました。

・ペ タフロ ップス ・マ シン研 究動向調査

アメ リカでは超 高性 能 コン ピュー タ開発 につい

て,HPCC(HighPerformanceCommunicationand

Computing)計 画の一部であ るテ ラフロップス ・マ

シンの研究 開発が行われ ま したが,そ のあ と20年 後

を 目標 に して,さ らに1,000倍 の性 能 を持 つペ タフ

ロ ップス ・マ シ ンの開発 をス ター トさせ てい ます。

この ため,「 ペ タフロ ップス ・マ シ ン技術調査 ワー

キ ンググループ」(主 査:山 口 喜教 ・通商産業省工

業技術 院電子技 術総合研 究所計算機 方式研 究室長)

を設置 し,ア メ リカの研 究の現状 や技術 的可能性 を

調査 する とともに,わ が国 と して とり組 むべ き課題

について検討 しました。

・ネ ッ トワー クとぷ 関連の情報技術 の研 究開発動向

調査

アメ リカでは,NIIの 一環 と して,イ ンター ネッ

トに代 表 されるネ ッ トワー ク技術 とAI技 術の結合が

将来の情報産業の土台 を産み出す もの と して,そ の

基礎技術お よび応 用分野 の研究開発 プロジェク トが

進 め られてい ます。 このため 「ネ ットワーク及 びAI

関 連技術 調査 ワーキ ング グルー プ」(主 査:奥 乃

博 ・日本電信電話(株)Nrri基 礎研究所 主幹研 究員)

を設置 し,ア メリカにお ける技 術的動 向,特 に応用

技術 としてのマルチモ ーダル技術,ネ ッ トワークを

利用 したデー タベ ース技術等 について調査 を行い ま

した。

(2)第 五世代 コンピュー タ技術研究成果の普及

IFS(ICOTフ リーソフ トウ、エア)の 普 及を図るた

め,平 成7年 度に引 き続 き以下の業務 を実施 しまし

た。

①IFSの 維持改良お よび公 開

IFSの 主 要 ソ フ トウェ アであ る並 列言 語処 理系

(KLIC),知 識表現言語,法 的推 論 システム等の改

良修正お よび ドキュメ ン ト整備 などの維持改 良作業

を外部技術者の協力 を得 て行 うとともに,先 端情報
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技 術研 究所(以 下AITEC)ホ ー ムペ ージに掲 載 し,

世界の関連研 究分野 の利用者 に公開 しました。平成

9年3月 末現在おけるIFS(100種)へ の累積 アクセ

ス数は約33,000件 にのぼってい ます。

また,平 成8年 度 は次の2つ の基幹 ソフ トウェア

について,外 部研 究者を含 む 「タスクグループ」 を

設置 し,ソ フ トウェアの改 良点や機能拡 張につ いて

検討 し,一 部改良作業 を行 い ました。

②IFSを ベ ース と した新 たな ソフ トウェア資源 の創

造

(財)機 械 システ ム振興協会 の委託 を受け,IFSの

拡大 ・再生産 を目的 と した知的 ソフ トウェアの研究

開発 を大学等へ委託す るとともに,先 進的 ソフ トウ

ェアの研究 開発 に関す る普及促進 策につ いて調査研

究 を行い ま した。

・知的ソフ トウェアの大学等へ の委託研 究

平成7年 度 に実施 した委託研究(22件)の 成 果に

ついて評価 ・審査 し,16件 の研究 テーマ を平成8年

度 も継続委託す ることと しました。 また,新 たな研

究テーマについては,AmECホ ームペ ージや電子メ

ールを用いて公募 を行い ま した。 その結果応募 が14

件 あ り,査 読 ・評価 ・審査 の結果,11件 を新規 テー

マ として研究委託 しま した。なお,本 年度分の研 究

委託件数 は,継 続 と新規 を合 わせて27件 です。

なお,平 成8年 度委託研 究テーマの研究成果報告

会 を,平 成9年3月4日 ～5日,芝 マ イプラザ ・エ

トワールの間 において163名 の参加者 を集め開催 し

ました。

平 成7年 度お よび平成8年 度の委託研究成果につ

いては,提 案書,研 究成果報告,成 果ソフ トウェア,

マニュアルを含め但TECホ ームページですべ て公開

してい ます。

・新世代知 的ソフ トウェアの研究 開発 に関する調査

研 究

IFSを 含 む先進的 ソフ トウェアの研 究開発 の仕組

みについて,内 外の実情 と日本 の課題 を比較 ・整理

し,そ のあるべ き姿お よび実現 のための方策 につい

て提言 をまとめるこ ととしま した。 このため 「先進

的 ソフ トウェア普及促進 策調 査研 究委 員会」(委 員

長:田 中 穂 積 ・東京 工業大学大 学院情報処 理工学

研 究科教授)お よび作業部 会(主 査:小 林 慎 一 ・

三菱総合研究所経営 システム研究セ ンター情報技術

開発部 長)を 設置す る とともに,欧 米 に調査 員 を派

遣 し,そ の成果 を平成8年 度 「新世代 知的 ソフ トウ

ェア資 源の創造 と共有 に関する調査研 究報告書(要

旨)」,「 第1編 知的 ソフ トウェア資源 の実験 的研

究開発調査研究報告書」,「第2編 知的 ソフ トウェ

ア資源 の創造 と共有の メカニズム調査研究報告 書」

として取 りま とめ ました。

③IFSの 普及広報等

IFSの 最新情報 お よび当研 究所 の活動状 況 につい

てAITECホ ームページに より広報する とともに,並

列 言語処理系(KLIC)を 中心 と したIFS講 習会 を,

慶応義大学(受 講者30名),九 州大学(受 講者20名)

において開催 し,第 五世代 コ ンピュー タ技術成果 の

普及 を図 りま した。

また,第1回KLICプ ロ グラ ミング ・コンテス ト

を行い ま した。'実施 にあたっては,「KUCプ ログラ

ミング ・コンテス ト実行委員会」(委 員長:溝 口 文

雄 ・東京理科大学理工学部教授)を 設置 し,実 施要

領 の検討や課題 の作成 を行い ま した。 コンテス トは

与 え られ た課題 につい て動作環境 の違 いに よる 「逐

次環境部 門」お よび 「並列環境部門」 と,特 に課題

を設 けず 自由にプ ログ ラミング して もらう 「自由課

題 部門」 の3部 門についてAMICホ ームページによ

り募集 を行 いま した。その結果,第1回 目の コンテ

ス トにもかかわ らず,97名(グ ルー プを含む)か ら

77件 の作品応募 があ りま した。各部 門とも高 レベ ル

の作 品が寄せ られ ましたが,実 行委員会の審査 の結

果,最 優 秀賞(逐 次,自 由課題),優 秀 賞(逐 次,

並 列,自 由課題),佳 作(逐 次,並 列,自 由課題)

お よび技術賞(自 由課題)を 選定 し,WWWに よる

表彰式 を行い ました。
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2.平 成9年 度 事業計画

(1)情 報技術開発に関する調査研究

平成9年 度は,平 成8年 度に継続 して調査研究を

行い,特 に日米比較の観点から先端情報技術の動向,

研究開発体制に関連する政策,制 度等について調査

研究を行います。また,わ が国としての研究開発体

制のあ り方,産 学官の協力体制,研 究成果の産業分

野での活用等についても検討 し,今 後における政府

施策の策定に資するための調査研究を実施 します。

(2)第 五世代 コンピュータ技術研究成果の普及

平成8年 度に引き続きICOTフ リーソフ トウェア

(IFS)の 普及 を実施 します。特 にIFSの 主要 ソフ ト

ウェアである並列言語処理系,知 識表現言語,法 的

推論システム等の改良拡張および ドキュメント整備

などを外部研究者の協力を得て行います。併せて,

インターネットを通 じて世界の関連研究分野の利用

者 に公 開す るほか,大 学等 にお けるIFS利 用講習会

の 開催,プ ログラ ミング ・コ ンテス トの実施 な どに

よ り,第 五 世代 コ ンピュータ技 術の広範 な普及 を図

ります。

またIFSを ベース と した新 たな知的 ソフ トウェア

の創造 を,大 学等 の研究 グループへの委託研 究 によ

り実施 し,こ れ らの ソフ トウェアをフリー ソフ トウ

ェア と して公開す るこ とに よってIFSの 拡大 再生産

を目指す とともに,わ が国 におけるこの ような先進

的 ソフ トウェアの研究開発の促進策 について検討 し

ます。

なお,当 研究所の活動内容 につい ては,WWWホ

ームペー ジの次 のア ドレスで も公開 してお りますの

で ご利用 ください。

ホームページ ・ア ドレスhttp://www.icot.or.jp/

夢
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仕 事 はあなたのスキル を高 め 資格 はあなたのステイタスを高 める

●シ ス テ ム ア ドミニ ス トレー タ テ キ ス ト(本 体価格:1,922円)

本書は、情報処理システムの利用部門において情報化を推進する方々が、初期の段階において利用者

として修得すべ き基本的な知識 と応用能力をとりまとめた も

(構成)

1.仕 事とコンピュータ

2.基 幹システムの開発と運用

3.エ ンドユーザコンピューティング

4.シ ステム環境整備と連用管理

●上 級 シ ス テ ム ア ドミ ニ ス ト レー タテ キ ス ト(本 体価格=3,398円)

本書は、上級システムア ドミニス トレータを目指す方に必要な知識 ・技術 を理解 しやすいようにとり

まとめたものです。

(構成)

1.業 務システム改善企画の立案

2.情 報システム構築のためのマネージメント

3.情 報システム利用のためのマネージメント

「第二種共通テキス トシリーズ」、「第一種共通テキス トシリーズ」な ども好評発売中です。

詳細は、パ ンフレッ トをご覧下 さい。

(ご購 入方 法)

全国の書店または官報販売所、政府刊行物サービスセンターにてご注文ください。

東京都官報販売所(神 田)、大阪府官報販売所(肥 後橋)、 八重洲ブックセンター(八 重洲)、 言泉グ

ランデ(神 田)、 書泉ブックタワー(秋 葉原)、 三省堂本店(神 田)、 紀伊國屋書店(新 宿・渋谷)、丸

善本店(日 本橋)、芳林堂書店(高 田馬場)、 紀伊國屋書店(大 阪・梅田)に は、常時置いてあります

のでご利用ください。なお、直接購入を希望 される方は、東京官書普及(株)通 信販売課(SO3-3292
-3701)へ ご注文ください。

蹴(財)幡灘 綴織 会
〒135-73東 京都江 東 区 青海2・-45タ イム24ピ ル19階

魯03・553ト0177(普 及振 興課)

、 て㌻ 、
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平成9年 度

高度情報化人材育成研修のご案内
本研修は,産 業構造審議会情報化人材対策小委員会が,

新情報革命を担 う情報化人材として類型化を行った,専 門

分野に特化 した情報処理技術者を育成するものです。

開 催 ス ケ シ ュ ー ル

財団法人 日本情報処理開発協会

中央情報教育研究所 教務部
㊦135-73東 京 都 江 東 区 青 海2-45タ イ ム24ビ ル19F

TEL.03--5531-Ol76FAX.03-5531-Ol70

ホ ー ム ペ ー ジURLhttpY/WWW.interport.ne.jp/caitノ

プ ロジ ェク ト

マネ ーン ヤ

プロジェク ト管理総論 3日間 9月24日 ～9月26日 2月18日 ～2月20日 72,000円

プロジェク トの品質管理 2日間 10月8日 ～10月9日 3月5日 ～3月6日 48,000円

協力会社管理 3日間 10月1日 ～10月3日 2月25日 ～2月27日 72,000円

プロジェク トの進捗管理 3日間 10月15日 ～10月17日 3月11日 ～3月13日 72,000円

ア懲 言 ㌘ ン レ プ1炉 シ
・ンエンジ・ア 12s日 間15月23日 一8月7日11・ 月24日 一2月19日ls7s,… 円1

プ ロ ダク シ ョン

エ ンジニ ア

内部設計 4日間 6月17日 ～6月20日 3月3日 ～3月6日 96,000円

品質管理 2日間 6月24日 ～6月25日 3月9日 ～3月10日 481000円

ネ ッ トワー ク

スペ シ ャ リス ト

データ転送技術 とアーキテクチ ャ 3日間 6月3日 ～6月5日 1月27日 ～1月29日 72,000円

通信回線と通信機器 3日間 6月10日 ～6月12臼 2月3日 ～2月5日 72,000円

ネ ッ トワー ク ソ フ トウェア 2日間 6月19日 ～6月20日 2月12日 ～2月13日 48,000円

〕ANの要求定義 ・設計 ・構築 ・評価 3日間 6月24日 ～6月26日 2月17日 ～2月19日 72,000円

WANの 要求定義 ・設計 ・構築 ・評価 4日間 ア月8日 ～7月11日 3月10日 ～3月13日 96,000円

ネ ッ トワークシステムの運用 と保守 2日間 7月14日 ～7月15日 2月24日 ～2月25日 48,000円

デ ータベ ー ス

スペ シ ャ リス ト

データベースの基礎理論 2日間 9月4日 ～9月5日 2月18日 ～2月19日 48.000円

データベースシステムの設計 と運用 3日間 9月8日 ～9月10日 2月23日 ～2月25日 72,000円

データベース技術動向 2日間 9月17日 ～9月18日 3月4日 ～3月5日 48,000円

システム運用

管理エンジニア

運用管理 4日間 6月23日 ～6月26日 2月2日 ～2月5日 96,000円

資源管理 2日間 6月30日 ～7月1日 2月9日 ～2月10日 48.OOO円

障害管理 2日間 7月3日 ～7月4日 2月12日 ～2月13日 48,000円

システム保守 とセキュリティ管理 2日間 7月7日 ～7月8日 2月16日 ～2月17日 48,000円

性能管理 とシステム評価 3日間 7月14日 ～7月16日 2月23臼 ～2月25日 72,000円

運用 システム ・標準化 ・開発環境 2日間 7月22日 ～7月23日

-

3月2日 ～3月3日 48,000円

移行 ・運用テス トとシステム移行 1.5日 間 7月24日 ～7月25日 3月4日 ～3月5日 36,000円

第一種共通

カリキュラム研修

コンピュータ科学基礎 3日間 6月30日 ～7月2日 9月16日 ～9月18日 72,000円

コ ン ピュ ー タア ー キ デ クチ ャ 2日 間 7月7日 ～7月8日 9月24日 ～9月25日 48,000円

通 信 ネ ッ トワ ー ク 3日 間 7月14日 ～7月16日 9月29日 ～10月1日 72ρOO円

基本 ソフ トウェア 4日 間 7月22日 ～7月25日 10月6日 ～10月9日 96.OOO円

デ ー タベ ー ス 3日 間 7月28日 ～7月30日 10月13日 ～10月15日 72,000円

ソフ トウ ェア工学 3日 間 8月4日 ～8月6日 10月20日 ～10月22日 72,000円

ピ コ.一マ ン イ ン タ フ ェース
.

3日 間 8月25日 ～8月27日 10月27日 ～10月29日 72,000円

コ ミ ュニ ケ ー シ ョ ン技 法 5日 間 9月1日 ～9月5日 11月10日 ～11月14日 120,000円

問題発見 ・解決技法 4日 間 9月8日 ～9月11日 11月4日 ～11月7日 96,000円

システム構成技術 2日 間 9月16日 ～9月17日 11月17日 ～11月18臼 48,000円

応用システム開発技術 10日 間 9月22日 ～10月8日 11月25日 ～12月10日
〉

225,000円

※研修料には,消 費税 は含 んでおりませんので,別 途5%の 消費税 を申 し受 けます。

一61-一 ・



平成9年8月 発行

川PDECジ ャーナルNo・94
発行人 ・照山正夫/編 集人 ・日高良治

◎1997

財団法人 日本情報処理開発協会
東京都港区芝公園3丁 目5番8号 機械振興会館内

郵便番号105電 話03(3432)9382

URL:htΦ:/!wwwjipd㏄.or.jp/

本誌の記事 ・図表等のすべてないし一部 を許可なく引用および複製することを禁 じます。

※本誌送付付嚇 の変更等については当協会鯛査部(03・3432・9382)ま でご連絡 ください。

。

・
、

、箔
シ

リい

ロ

鮮

ヤ
s

"麟≡
臨

.

『
,パw

気
鋪
タ

羅
雛 翻



財団法人 日本情報処理開発協会

事務局組織のご案内 JIPDECホ ームページhttp:〃www.jipdec,or.jp/

本

部

報
貢
室

副
策

キ
情

セ
対

総務課

経理課
中刻冑報
教育研究所

情報セキュリティ対策課

コンピュータ緊急対応センター事務局

CAIT

業務課

コンピュータ運営企画課

コンピュータ運営管理課

庶務課

開発第一課

開発第二課

開発第三課

開発第四課

ネットワーク開発課

一
試験センター

JITEC

産業情報化
推進センター

Cli

STEP
推進センター

JSTEP

先繕購報妓術
研究所

AITEC

総務部一[馨

調査企画部一[麓 纏

教務部一{㌶ ≡讃

総務部一{㌶

経理部 経理課

技術部一{嬬 ≡讃

業務部一一[蕎 嶽 理課

支部(全国9ヶ所)

総括推進課
ビジネスプロトコル課

国際標準課

システム調査 ・支援課
ユーザ環境課

庶務課

電子商取引実証推進協議会事務局

総務部

業務部

技術部

総務部一 一[螺

技術調査部 技術調査課

第五世代普及振興旺 ㌶ 野

当協会への連絡窓口

本部

東京都港区芝公園合5-8(〒105)
機械振興会館内

TEL{03)3432-9371
"rEL{◎3)3432

-9372

TEL{◎3}3432-938フ

花L(03)3432-9381

TEL(03)3432-9391
'T!EL(03}3432

-9390

FAX(03}3432-9379

FAX(03}3432-9389

FAX(03)3431-4324

(コンピコ.一タ… センター事務屑)

XヨL(03}5575か7762

FAX(03)5575・7764

付属 機 関

中央⌒ 蜘 』鯨 都江東
区青海245(fl3δ 一フ3)

TEし(◎3)553㌔◎↑71(代表)タイム24ビ ル19階.

FAX(03)5531-◎ 勺70

欄 醐 鐵 輔 者葡 険センター

東京郵ラ菩区虎ノ}『質づ64(〒1◎5)

アーバン虎ノ門 ピル8階 「rEL(03)3591心421(代 衷)F
AX㊥3}3591-◎428

産黄情轍 ヒ推違センター鯨

都港区芝公N3・5'8(予1◎5)

機目戎猫…蓼唄会 貨麟ヌ…lTEL(03)3432-9386(代 表)
FAX(◎3)3432-9389一 凋

タイム24ビ ル1◎ 階ff…L(03)5531・ ◎061(代表)
FAX(◎3)553い0068

STEP推 糞vン ター

東京都江東区綱 蝿45(〒13573)
タイム24ピ ル1◎ 階TEし(03)55000521(代 表)

FAX(03)5500-052{〕

=3刷,)
芝 蒙京海上 ビル ディン グ2階TEし{03)345合251|(代 麹

.「FAX(◎3)3456噛3|58



UdPDEC
財団法人 日本情報処理開発協会

東 京 都 港 区 芝 公 榛131'日5番8号 機 械 振 興 会 館 内

垂1～f更番5}105借 主`1舌()3(3432)9382

JIPDECホ ー ム ペ ー ジhttp://www.jipdec.or.jp/

」∂ρ∂η1nfbrη ∂tionProcessingDeve/oρmθntCenter

本誌は再生紙 を使用 しています。


